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令和元年第４回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 令和元年１１月２９日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和元年１１月２９日 

          午前１０時００分 
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    な   し 

１．会議録署名議員 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  土 居 眞 二 

   城 川 支 所 長  篠 藤 義 直 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

   議 事 係  三 好 祐 介 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （１１番 源正樹、１２番 井関陽一） 

 ２ 会期の決定 

  （１１月２９日～１２月２０日 ２２日間） 

 ３ 承認第 ６号 専決処分第６号の承認を求

めることについて 

 ４ 諮問第１５７号 西予市行政財産使用料徴収

条例制定について 

   議案第１５８号 西予市半島振興対策実施地

域における固定資産税の不

均一課税に関する条例制定

について 

   議案第１５９号 西予市環境基本条例制定に

ついて 

   議案第１６０号 西予市公共下水道事業の設

置等に関する条例制定につ

いて 

議案第１６１号 西予市公共下水道事業の剰

余金の処分等に関する条例

制定について 

   議案第１６２号 西予市簡易水道事業の設置

等に関する条例制定につい

て 

   議案第１６３号 簡易水道事業に地方公営企

業法の規定の全部を適用す

ることに伴う関係条例の整

備に関する条例制定につい

て 

   議案第１６４号 西予市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６５号 西予市宇和福祉センター条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１６６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１６７号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６８号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６９号 西予市乙亥の里条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７０号 西予市営土地改良事業分担

金徴収条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１７１号 西予市県営土地改良事業分

担金徴収条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１７２号 西予市立病院看護師等奨学

資金貸与条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１７３号 西予市病院事業職員の諸手

当に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１７４号 西予市野村介護老人保健施

設つくし苑職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第１７５号 西予市総合センターしろか

わ条例を廃止する条例制定

について 

   議案第１７６号 西予市宇和游の里健康セン

ター基金条例を廃止する条

例制定について 

 ５ 議案第１７７号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

   議案第１７８号 西予市地域共生型交流拠点

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１７９号 西予市明浜観光交流拠点施

設の指定管理者の指定につ

いて 

 議案第１８０号 西予市野村町エコセンター

の指定管理者の指定につい

て 

６ 議案第１８１号 令和元年度西予市一般会計

補正予算(第５号) 

 ７ 議案第１８２号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１８３号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１８４号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算
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(第３号) 

   議案第１８５号 令和元年度西予市病院事業

会計補正予算(第１号) 

 ８ 報告第２０号 専決処分事項の報告につい

て 

追加 議案第１８６号 野村保育所新築工事請負契

約について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 承認第 ６号 専決処分第６号の承認を求

めることについて 

 ４ 諮問第１５７号 西予市行政財産使用料徴収

条例制定について 

   議案第１５８号 西予市半島振興対策実施地

域における固定資産税の不

均一課税に関する条例制定

について 

   議案第１５９号 西予市環境基本条例制定に

ついて 

   議案第１６０号 西予市公共下水道事業の設

置等に関する条例制定につ

いて 

議案第１６１号 西予市公共下水道事業の剰

余金の処分等に関する条例

制定について 

   議案第１６２号 西予市簡易水道事業の設置

等に関する条例制定につい

て 

   議案第１６３号 簡易水道事業に地方公営企

業法の規定の全部を適用す

ることに伴う関係条例の整

備に関する条例制定につい

て 

   議案第１６４号 西予市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６５号 西予市宇和福祉センター条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１６６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１６７号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６８号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６９号 西予市乙亥の里条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７０号 西予市営土地改良事業分担

金徴収条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１７１号 西予市県営土地改良事業分

担金徴収条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１７２号 西予市立病院看護師等奨学

資金貸与条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１７３号 西予市病院事業職員の諸手

当に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１７４号 西予市野村介護老人保健施

設つくし苑職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第１７５号 西予市総合センターしろか

わ条例を廃止する条例制定

について 

   議案第１７６号 西予市宇和游の里健康セン

ター基金条例を廃止する条

例制定について 

 ５ 議案第１７７号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

   議案第１７８号 西予市地域共生型交流拠点

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１７９号 西予市明浜観光交流拠点施

設の指定管理者の指定につ

いて 

 議案第１８０号 西予市野村町エコセンター

の指定管理者の指定につい

て 

６ 議案第１８１号 令和元年度西予市一般会計

補正予算(第５号) 

 ７ 議案第１８２号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１８３号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１８４号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

(第３号) 

   議案第１８５号 令和元年度西予市病院事業
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会計補正予算(第１号) 

 ８ 報告第２０号 専決処分事項の報告につい

て 

追加 議案第１８６号 野村保育所新築工事請負契

約について 
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  開会 午前10時00分 

○議長 

ただいまの出席議員は21名であります。 

これより令和元年第４回西予市議会定例会を開

会いたします。 

管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 

おはようございます。 

令和元年西予市議会第４回定例会の開会に当た

りまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

去る11月26日、27日の両日にわたりまして、野

村町伝統の第168回乙亥大相撲が、玉鷲関、そし

て、新十両豊昇竜関を初め、幕下有望力士や全国

トップクラスのアマチュア選手を招待し、満員御

礼のもとに盛大に開催をされました。 

月日がたつのは早いもので、乙亥が終わり、明

後日からは師走に入ります。朝もやが一段と濃く

なり、冬の足音が聞こえてくるとともに、日増し

に慌ただしさを感じるころとなりました。 

さて、この１年を振り返ってみますと、平成が

幕を閉じ令和が幕開けとなりました。新しい時代

を迎え、平和で和やかに過ごせる時代となるよう

願っておりましたが、昨年同様、今年も災害の多

い年となりました。 

８月には九州北部豪雨、９月、10月には台風

15号、19号が猛威を振るい、九州、関東、甲信、

東北地方等、多くの地域が被災をいたしました。 

台風19号被災に伴い、国からの被害市区町村応

援職員確保システムに基づき、愛媛県が対口支援

団体として、福島県本宮市の指定を受けたことか

ら、西予市におきましても６名の職員を派遣いた

しました。また、宮城県丸森町からは、直接職員

の派遣要請をいただいたことから６名の職員を派

遣し、被災状況を把握するとともに、支援体制の

構築を図り、災害業務マネジメントのほか、相談

窓口の開設や復興計画の策定支援等を行ったとこ

ろであります。西予市の復興半ばではあります

が、昨年、本市が全国から受けました支援の恩返

しをしたいとの思いから、少しでも当時の経験を

被災地に伝え、できる限りの被災地支援を行って

まいりたいと考えております。 

西予市災害対策本部運用改善検討会による平成

30年７月豪雨における西予市災害対応に関する検

討報告書が年内に完成する運びとなりました。本

市におきましても、大規模災害への備えを怠るこ

となく、関係機関が一丸となって防災・減災対策

を講じ、防災力の向上に努める必要を強く感じて

いるところでございます。 

さて、市民の皆様の意見を市政に反映させる市

民参加の場といたしまして、市政懇談会を７月か

ら10月まで、市内24カ所で開催をいたしました。

その際、西予市復興まちづくり計画における復

旧・復興の進捗状況と避難準備の情報提供等のあ

り方のほか、今後の市の方向性として、公民館組

織の見直しとともに、小規模多機能自治活動を推

進したいと提案をさせていただきました。小規模

多機能自治活動につきましては、市民の皆様から

多くの貴重なご意見をちょうだいいたしました。

これから市民検討会を設置いたしまして、皆様か

らいただきました意見をもとに、市が提案してお

ります素案を練り上げ、市民の皆様に改めてご提

案したいと考えております。小規模多機能自治活

動への取り組みにつきましては、今後も説明を繰

り返しながら、丁重に進めてまいりますので、ご

理解、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

さて、国または地域社会に対し顕著な功績を上

げた人や公共的業務に長年従事してきた人に贈ら

れる、令和元年度秋の叙勲で、教育功労として、

元公立小学校長門脇正人氏が、瑞宝双光章を、看

護業務功労として、元城川養護老人ホーム奥伊予

荘上級看護師玉井恵子氏が、瑞宝単光章を受章さ

れました。お二人ともに、豊富な経験と卓越した

見識を持って、旧町及び西予市の振興発展に多大

なるご貢献をいただきました。改めまして、敬意

と感謝を申し上げます。そして、受章をお喜び申

し上げます。 

先日、モンゴルの中南部のドンドゴビ県から、

県知事ほか、県の農政や商業関係者の６名が西予

市を訪れ、乙亥大相撲の観戦や明浜狩浜の文化的

景観を視察されたほか、みかん摘みを体験されま

した。同県はモンゴル相撲の盛んなところで、本

年８月に、相撲に取り組む市内の小学生を同県へ

派遣したことがご縁で、今回の訪問となりまし

た。同県とは、今後、文化や経済、観光や人材育

成など、多くの交流を深める協定の覚書を取り交

わしましたので、行政だけではなく、民間交流へ
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の発展につなげればと考えているところでござい

ます。 

さて、本定例会でございますが、専決処分の承

認１件、条例制定６件、条例改正12件、条例廃止

２件、補正予算５件など、合計31件の案件を上程

し、ご審議をお願い申し上げるものでございま

す。なお、議案等の提案理由につきましては、上

程の際に説明申し上げますので、何とぞ慎重にご

審議をいただき、ご承認、ご決定賜りますようお

願いを申し上げまして、私の招集に当たってのご

挨拶とさせていただきます。 

○議長 

次に、前定例会以降における諸般の報告は、お

手元に配信のとおりでありますので、お目通し願

います。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 

まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行い

ます。 

今回の会議録署名議員に、11番源正樹君、12番

井関陽一君の両名を指名いたします。 

 （日程２） 

○議長 

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

今回の会期は、本日から12月20日までの22日間

といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、今回の会期は本

日から12月20日までの22日間と決定いたしまし

た。 

 （日程３） 

○議長 

次に、日程第３、承認第６号「専決処分第６号

の承認を求めることについて」を議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

承認第６号「専決処分第６号の承認を求めるこ

とについて」提案理由のご説明を申し上げます。 

この承認第６号は「令和元年度西予市一般会計

補正予算（第４号）」について、専決処分の承認

を求めるものであります。 

本市では、平成30年７月豪雨により被災した野

村保育所の復旧につきまして、社会福祉施設災害

復旧事業として、野村保育所整備監理委託料及び

本体工事に継続費を設定し、外構工事につきまし

ては、新たに発注する予定としておりました。 

今回の補正予算につきましては、災害対応等に

よります人手不足により、保育所用地の造成工事

の遅延が生じ、保育所の開園時期に支障を来すお

それがあることから、本体工事に外構工事を含

め、一体的に施工することにより、工事期間の短

縮を図るものであります。今後の工事期間等を考

慮した場合、10月中に外構工事を含めた入札公告

及び予算措置が必要となったことから、継続費の

総額並びに令和２年度の年割額を変更し、地方自

治法第179条第１項に基づき専決処分しましたの

で、同条第３項の規定により議会に報告するもの

であります。 

よろしくご審議の上、ご承認くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

承認第６号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 
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これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

承認第６号「専決処分第６号の承認を求めるこ

とについて」は、原案のとおり承認することにご

異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、承認第６号は原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

 （日程４） 

○議長 

次に、日程第４、議案第157号「西予市行政財

産使用料徴収条例制定について」から、議案第

176号「西予市宇和游の里健康センター基金条例

を廃止する条例制定について」までの20件を一括

議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

議案第157号「西予市行政財産使用料徴収条例

制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

本市では、行政財産の目的外使用を求められた

場合、地方自治法に基づき、本来の用途または目

的を妨げない限度において、その使用の許可を行

い、行政財産の有効活用を図っているところでご

ざいます。近年、市が所有する土地を一時的に資

材置き場として使用する場合や建物の一時的な使

用など、行政財産に対する目的外使用を求められ

る案件が見られております。 

本市では、このような状況を踏まえまして、多

岐にわたる行政財産の目的外使用に対し、適切な

対応を図る必要があることから、使用料及び徴収

の方法等について、個別具体的な事項を定めるた

め、本条例を制定するものでございます。 

また、本条例の制定に伴いまして、関係する３

条例につきましても、あわせて改正するものでご

ざいます。 

続きまして、議案第158号「西予市半島振興対

策実施地域における固定資産税の不均一課税に関

する条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

西予市三瓶町は、佐田岬半島に属する伊方町や

八幡浜市と同様、半島振興法に基づき、半島振興

対策実施地域に指定されております。指定された

地域に該当する市町村は、地域の振興と発展を図

るため、半島振興法に基づく、産業振興促進計画

を作成したときは、計画で定める事業の用に供す

る資産を事業者が新設または増設した場合、固定

資産税の優遇措置を行うことができることとなっ

ております。 

本条例は、三瓶地域における企業の立地等を促

進するため、西予市産業振興促進計画を策定した

ことから、地域産業の振興につながる固定資産税

の不均一課税を実施するため、本条例を制定する

ものでございます。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第159号「西予市環境基本条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

今日の環境問題は、廃棄物増加などの身近なも

のにとどまらず、温暖化に伴う気候変動や大規模

災害の発生など、地球規模に広がってきておりま

す。これらの要因は、私たちの日常生活や事業活

動における環境への負荷の増加が深くかかわりを

持っており、環境問題を改善するためには、市

民、事業者及び行政が環境に対する共通の認識を

持ち、主体的な取り組みを行っていくことが必要

です。 

本条例は、本市における環境の保全及び創造に

関する基本理念並びに市民、事業者及び行政の役

割の基本となる事項を定める枠組みを示すととも

に、これまでの社会経済活動を見直し、環境に優

しいまちづくりを進めていくための指針とするた

め、制定するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第160号「西予市公共下水道事業の設置等

に関する条例制定について」、議案第161号「西

予市公共下水道事業の剰余金の処分等に関する条

例制定について」、議案第162号「西予市簡易水

道事業の設置等に関する条例制定について」及
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び、議案第163号「簡易水道事業に地方公営企業

法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の

整備に関する条例制定について」関連がございま

すので、あわせて提案理由のご説明を申し上げま

す。 

公共下水道事業及び簡易水道事業につきまして

は、平成27年１月の総務大臣通知により、人口

3万人以上の市区町村に対し、経営基盤の強化や

財政マネジメントの向上等に的確に取り組むた

め、公営企業会計への移行を求められておりま

す。このことを受け、当市におきましても、経

営・資産等の状況を的確に把握し、安定した事業

運営を行うため、平成28年度から資産の調査及び

評価に取り組み、準備が整ったことから、令和２

年度より地方公営企業法を適用することといたし

ました。 

まず、「西予市公共下水道事業の設置等に関す

る条例」につきましては、地方公営企業法の財務

規定等を適用することとし、公共下水道の設置及

びその経営の基本に関する事項を定めるものであ

ります。 

次に、「西予市公共下水道事業の剰余金の処分

等に関する条例」につきましては、地方公営企業

法に基づき、利益及び資本剰余金の処分等につい

て必要な事項を定めるものであります。 

次に、「西予市簡易水道事業の設置等に関する

条例」につきましては、地方公営企業法の全部を

適用することとし、簡易水道の設置及びその経営

の基本に関する事項を定めるものであります。 

最後に、「簡易水道事業に地方公営企業法の規

定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に

関する条例」制定につきましては、地方公営企業

法の適用に伴い、給与に関する規定や剰余金の処

分に関する規定を整備するなど、関係する７条例

について所要の整備を行うものであります。 

以上４議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

議案第164号「西予市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

本条例は、地方自治法の規定に基づき、特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

し、必要な事項を定めるものでございます。 

今回の改正は、「地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律」による会計年度任用職員

制度の導入に伴い、これまで当市で任用してきた

特別職非常勤職員の一部が会計年度任用職員へと

移行することから、制度に沿った適正な任用を図

るため、所要の整備を行うものでございます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第165号「西予市宇和福祉センター条例の

一部を改正する条例制定について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

西予市宇和福祉センターは、社会福祉活動の向

上と充実を図り、社会福祉の発展に資するため、

高齢者の健康増進や趣味の会の活動拠点として、

週６日運営しております。 

今回の改正は、当センターの運用実態を踏ま

え、令和２年４月から土曜日を休館日に加え、健

全な施設運営を行うものであります。 

なお、休館日に係る特別な施設利用につきまし

ては、地域住民の活動の妨げとならないよう努め

ることとしております。 

続きまして、議案第166号「西予市特別会計条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、「地域改

善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関

する法律」に基づき、住環境改善対策の一環とし

て、住宅の新築や改修等をしようとする者に対

し、必要な資金の貸し付けを目的に設けられたも

ので、これまで317件の貸し付けを行い、地域に

おける居住環境の整備・改善を図ってまいりまし

た。 

今回の改正は、貸付事業が平成９年度をもって

終了し、以後、収納業務のみを行ってまいりまし

たが、今年度で最終借受人の元利支払期限が満了

することから、西予市住宅新築資金等貸付事業を

廃止し、本条例の一部を改正するものでございま

す。 
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なお、一部滞納となっている方の滞納金回収処

理につきましては、一般会計収入として処理する

とともに、適切な回収に努めてまいります。 

続きまして、議案第167号「西予市隣保館条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

今回の改正は、「地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律」による会計年度任用職員

制度の導入に伴い、これまで特別職非常勤職員と

して任用してきた隣保館館長を会計年度任用職員

として任用する必要があることから、本条例に定

める隣保館館長の報酬に係る規定を削除するた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

議案第168号「西予市公民館条例の一部を改正

する条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

今回の改正は、「地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律」による会計年度任用職員

制度の導入に伴い、これまで特別職非常勤職員と

して任用してきた公民館長を会計年度任用職員と

して任用する必要があることから、本条例に定め

る公民館長の任期及び身分の取り扱い等に係る規

定を削除するため、本条例の一部を改正するもの

であります。 

議案第169号「西予市乙亥の里条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

西予市乙亥の里は、平成17年の開館以来、地域

住民の憩いの場として、住民の交流と健康の増進

を図り、商業の振興と地域の活性化、伝統文化の

伝承を図る拠点施設として利用されてまいりまし

た。本施設は、平成30年７月豪雨災害により被災

したことから、令和２年４月からの供用開始へ向

け、現在復旧工事を行っているところでございま

す。 

今回の改正は、温浴施設及びレストラン等を廃

止し、西予市におけるスポーツイベント会場、ま

た、野村地区における社会体育施設として充実さ

せるとともに、災害の記録と記憶を後世に伝える

ため、災害伝承展示室を設置することにより、防

災意識の高揚を図るものであります。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議案第170号「西予市営土地改良事業分担金徴

収条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

本条例は、市営土地改良事業に要する経費につ

いて、当該事業者へ参加する者から、金銭、夫

役、または現品を賦課徴収することに関し、必要

な事項を定めているものであります。 

今回の改正は、土地改良法施行令の一部改正に

伴い、条ずれが生ずるため、引用する本条例につ

いて所要の整備を行うものでございます。 

続きまして、議案第171号「西予市県営土地改

良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

本条例は、県営土地改良事業に要する経費につ

いて、当該事業の施行により利益を受ける者から

徴収する分担金等に関し、必要な事項を定めてい

るものであります。 

今回の改正は、県営の農地中間管理機構関連農

地整備事業の実施に伴い、分担金及び特別徴収金

に係る規定を追加するとともに、土地改良法施行

令の一部改正に伴い、引用する本条例について所

要の整備を行うものであります。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議案第172号「西予市立病院看護師等奨学資金

貸与条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

本条例は、看護師等の養成と確保を図り、地域

医療の維持と向上に寄与するため、看護師等を養

成する施設に在学する者、または在学することが

決定している者に対する奨学資金の貸与に関し、

必要な事項を定めているものであります。 

今回の改正は、当奨学資金の利便性を促進し、

利用者の増加を図り、市立病院の看護師確保につ
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なげる必要があることから、返還債務の免除要件

となる市立病院での看護業務従事期間を５年間か

ら、奨学資金の貸与を受けた期間に相当する期間

に見直すため、本条例の一部を改正するものであ

ります。 

続きまして、議案第173号「西予市病院事業職

員の諸手当に関する条例の一部を改正する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

本条例の規定する地域手当につきましては、医

師の確保が非常に厳しい状況にある中、厳しい勤

務条件下にある病院勤務医師に対し、勤務状況に

応じた適正な労働対価として、平成20年度から支

給を行っているものであります。近年、給与面に

おいて民間企業との賃金格差が広がり、医師のみ

ならず、薬剤師についても確保が難しく、今後の

地域医療への影響を及ぼすことが懸念されており

ます。 

今回の改正は、官民格差の縮減を図り、地域医

療の継続に必要な人員を確保する必要があること

から、地域手当の支給対象者に薬剤師を加えるた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

議案第174号「西予市野村介護老人保健施設つ

くし苑職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

超高齢社会を迎え介護ニーズが高まる中、サー

ビス提供を担う介護職員等につきましては、賃

金・労働条件等の問題から、今後の人材確保が厳

しい状況にあります。 

今回の改正は、本施設の介護現場の職員が安心

して働くことのできる処遇改善を行う必要がある

ことから、危険と認められる業務に従事する職員

に支給する危険手当の内容を見直すとともに、所

要の整備を図るため、本条例の一部を改正するも

のでございます。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

議案第175号「西予市総合センターしろかわ条

例を廃止する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

総合センターしろかわは、生活改善実習室、農

林業経営技術研修室、図書交流館城川分館などを

備え、各種研修会や産業文化祭、講演会など、地

域の活性化を担う中心的施設として活用されてき

ましたが、老朽化と耐震性の問題から、今後の長

寿命化が困難な状態となっております。 

今回の改正は、四国西予ジオミュージアム（仮

称）の整備に伴い、西予市公共施設等総合管理計

画の統廃合・複合化の推進の方針に基づき、総合

センターしろかわを解体することとなったため、

本条例を廃止するものであります。 

また、同施設の廃止に伴い、施設内にある図書

交流館城川分館も廃止することから、西予市図書

交流館条例についても改正するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第176号「西予市宇和游の里健康センター

基金条例を廃止する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

本条例は、西予市游の里健康センターの円滑な

運営を図るため、当センター職員の退職金として

積み立てた基金の管理及び処分について必要な事

項を定めたものであります。 

今回の改正は、令和２年３月末日をもって、指

定管理者による游の里健康センターの運営を終了

することにより、基金の設置目的を終えるため、

本条例を廃止するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

 （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、議案第177号「西予市宇和文

化会館の指定管理者の指定について」から、議案

第180号「西予市野村町エコセンターの指定管理

者の指定について」までの４件を一括議題といた

します。 

理事者の説明を求めます。 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

議案第177号「西予市宇和文化会館の指定管理
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者の指定について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

本施設は、市民の芸術文化の向上及び福祉の増

進を図るとともに、市民の集会に供することを目

的に整備された施設であり、現在、一般財団法人

宇和文化会館に管理委託し、運営しております。 

このたび、当施設の指定管理者候補として、非

公募により、現管理運営者の一般財団法人宇和文

化会館を選定いたしましたので、その指定につい

て議会の議決を求めるものであります。選定に当

たりましては、西予市教育施設指定管理者審査委

員会による審査を行い、これまでの実績、運営方

針等を審査した上で、蓄積された運営ノウハウ、

経営改善に対する取り組みや経営努力等を総合的

に勘案し、この施設の管理を引き続き行わせるこ

とが適当と判断したものであります。 

なお、指定管理者候補の概要及び施設運営計画

概要につきましては、別添の参考資料をご参照く

ださい。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

議案第178号「西予市地域共生型交流拠点施設

の指定管理者の指定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

当施設は、利用者の健康増進、社会参加及び自

立支援を促進し、地域共生社会を実現することを

目的に、令和２年度の早い時期の供用開始を予定

し、整備に取り組んでいるところでございます。 

このたび、当施設の指定管理者を公募した結

果、社会福祉法人西予総合福祉会を選定いたしま

したので、その指定について議会の議決を求める

ものであります。選定に当たりましては、西予市

生活福祉施設指定管理者審査委員会による審査を

行い、運営方針、施設の利用促進、安定的な管理

運営、地域との連携等を総合的に勘案し、社会福

祉法人西予総合福祉会に施設の管理を行わせるこ

とが適当と判断したものであります。 

なお、社会福祉法人西予総合福祉会の概要及び

施設の運営方針等につきましては、別添の参考資

料をご参照ください。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議案第179号「西予市明浜観光交流拠点施設の

指定管理者の指定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

当施設は、市民に健全な保健休養の場を提供

し、生活福祉の向上と健康増進を図るとともに、

観光振興と交流の促進を図ることを目的として、

令和２年度の早い時期の供用開始を予定し、整備

に取り組んでいるところでございます。 

このたび、当施設の指定管理候補として、非公

募により、あけはまシーサイドサンパーク株式会

社を選定いたしましたので、その指定について議

会の議決を求めるものであります。選定に当たり

ましては、西予市産業部指定管理者審査委員会に

よる審査を行い、施設の設置目的達成に関する技

能・技術が十分に蓄積されていること、これまで

取り組んできた経営改善により、施設運営の効率

化が図られており、地域外観光客等の確保や地域

振興及び活性化のための取り組みの成果が認めら

れることなどを総合的に勘案し、あけはまシーサ

イドサンパーク株式会社により施設の管理運営を

行わせることが適当と判断したものであります。 

なお、指定管理者候補者の概要及び施設の運営

方針等運営につきましては、添付の議案参考資料

をご参照ください。 

続きまして、議案第180号「西予市野村町エコ

センターの指定管理者の指定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

本施設は、畜産農家が抱える糞尿処理問題及び

家畜排せつ物法への対応のため、畜産資源リサイ

クル施設整備事業において整備され、平成17年度

から東宇和農業協同組合に管理委託し、運営をし

ております。 

このたび、当施設の指定管理者候補として、非

公募により、現管理運営者の東宇和農業協同組合

を選定いたしましたので、その指定について議会

の議決を求めるものであります。選定に当たりま

しては、西予市産業部指定管理者審査委員会によ

る審査を行い、これまでの管理運営から堆肥生産

に関するノウハウが蓄積されていること、農家の

生産活動に密着しているとともに、堆肥原料の確
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保・堆肥利用の連携が容易であること、生産資材

などの物販業務を行っており、流通コストの低減

と西予市ブランドの堆肥供給が図られているこ

と、当該土地の所有者であり、西予市が無償で借

り受けていることなどを総合的に勘案し、東宇和

農業協同組合により施設の管理運営を引き続き行

わせることが適当と判断したものであります。 

なお、指定管理者候補の概要及び施設の運営方

針等につきましては、別添の参考資料をご参照く

ださい。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

 （日程６） 

○議長 

次に、日程第６、議案第181号「令和元年度西

予市一般会計補正予算（第５号）」を議題といた

します。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

議案第181号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第５号）」について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

国では、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企

画及び立案並びに実施について、関係各大臣並び

に地方６団体の代表者が協議を行い、効果的かつ

効率的な推進を図るため、「国と地方の協議の場

に関する法律」に基づき、国と地方の協議の場が

定期的に行われております。 

本年10月に開催されました協議の場において、

地方６団体から提出された地方創生と地方分権改

革の推進等に関する対策要望のうち、３点につき

まして、当市の現状を含め触れさせていただきた

いと存じます。 

まず第１に、地方創生の実現に必要な安定的財

源の確保として、地方創生推進交付金及び地方創

生拠点整備交付金を拡充・継続すること。また、

交付金のハード整備割合や交付金上限の見直し、

対象事業の要件緩和、複数年度の事業の対象への

追加が要望されております。 

当市におきましても、地方創生の実現に向けて

交付金を活用した事業を展開しておりますので、

地方の意見を十分に踏まえ、より弾力的で柔軟な

取り扱いが図られることを要望しております。 

第２に、人口減少に対応したまちづくりとし

て、令和３年３月末日をもって期限切れとなる

「過疎地域自立促進特別措置法」について、これ

までの過疎地域の努力と役割を踏まえた振興が図

られるよう、過疎対策を推進するための新たな法

律を制定すること。総務省が事務局となる過疎問

題懇談会では、令和２年度末をめどに、新たな過

疎対策の理念、過疎対策の対象地域のあり方、新

たな過疎対策の施策の視点、支援制度のあり方に

ついて、提言案の取りまとめを行うこととなって

おります。 

当市といたしましては、支援制度のあり方の検

討事項となっております過疎対策事業債を活用

し、産業振興施設・教育文化施設等の整備、地域

医療の確保、交通手段の確保等、過疎地域の格差

是正に取り組んでおりますので、現行の充当率と

交付税措置の継続を基本としつつ、ソフト事業に

対する発行限度額の引き上げとハード事業の対象

施設を追加することにつきまして要望をしており

ます。 

第３に、防災・減災対策の推進と強靭な国土づ

くりとして、地方において計画的な対策に取り組

めるよう、国土強靱化と防災・減災対策を加速化

するための財源を十分かつ安定的に確保するとと

もに、緊急防災・減災事業債や公共施設等適正管

理事業債を拡充・延長すること。また、主体的、

計画的な事前復興に取り組むことができる自由度

の高い施設整備交付金の創設が要望されていま

す。内閣府からは、災害発生時の被害を小さくす

る国土強靱化地域計画の策定が求められており、

当市におきましても、今年度末の策定を目指し

て、本定例会に補正予算を上程いたしておりま

す。 

計画策定後は、施設整備交付金を活用し、ハー

ド・ソフト両面での予防対策により、被害の軽

減、復旧・復興期間の短縮を目指し、西予市復興

まちづくり計画の事業推進を図っていかなければ

なりません。 

それでは今回の補正予算でございますが、豪雨

災害に関連した復旧・復興に要する経費及び災害

復旧事業費の年度間調整、その他緊急を要する経

費を計上するものであります。 
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その主な内容でございますが、予算の款別にご

説明を申し上げます。 

民生費では、３歳未満児を中心とした保育需要

に対応するため、小規模保育事業所を設置する事

業者に対する補助金を計上し、農林水産業費で

は、豚コレラ対策として、野生動物からのウイル

ス感染経路の遮断対策に要する経費への補助金を

計上し、商工費では、昨年、平成30年７月豪雨に

より被災した中小企業者等の施設等の復旧に要す

る経費への補助金を計上し、土木費では、平成

30年７月豪雨により被災を受けて解体した家屋跡

地に面した市道の転落防護柵設置に要する経費、

舗装補修に要する経費を計上し、消防費では、国

土強靱化地域計画の策定に要する経費、防災行政

無線デジタル整備事業の単年度の事業から継続事

業への変更による事業費の減額を行い、教育費で

は、東京2020オリンピック聖火リレー実施に要す

る経費のほか、明浜高山地区の体育館の改修に要

する経費を計上し、災害復旧費では、農地・農業

用施設災害復旧事業費の年度間調整のほか、台風

10号等により被災した林業用施設、公共土木施設

の復旧に要する経費を計上いたしております。 

これらの経費の財源につきましては、それぞれ

の歳出に見合う国・県支出金、地方債等の特定財

源を計上し、収支均衡を図るものであります。 

これによりまして、歳入歳出予算の補正は、既

決いただいております歳入歳出予算の総額から、

それぞれ3億9609万6000円を減額し、歳入歳出予

算の総額を341億9421万8000円と定めるものであ

ります。 

また、継続費の補正として、宇和地区防災行政

無線デジタル整備事業の令和２年度までの継続費

の設定を行っております。 

債務負担行為として、西予市復興まちづくり計

画に位置づけられています災害伝承展示室を乙亥

会館に整備するための経費、保育所・幼稚園での

保育業務支援システム使用料のほか、令和２年度

に実施予定の事業及び指定管理施設の管理運営事

業など、16事業につきまして限度額を設定してお

ります。 

地方債補正では、緊急防災・減災事業債等の限

度額の変更を行っております。 

以上が今回の補正の概要でありまして、詳細な

点につきましては、担当課長から補足説明させま

すので、よろしくご審議賜り、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 

宇都宮財政課長。 

○宇都宮財政課長 

それでは、予算書に沿って歳出から補足説明を

申し上げます。13ページをお開き願います。 

3款民生費、2項1目児童福祉総務費、保育所

（園）管理事業77万7000円でありますが、保育所

において、保育士の働きやすい職場環境の整備と

事務の効率化、負担軽減を図るとともに、保育に

専念できる環境づくりを行い、保育の質を向上さ

せるための保育業務支援システムの導入に要する

経費を計上するものであります。 

なお、幼稚園におきましては、予算書16ペー

ジ、10款教育費、幼稚園管理事業において、シス

テム導入に要する経費を計上いたしております。 

同目、児童福祉施設整備事業766万5000円であ

りますが、市内での３歳未満児を中心とした待機

児童の解消と子どもを安心して育てることができ

る体制整備を行うために、新たに小規模保育事業

を実施する事業者に対しまして、西予市小規模保

育事業所設置促進事業費補助金交付要綱に基づ

き、事業所設置に必要な改修等経費への補助金を

計上するものであります。補助対象事業費の負担

割合は、国が保育対策総合支援事業費国庫補助金

として２分の１、市が４分の１補助し、事業者の

負担割合は４分の１となります。 

14ページをお開き願います。 

6款農林水産業費、1項4目畜産業費、畜産振興

対策事業1810万7000円でありますが、豚コレラ等

の防疫対策の強化として、野生動物から農場への

ウイルス感染を遮断するため、侵入防護柵の設置

を行う養豚事業者の負担の軽減を図るため、西予

市農業振興対策事業費補助金交付要綱に基づいて

補助金を計上するものであります。補助対象事業

費の負担割合は、国が２分の１、県と市がそれぞ

れ５分の１ずつ補助し、養豚事業者の負担割合は

10分の１となります。 

7款商工費、1項2目商工業振興費、西予市店舗

リニューアル補助金事業1000万円でありますが、

平成30年７月豪雨により被災した中小企業者等に

対し、被災した施設の復旧に要する経費の一部を

中小企業者等復興補助金として予算を計上し、平
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成30年度から事業実施を行っております。今回、

令和元年度の実績見込みによりまして、当初予算

との不足額を計上するものであります。 

15ページをお開き願います。 

8款土木費、2項2目道路橋梁維持費、道路橋梁

維持修繕事業4534万円でありますが、平成30年７

月豪雨により被災し、解体した家屋跡地への市道

からの転落防護柵の設置に要する経費、市道の舗

装補修に要する経費のほか、崩土、倒木等の除却

に要する重機借上料を計上するものであります。 

9款消防費、1項4目災害対策費、危機管理業務

事業579万4000円でありますが、大規模自然災害

等に備えるための事前の防災・減災の対策をあら

かじめ総合的かつ計画的に実施することにより、

災害が発生しても被害が致命的なものとならず、

迅速に復旧・復興する強靱な地域をつくり上げて

いく、国土強靱化地域計画の策定に要する経費を

計上するものであります。市役所庁内でプロジェ

クトチームを設置し、関係する部局がそれぞれ主

体としての意識を持ち、連携、情報共有して、今

年度末を目標に計画を策定し、議会への報告、公

表の予定となっております。 

同目、防災行政無線デジタル整備事業8億

6659万4000円の減額でありますが、宇和地区の防

災行政無線デジタル整備事業について、令和２年

度までの継続費の設定を今回いたしますので、令

和２年度事業実施分の事業費を減額するものであ

ります。 

予算書５ページにおきまして、総額12億1987万

7000円の継続費を設定いたしております。 

16ページをお開き願います。 

10款教育費、7項1目保健体育総務費、保健体育

総務庶務事業70万4000円でありますが、令和２年

４月23日に当市において実施をされます、東京

2020オリンピック聖火リレーの経費といたしまし

て、愛媛県が契約締結をいたしました、自主警

備・交通誘導計画策定業務委託に対しての県内の

自治体の負担金等を計上するものであります。 

17ページをお開き願います。 

2目体育施設費、体育施設維持管理事業、明浜

高山地区体育館の改修に要する経費982万3000円

でありますが、同体育館は、高山小学校の廃校に

伴いまして社会体育施設として利用されておりま

す。令和２年度には、明浜支所敷地内への法人に

よります保育所の建設が実施予定でありますの

で、早急な改修が必要となることから、今回補正

予算として計上するものであります。 

11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧

費、農地災害復旧事業（過年度）8100万円、農業

用施設災害復旧事業（過年度）2億5700万円であ

りますが、平成30年７月豪雨により被災した農

地・農業用施設災害復旧費国庫負担金の愛媛県内

自治体での平成30年度と令和元年度の年度間の調

整により、事業費を増額して、歳入では、その財

源といたしまして、災害復旧費分担金、国庫負担

金、災害復旧事業債をそれぞれ増額補正するもの

であります。 

18ページをお開き願います。 

3目林業用施設災害復旧費1930万円、6項1目道

路橋梁河川災害復旧費690万1000円であります

が、台風10号等により被災した林道、市道及び河

川の災害復旧に要する経費を計上するものであり

ます。 

予算書は６ページにお戻りください。 

債務負担行為といたしまして、議会だより印刷

製本費から、米博物館（旧宇和町小学校）管理運

営委託業務まで、今年度中に契約相手先を決定す

る必要があるもの、合計16件について、期間及び

限度額を設定いたしております。上から２つ目の

災害伝承展示室整備等委託につきましては、西予

市復興まちづくり計画の基本施策であります子育

てや教育環境の再建の事業の取り組みといたしま

して、復興のシンボルとなります乙亥会館内に、

豪雨災害の経験を風化させることなく、災害の記

録と記憶の継承のための災害伝承展示室を整備す

るための委託として、1243万9000円を限度額とし

て設定いたしております。 

７ページをお開き願います。 

地方債の補正といたしまして、災害復旧事業債

を2070万円増額し、緊急防災・減災事業債では、

宇和地区防災行政無線デジタル整備事業の継続費

の設定により8億6650万円を減額するほか、全体

で8億4170万円減額して、限度額の総額を50億

181万9000円とするものであります。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前11時13分） 
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○議長 

再開いたします。（再開 午前11時25分） 

 （日程７） 

○議長 

次に、日程第７、議案第182号「令和元年度西

予市介護保険特別会計補正予算（第３号）」か

ら、議案第185号「令和元年度西予市病院事業会

計補正予算（第１号）」までの４件を一括議題と

いたします。 

理事者の説明を求めます。 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第182号「令和元年度西予市介護保険特別

会計補正予算（第３号）」について、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

今回の補正の主な内容につきましては、保険者

機能強化推進交付金の内示額確定に伴い、介護給

付費準備基金繰入金を減額するほか、第８期介護

保険事業計画策定に係る調査内容の見直しによ

り、介護予防評価事業委託料を減額するととも

に、債務負担行為の補正を行うものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算から、それぞれ79万2000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を60億6530万円と定めるもの

であります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第183号「令和元年度西予市農業集落排水

事業特別会計補正予算（第２号）」について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、永長、神野久、田之筋、中川、

石城、多田及び明間浄化センター・中継ポンプ施

設維持管理業務における令和２年度の債務負担行

為を設定するものであります。現在稼働中であり

ます７処理場及び中継ポンプ施設維持管理業務に

つきましては、引き続き、令和２年４月１日から

業務を実施する必要があることから、今年度内

に、当該業務の受託業者決定等の事務を進める必

要があるため、第１表のとおり債務負担行為を設

定するものであります。 

続きまして、議案第184号「令和元年度西予市

公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）」に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、西予市浄化センター維持管理業

務における令和２年度の債務負担行為を設定する

ものであります。現在稼働中であります西予市浄

化センターの維持管理業務につきましては、引き

続き、令和２年４月１日からの業務を実施する必

要があることから、今年度内に当該業務の受託業

者決定等の事務を進める必要があるため、第１表

のとおり債務負担行為を設定するものでありま

す。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議案第185号「令和元年度西予市病院事業会計

補正予算（第１号）」について、提案理由のご説

明を申し上げます。 

今回の補正は、令和２年度の西予市民病院医事

委託業務における債務負担行為を設定するもので

あります。外来受診や入退院に関する手続、診療

行為の料金化と、これに伴う保険請求・診療費の

収納、公費負担医療制度及び関係法令に基づく処

理、診断書及び証明書等の文書処理などの医事業

務につきましては、引き続き、令和２年４月１日

から業務を実施する必要があることから、今年度

内に当該業務の受託業者決定等の事務を進める必

要があるため、債務負担行為を設定するものであ

ります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

 （日程８） 

○議長 

次に、日程第８、報告第20号「専決処分事項の

報告について」を議題といたします。 

理事者の報告を求めます。 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

報告第20号「専決処分事項の報告について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

この専決処分の報告につきましては、地方自治
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法第180条第１項の規定に基づき、議会の議決に

より指定された、市の義務に属する損害賠償の額

の決定及び和解について、別紙のとおり４件の専

決処分をいたしましたので、同条第２項の規定に

よりご報告申し上げるものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の報告は終わりました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前11時33分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時33分） 

お諮りいたします。 

ただいま市長から提出されました、議案第

186号「野村保育所新築工事請負契約について」

を本日の日程に追加し、追加日程として議題にし

たいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、本件１件を本日

の日程に追加し、追加日程とすることに決定いた

しました。 

（追加） 

○議長 

追加日程第１、議案第186号「野村保育所新築

工事請負契約について」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

議案第186号「野村保育所新築工事請負契約に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

本施設の整備につきましては、昨年の豪雨災害

により被災した野村保育所を西予市野村介護老人

保健施設つくし苑の隣接地へ移転し、新築するも

のであります。当施設は、社会福祉施設災害復旧

事業補助金を活用し、西予市産材を生かした木造

平屋建て一部鉄筋コンクリートづくりによる、温

かみのある保育所として再建するものでございま

す。 

本工事につきましては、工事品質を確保するた

め、建築工事、機械設備工事、電気設備工事の専

門工事業者別に発注する分離発注を採用し、令和

２年９月末の完成を予定しております。 

建築工事につきましては、去る11月19日、復

旧・復興建設工事共同企業体による、事後審査型

条件付一般競争入札の開札を行い、大塚・山本復

旧・復興建設工事共同企業体と、工事請負金額

3億9710万円で、11月20日に工事請負仮契約を締

結いたしましたので、議会の議決を求めるもので

あります。 

なお、本工事に係る概要等につきましては、別

紙参考資料をご参照ください。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

中村敬治君。 

○14番中村敬治 

この契約の相手方としては、企業体となってお

りますが、この企業体２社の、それぞれの負担割

合はどういうようになっておるんでしょうか。お

尋ねいたします。 

○藤井福祉事務所長 

負担割合のご質問をいただきましたのでお答え

をさせていただきます。 

大塚組が55％で、山本建設が45％となっており

ます。 

以上でございます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治 

あわせて聞けばよかったんですけれども、この

3億9700万円という請負金に対して、大体300日と

いう工期が設定されておるようですが、これはこ

ういう建築工事の標準工期に照らし合わすと、今

回は結構長い期間をとられておるんかなという気

はしておるんですが、標準工期の場合はどのぐら

いになる予定ですか。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

手元に標準工期は、資料がございませんので、

後ほどお知らせしたいと思いますけど、一応予算

の形上、年度末の工期にはしておりますけど、先

ほど説明がありましたように、９月末の完成を目

指しておりますので、そこに向けての工事を進め
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ていきたいと考えております。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第186号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第186号「野村保育所新築工事請負契約に

ついて」は、原案のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

ご着席ください。 

起立全員であります。 

よって、議案第186号は原案のとおり決定いた

しました。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

12月５日は午前９時より一般質問を行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午前11時40分 

 



 

 

 

 

第 ２ 日 

 

12 月５日（木曜日） 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日は、このように大勢の方が傍聴にお越しい

ただき、まことにありがとうございます。 

ただいまの出席議員は21名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは通告順に発言を許可いたします。 

まず、15番二宮一朗君。 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

改めましておはようございます。 

会派こころざし、公明党の二宮一朗でございま

す。 

ただいま議長より一般質問の許可をいただきま

したので、私自身、令和になって初めての一般質

問をさせていただきたいと思っております。 

きょうは大勢の傍聴者の皆様が来ていただいて

おりまして、令和２年に向かって、市政に少しで

もいい判断ができるような質問になればと、自分

自身で思っておりますので、理事者の皆様もご協

力をよろしくお願いしたいと思っております。 

まず最初の質問ですけれども、西予市版国土強

靱化計画について質問をさせていただきます。 

国は、国土強靱化基本法をもとに国土強靱化計

画を作成し、施策を進めておりますけれども、地

方においても、どのような大規模自然災害等が起

こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であ

り続ける強靱な地域をつくり上げるためのプラン

が必要との考え方で、地域計画を求めておりま

す。 

総務省のホームページでは、愛媛県の市町で現

在できているのが大洲市だけというふうになって

おりましたけれども、西予市のところを見ており

ますと、令和２年８月作成予定というふうになっ

ておりました。昨年の豪雨災害や将来起こりうる

であろう南海トラフ地震等を考えれば、少しでも

早く作成する必要があるのではないかと考えてお

りますけれども、その進捗状況をまずお尋ねをい

たします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

皆さんおはようございます。 

本日は一般質問に当たりまして、このように多

くの方が早朝より傍聴においでいただきまして、

心から感謝を申し上げます。 

きょうとあす、また、週明けの月曜日の３日間

にわたりまして、８名の議員の皆様から一般質問

をお受けすることとなっております。それぞれの

質問に対しまして、真摯に回答させていただきた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願い

を申し上げます。 

市政運営の根幹にかかわる質問には私が回答す

ることといたしまして、それ以外の専門的分野等

の質問に対しましては、各部長を中心として回答

させていただきたいと考えておりますので、ご理

解をいただきますようよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

改めましておはようございます。 

それではただいまの二宮議員からのご質問の国

土強靱化計画の地域計画の進捗状況につきまして

回答させていただきます。 

ご質問のとおり、国におきましては、国土強靱

化基本法のもと、都道府県及び市町村に、国土強

靱化地域計画の策定推進を行ってきたところでご

ざいますけれども、全国的に地域計画の策定が進

んでいないという状況にございます。当市におき

ましても未策定となっているところでございま

す。 

このような中、国は本年８月に、国土強靱化の

取り組み推進方針を示しまして、令和２年度か

ら、地域計画に基づき実施する補助金・交付金事

業採択の重点配分・優先採択、また、令和３年度

からは、交付要件化等の実施を検討しておりまし

て、地域計画の策定と国土強靱化の取り組みを一

層推進することとしておりまして、本年10月１日

には、内閣府による説明会も開催されたところで
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ございます。 

これらの国の動向を受けまして、当市といたし

ましても早期に着手し、令和元年度末をめどに作

成を完成するように進めているところでございま

す。なお、策定に当たりましては、既存の各種計

画との整合性を図る必要があるなど、専門性が高

く、また、短期間での策定が必要であるというこ

とから、策定支援を受けるため、12月補正予算に

おきまして、その委託料を計上させていただいて

おるところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ご答弁ありがとうございました。 

今の部長のご説明では、予定の前倒しをして作

成するというふうなことで、少し安心をしたんで

すけれども、国土強靱化のホームページを見てお

りますと、ずっと何年かごとに見直しをしなが

ら、国土交通省も方針というのを決めておるよう

で、実際にここ数年の豪雨災害というのが、激甚

災害に当たるものが、もう毎年来ている状況の中

で、多分変更が行われてるんだろうなというふう

に想像できるわけですけども、この国土強靱化計

画は防災だけじゃないんですよね。ハード・ソフ

ト両面で、効果的な推進とか、民間資金の活用と

か、地域の特性に応じた施策の推進など、幅広い

メニューとなっているようなんですけれども、そ

の計画策定される中で何がポイントというか、ど

こにポイントを置いて作成されるのかをお伺いい

たします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまの策定のポイントについてのご質問で

ございますけれども、この計画策定におきまして

は、国及び県におけます計画との整合性を図るこ

とはもちろんのこと、当市におけます既存の計画

であります地域防災計画、総合計画、都市計画等

におけます国土強靱化に関するところの指針とな

ることが重要であるため、地域を強靱化する上で

の目標を明確化し、最悪の事態を想定した上で、

対応する施策分野を設定するため、防災担当のみ

ならず、関係する部局それぞれが一体となる意識

を持ち、連携して情報を共有する体制を構築する

というところをポイントといたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

計画ができたとしても、現在でもまちづくりの

ために、今も部長もちょっと言われましたけど

も、この後も質問するんですけども、人口ビジョ

ンとか、総合計画とかいうふうなのを既に市は作

成してるわけですけども、実行するためにそれら

との整合性を図る必要があるんじゃないかなとい

うふうに考えます。計画だけつくって、計画倒れ

っていったら変ですけども、実際に目に見えた施

策が行われないということがやっぱり一番残念な

わけで、そこのところをどのように考えておられ

るのか、もう一度質問させていただきます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

実行のためのポイントでございますけれども、

策定しました本計画を実行するためには、計画策

定時と同様、関係部局が連携をしまして、市を挙

げて取り組んでいくほか、市の他の計画の強靱化

に関する箇所を本計画に沿った内容に修正し、ま

た、本市の強靱化を着実に進めていくために、本

計画に基づきまして、各種施策を実施するととも

に、当市で運用をしております行政評価システム

とも連携をさせ、毎年度計画の達成度であると

か、進捗状況等を分析・評価し、必要に応じて見

直しを実施するというＰＤＣＡサイクルを繰り返

し実施するということといたしております。 

さらに、国におきまして、地域計画に基づき実

施される取り組みに対する関係府省庁の支援措置

等も活用しながら、事業推進に当たりたいと考え

ております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ぜひとも効果的な実行ができるようによろしく

お願いをいたします。 

続きまして、２番目の施工業者についてお伺い

をさせていただきます。 
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西予市は昨年の豪雨災害を経験して、今復興元

年として取り組んでいる最中でございますけれど

も、強靱化を進めるためにも、この実行部隊とい

いますか、実際に復興に向けて動いてくださる、

いろんな業者が必要なわけでありますけれども、

現在でも多くの復興・復旧事業を抱えているわけ

ですけれども、その見通しがどのように立ってい

るのか、まずお伺いをさせていただきます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

お尋ねのありました復興に向けての見通しにつ

いてでございますが、災害復旧工事及び関連工事

の発注状況について、まずご説明させていただい

たらと思います。 

災害復旧工事を初めといたしました工事の発注

見通しにつきましては、随時の確認と見直しを行

いながら進行管理に努めておりまして、11月末現

在では、対象となります250万円以上の工事の全

体計画数505件に対しまして、265件が既に発注済

みということとなっておりまして、工事の発注率

にしまして52％という進捗状況でございます。残

り240件につきましては、農業分野での農地や農

道、水路など、多数の工事が発注段階となり、ま

た、市道や河川、林道などの工事につきまして

も、今後順次入札発注を進めていくことといたし

ております。引き続き円滑発注に向けて関係部課

で十分連携の上、取り組みたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今約半分ぐらいの52％という答弁をいただきま

したけれども、市内あちこち走っておりますと、

まだ手つかずやなというふうに思われるところも

何カ所かあるように思いますし、１年を過ぎて、

今２年目ということで、やっぱりその近隣の人と

か、その該当される方というのは、１日も早くと

いうのは、待ち望んでおられるというのは、当然

のことやろうと思うんですけども、その復興・復

旧事業に携わる方の業種とか、職種、事業者が少

なくなってるいうのは目に見えて、ここ数年の間

でわかってるわけですけども、そこの業種や職種

について、市がどのように把握されてるのかとい

うのをまずお伺いをさせていただきます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

議員ご指摘のとおり、全国的な課題でもありま

すけれども、災害対応を初めといたしまして、地

域の維持管理を担う建設業者が非常に減少をして

おりまして、地域の安心・安全の維持に支障が生

じるおそれも大変懸念をされているところでござ

います。 

それではお尋ねのありました本市の状況につき

ましてご説明をさせていただきます。 

西予市建設工事有資格者名簿、これは入札に参

加するために指名願のあった業者を登録したもの

でございますが、現行の名簿では、土木工事業と

建築工事業の市内業者の合計数は69社でございま

す。６年前には83社の登録がありましたので、

14社の減少となっております。他の業種も含めま

した建設業全体の業者数でも、この６年間に

113社から85社へ、約２割以上減少をしていると

いう状況でございます。 

なお、指名願で把握ができていない個人の職人

さんなど、建設業を支える人材の減少も非常に懸

念されているという状況でございます。 

これに関しまして、国勢調査をもとに建設業の

就業人口を見てみますと、平成27年調査では、平

成22年調査に比べまして約340人、15％減少して

いるという状況でございます。また、この就業者

のうち、50歳代と60歳代の方が半数以上を占めて

おりまして、その後、さらなる高齢化ということ

も懸念されるような現状でございます。 

なお、市といたしましても、工事の発注に当た

りましては、市内業者への発注を優先しまして、

従来より地元業者の支援、育成に努めているとこ

ろでございます。引き続き、元請はもとより、下

請につきましても、市内業者優先ということを確

認しながら進めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今部長が答弁されました、業者の減少よりも、

イメージ的には何かもう少し減っているような自
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分の中の印象もありますし、業者自体は残っとっ

てもそこの従業員数が減ってるというふうなこと

もあるんじゃないかなと思いますんで、以前の多

いときの半分ぐらいな感じかなと私自身の印象は

受けております。 

そこで、今いろんな復旧事業が発注されとるわ

けですけれども、今年度に入っての入札状況とい

うのがどのようになっているのかお伺いをいたし

ます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

お尋ねのありました入札の執行状況でございま

すけれども、11月末時点で、建設工事の入札執行

件数は延べ257件で、そのうち82件、32％が不調

となっている状況でございます。その中で、災害

復旧工事は150件の入札件数に対しまして68件、

45％が不調となっておりまして、８月以降、次第

に不調となる工事が増えている、こういった現状

でございます。 

同様なことが宇和島市におきましても見られて

おりまして、四国地方整備局から提出された資料

に基づきますと、10月末時点の取りまとめで、工

事の発注件数と不調件数について、西予市と宇和

島市は、ほぼ同じような水準で推移をしていると

いうことが伺えます。 

次に、入札不調となる要因につきましては、そ

の都度、入札辞退の理由を指名業者へ確認をいた

しているところでございますけれども、各業者と

も手持ち工事がいっぱいで受注する余裕がないと

いう回答がほとんどでございます。 

災害復旧工事にかかります特例措置では、昨年

11月から入札制度を初めとして、各種の緩和措置

を実施しておりますけれども、今後におきまして

も、工事の早期発注に向けて、他市の状況なども

把握しながら必要な取り組みを行うとともに、入

札制度の適正運用に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

45％不調というところでちょっと心配なところ

はあるんですけれども、今の答弁でありました、

手持ち工事がいっぱいで受注ができないというふ

うな業者の声ですけども、逆に言えば、業者が多

ければ受注がもう少し進むということなんで、ぜ

ひそこのところにちょっと注視をしていきたいな

と思っております。 

それで次に、西予市行政の中で、その建築土

木、また水道、造園など、専門的な有資格者、資

格を持っておられる職員の方がどのぐらいおるの

かちょっとお尋ねをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

現在、当市職員のうち、土木建築関連の技術職

として勤務している者の総数は、課長級以上の管

理職を除きまして42名ということになってござい

ます。なお、その中には、再任用職員１名及び任

期付任用職員２名の数は含まれてございません。 

昨年の豪雨災害の対応のため、技術職につきま

しては本庁に集約をいたしておりまして、職員の

配置につきましては、本庁建設部で26名、産業部

で11名、支所では１名から３名ということになっ

ております。 

土木建築関係の資格につきましては、職名上、

技師の職にあるものは、大学等での専攻または、

専門の教育機関等を卒業し、資格を有しなくとも

相応の知識を有しております。また、職名上は一

般行政事務職でありながら、技術業務に従事する

職員の中には、採用後に資格を取得または、資格

を有しないながらも勤務の中で知識・経験を積み

重ね、技師として能力を身につけた者もおりま

す。先ほど申し上げました、採用時の職名が技師

でないものが、技術職42名のうち、約半数以上と

いうこととなっております。当市におきまして

は、旧町時代におきまして、採用時は一般行政事

務でありながら、配置先が事業課となった場合

に、土木建築の技術系の業務につき、そのまま技

師の業務に従事するケースが多く見受けられてお

りまして、西予市移行後におきましてもそのまま

引き継ぐといったような形で現在に至っていると

ころでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗。 

○15番二宮一朗君 
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もう一つお尋ねしたいんですけれども、入札を

行った時に、実際に設計して入札にかけるわけで

すけれども、受注された事業者と入札時の設計と

のミスマッチというか、そういうのが実際に起き

ていないのかどうかお伺いをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

設計と現場でのミスマッチはないのかというご

質問でございますけれども、例えば、道路改良事

業の実施に際しましては、線形の決定であると

か、用地買収のために精度の高い測量を行う必要

がございます。また、構造物の安定計算や支障物

件の補償費算定につきましては、専門的な知識を

持つ有資格者が考察する必要がございます。 

このため、測量設計業務につきましては、設計

コンサルタントに委託をしておりますけれども、

受託業者が業務に着手してからは、担当職員が設

計協議を行いまして、誤りや漏れがなく、明確な

表示に心がけるとともに、現場状況との相違のな

い設計図書の作成に努めているというところでご

ざいます。 

しかし、工事発注後におきまして現場と設計書

の内容に相違が見られることも皆無ではございま

せん。例えば、建物や橋梁の基礎部分といった重

要な構造物を設計する場合には、ボーリング調査

で万全を期するようにしておりますけれども、事

前に行った調査等で想定できなかった湧水の発生

や推定地盤の深度や地質に相違が出ることで、工

法の検討を含めた設計変更を余儀なくされるとい

うこともございます。 

今後におきましても、担当職員の技術力のアッ

プに努めますとともに、設計委託業務におけます

設計協議を十分に行いまして、現場とのミスマッ

チが最小限となるよう努力するとともに、現場で

の工事請負業者との調整を図りながら、事業完成

に努めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

部長から今後こうするというふうな話までいた

だきましたので、くどいかもしれませんけども、

設計段階でほとんどコンサルに委託をされて、コ

ンサルから上がってきたものを入札かけるという

ふうな大体形になると思うんですけれども、こう

いう質問した意図はですね、一つは業者が少ない

というのは先ほど言いましたけども、その業者が

やっぱりスムーズな仕事をしていただくために、

行政としてできることは何なのかという中で、や

っぱり専門職が、そのコンサルから上がってきた

ものを的確にチェックをできる職員がしっかりい

るということが大事じゃないかなと思うんですよ

ね。それと、やっぱりもう少し専門職の数がいた

らいいんじゃないかというふうなことで、部長が

今後、質を上げるというふうな話とか今もありま

したけども、質も大変重要ですけども、量も必要

なのはもう間違いないことなんだと思います。で

すから人事のことですんで、私がとやかくは言え

ないんですが、市長以下、人事担当の総務部長

が、今後どういう方針で、行政職員を採用するの

かというふうなことと、また、もう一つは、事業

者を市が育てていくんだというふうな気持ちでや

っぱり入札に関しても取り組んでいただきたいな

ということで、要望的になりますけれども、今後

ともよろしくお願いしたいなと思っております。 

それでは次に、大きな２番ですけども、事業方

針についてお伺いをさせていただきます。 

先ほどちょっと申しましたけれども、西予市が

平成28年やったですかね、人口ビジョンというの

をつくっておりますけれども。その人口ビジョン

の中でいろんな、こういうことが心配ですねとか

いうことがたくさん書いてあるんですけども、そ

の中で特に、つくった人口ビジョンをもとにどう

いう事業をされているのか、特に重点的なものが

ありましたらそれと、その進捗状況を教えていた

だいたらなと思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいま人口ビジョンのご質問がございまし

た。 

人口の首都圏への一極集中、地方の人口減少問

題を解決するためには、各地域がそれぞれの特徴

を生かした自立的で持続的な社会創生を目指すこ

とが重要なことから、平成26年に「まち・ひと・

しごと創生法」が公布をされました。同法に基づ
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きまして、西予市におきましては、平成27年度に

人口ビジョン及びこれを実現させるためのまち・

ひと・しごと創生総合戦略を策定いたしまして、

本市の特性を生かした独創的で質の高い政策を果

敢に実行し、市民が安心して暮らすことができる

まちづくりの実現を目指しているところでござい

ます。 

人口ビジョンでもお示ししておりますとおり、

西予市は2020年の総人口約3万8000人維持、

2060年の総人口約2万人の維持を目指しておりま

して、この目標を実現させるため、観光振興策に

よる交流人口の拡大、移住・定住政策につきまし

て、愛媛県及び関係市町と広域連携を図りまし

て、地域再生計画を策定し、地方創生推進交付金

及び地方創生拠点整備交付金等を活用した事業を

推進しているところでございます。 

それから、その進捗状況でございますけれど

も、地方創生交付金を活用しました主な事業の平

成30年度までの実績についてでございますけれど

も、市単独事業の官民連携によります既存施設等

を活用した西予の商いづくりプロジェクトにおき

ましては、居住誘導区域への転入者は339人から

53人の増加でございました。米博物館利用者の年

間の延べ利用者数は1万6000人以上でございまし

た。市内の空き家・空き店舗を活用しました創業

支援・事業承継では７件の実績がございます。 

また、県及び関係市町との連携事業では、来て

観て住んでえひめの交流・定住促進事業などが採

択をされておりまして、ジオパークの魅力発信、

市の観光ＰＲ、雇用創出事業などを行いまして、

県全体の移住者、観光入込客、観光客の消費に寄

与をいたしたところでございます。明浜町の狩江

小学校の教職員宿舎を移住者向けお試し移住体験

施設に改修し、移住体験ツアーを行う、明浜町移

住交流事業につきましては67人の転入者がござい

ました。 

これら地方創生交付金を活用しました事業につ

きましては、まち・ひと・しごと創生法に基づき

まして、市内外の学識経験者を委員とします西予

市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業評価委員

会を設置しておりまして、そこで評価をいただい

ておるわけでございますけれども、その評価委員

からは、地方創生に効果があったという高評価を

いただいているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

最初に答弁ありました人口ビジョンの中の

2020年、3万8000人が、何かもう既にちょっと危

ういんやないかなというふうな、下方修正せない

かんのやないかなというような状況に今なっとる

ような気が私自身はしております。 

今回、ちょっと私自身が総務省に行かしていた

だいて勉強をさせていただきました。それは何か

というと、地域力の創造、地域の再生という、総

務省がやってる移住・定住とか、今、全国でね、

パイの取り合いをしてるわけですけども、あと移

住・定住以外にも今は関係人口を増やそうとか

ね、そういうふうなのが今流れとしてなっており

ます。 

この間のニュースがちょっとありましたけど

も、地方創生と言いながら、東京一極集中を解消

するというのが目的で始まったわけですけども、

逆に、今度オリンピックが影響してるかどうかわ

かりませんけども、東京にはタワーマンションが

たくさん建って、その建設ラッシュで人口が増加

して逆に困っているという自治体があるような、

田舎からしたら何言よんぞと言いたくなるような

今現象が起こってるのもこれ現実なんですよね。

だからその、少なくなってる地方への人口を、地

方が取り合ってるというふうな状況じゃないかな

と今思っております。 

市長が言われよるように、減っていくのはしょ

うがないというこれが現実なんで、それを少しで

も遅らすというのが市長の方針で今されよるわけ

ですけども、もう少ないなりにどういう生活をし

ていくか、どういう市にしていくかということが

やっぱり今から求められるのではないかなという

ことで、ちょっと勉強させていただきました。 

今総務省がいろいろ事業やってる中で、関係人

口創出の拡大事業とか、例えばローカル10,000プ

ロジェクトとか、サテライトオフィスマッチング

支援事業とか、そういうのをちょっとこういうふ

うな資料をいただいて勉強させていただいたんで

すけども。西予市が、そういう総務省の事業に対

して、このメニューに対して、どのような取り組



 

- 28 - 

 

みをしているのかというか、向き合っているのか

というところもお伺いをしたいなと思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいま議員からのご質問にありましたよう

に、総務省におきましては、地方公共団体の円滑

な行政運営を支援するために、地方分権の推進、

地方自治制度の企画立案、地方行政体制の整備、

基礎自治体の行財政基盤の強化、活力ある地域づ

くりへの取り組みなど、本当に幅広い施策により

まして地方公共団体の支援を行っているところで

ございます。 

さらに人口減少・少子高齢化が進む中におきま

しては、従来の支援に加えまして、地域への関心

の醸成、地域での働く場づくり、地域とのマッチ

ングを柱としまして、先ほどもありましたけれど

も、ローカル10,000プロジェクトでありますと

か、サテライトオフィスマッチング支援事業など

を活用した関係人口の創出や拡大、移住・定住の

推進の支援策を講じ、地域づくりのサポートを推

進しているところでございます。 

これらは総務省で企画立案をされました政策で

ございますけれども、令和元年６月に、内閣官房

まち・ひと・しごと創生本部事務局、内閣府地方

創生推進事務局が公表をいたしました「まち・ひ

と・しごと創生基本方針2019」に掲載されている

ことから、将来にわたって、活力ある日本社会を

維持するための重要な施策であると認識をしてお

りまして、事業の推進について、現在検討してい

るところでございます。 

また、当市では、地域づくりの担い手の育成・

確保の観点、また、地方への人・資金の流れを強

化するため、従来から地方移住を直接促す取り組

みでありますとか、経済振興資金供給モデル等の

事業の推進を行っているところでございますけれ

ども、今後は、継続的に多様な形でかかわる関係

人口の創出・拡大を図ることが必要であるという

ふうに考えておりまして、11月に成立をいたしま

した、過疎地への若者定住を後押しする「特定地

域づくり事業推進法」に基づきまして、地域の就

労等を通じまして、地域社会の維持、地域経済の

活性化に寄与する人材の確保及び関係人口の拡大

に向け、国・県と協議の上、事業の推進に向けた

検討を進めてまいりたいと考えております。 

また引き続き、国・県の関係機関と連携をいた

しまして、市といたしまして必要な事業の取捨選

択を行いまして、人口減少社会に立ち向かうこと

ができる施策を推進してまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

総務省がいろいろ考えたメニューを、県を通じ

て市がいろんなことを、自分とこに合う事業を、

取捨選択をされてるんだと思うんですけども、今

の時代、やっぱり地方から、現場の地方の行政の

方がどういうふうに感じておるかっていうこと

を、やっぱり国にどれだけ上げれるのかという、

そこが今は大事じゃないかなというか、そのほう

が前に進むんじゃないかなというふうに思うんで

すよね。 

僕は官僚の皆さんにいろいろ勉強させていただ

いて話すときに、物すごいやっぱり賢いんです

よ、皆さんね、当然ですけども。なので、その地

方の行政マンの声がやっぱりそこに届くことが、

よりよい施策をスピード感を持って行うことじゃ

ないかなと思いますんで、国や県との協議という

話もありましたけれども、ぜひそういうところ、

今ＳＮＳがあるわけですから、そういうものを使

って、西予市はこういうもの欲しいんだというも

のをぜひ発信していただいて、いい施策をいろい

ろやっていただきたいなと思います。 

今、現実にある総務省のメニューの中で、もう

これ10年ぐらい前になりますかね、定住自立圏と

いうのが、そういう話が出てきまして、やっぱ地

方で、近隣いろいろ協力して、財政負担を減らし

たりとか、そういうことをしたらいいんじゃない

かということで総務省が進めておりました。この

近辺では宇和島市が中心市となって、愛南町ぐら

いまで、いろいろしておるんですけれども。ここ

に何を目的にするかっていうのがちょっとあるん

ですが、そういう中に、地域公共交通とか、ＩＣ

Ｔのインフラとか、道路交通網の整備、また、医

療で地域医療のネットワークの充実とか、福祉と

か、もろもろ書いてあるんですけども、これは全

く我々の地域も当てはまることで、特に消防救急
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等の連携についてもずっと問題のまま進んでおり

ますけれども、西予市はこれできんのかなと思っ

て確認したら、西予市が定住自立圏を形成する場

合は、大洲市が中心じゃないとできないというふ

うに総務省で勉強させていただきました。この時

代ですから、大洲市とそういう連携をとったり、

大洲・八幡浜・伊方・内子ですか、その近辺とそ

ういう協議をしたことがあるのかどうか、まずお

伺いをさせていただきたいなと思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

定住自立圏構想への取り組みについてのご質問

でございますけれども、人口減少社会が訪れる

中、地方圏では、少子高齢化と大都市圏への人口

の流出によります過疎化と生産年齢人口の減少が

進み、その活力を失いつつあります。 

先ほど議員からも申されましたけれども、中心

市の要件としては、人口が4万人以上で昼夜間人

口比率が１以上等の市と定められておりまして、

令和元年10月１日現在、全国に138圏域の定住自

立圏が形成をされ、南予地域におきましては、宇

和島市、大洲市が要件を満たしているというとこ

ろでございます。平成30年度には、宇和島市、松

野町、鬼北町、愛南町によります宇和島圏域定住

自立圏が形成をされまして、医療、地域交通、産

業振興等で連携をし、日常生活に必要な機能を確

保して、人口の定住を促進することを目指してい

るところでございます。 

当市が定住自立圏の枠組みで連携を行う場合に

は、中心市としての要件を満たしていないため、

中心市とはなれず、近隣市としての役割を担うと

いうことになろうかと思います。現時点で想定を

されております事業や取り組みにつきましては、

医療連携、地域公共交通ネットワークの構築、産

業の振興、観光などが検討ができまして、定住自

立圏構想の今後のあり方に関する研究会の調査に

よりますと、定住自立圏の形成により、医療、公

共交通、産業振興の施策に特に効果があったとい

う結果も出ていることから、本市の課題解決の糸

口となる可能性もございます。 

しかしながら、先ほどもありましたように、こ

の定住自立圏構想は、西予市だけの思いでは成立

しないということから、先般当市に開設をされま

した愛媛大学地域協働センター南予を活用しまし

て、各市町の課題の整理及び近隣市町の定住自立

圏に対する意思の確認を行う必要があると考えて

おります。 

当市といたしましては、定住自立圏構想の研究

はもとより、医療、公共交通、産業振興、教育な

どの強化によりまして、魅力的なまちづくりの構

想を図るため、今後も近隣の市町と連携を図って

まいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

その国交省のホームページを見さしてもらった

ら、定住自立圏がグラフでずっと出とるんですけ

ども、今138って部長が答弁されましたけども、

これ近年になって物すごく増えよるんですよね。

ここ数年間、こういう定住自立圏形成協定といい

ますかね、そういう枠組みをつくって進めている

地域が増えているというふうなことで、ぜひ、愛

媛大学云々という話もありましたけども、市長会

もあるわけですよね、南予の市長会とか。議会に

おいても、議長が南予市議会議長会とか、そうい

うふうなのもあるわけで、そういうところに投げ

かけられれば、もう少し早く進むかもしれない

し、相手が嫌と言えばしょうがないんですけれど

も、とにかくアクションを起こすということが、

私は大事じゃないかなと思うんで、ぜひそういう

ふうな取り組みも一つ視野に入れて進めていただ

きたいなと思っております。 

最後の質問になりますけども、今、市が市政懇

談会で説明をされている中の小規模多機能自治活

動拠点事業について、最後の質問をさせていただ

きます。 

この件の細かいところは、この後といいます

か、最終日に、同僚の小野議員が質問されるよう

なんで、細かいところは私は余り聞かないんです

けれども。小規模多機能自治活動拠点事業として

の進め方について、ちょっとお伺いをさせていた

だきたいなと思います。 

今、20数カ所、市が懇談会をもって説明をされ

た中で、市民の皆さんの反応はどのように感じて

いるのか、まずお伺いをさせていただきたいと思

います。 
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○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま二宮議員から、小規模多機能自治活動

拠点事業の市政懇談会での説明での反応はどうで

あったかというご質問に対しましてお答えをさせ

ていただきたいと思いますが、今年度市政懇談会

は、７月４日に高山・宮之浦地区を封切りに、

10月24日の周木地区まで、市内全域24カ所で実施

をしてまいりました。大野ヶ原地区を除きまし

て、夜間の開催でございましたけれども、約

900名の市民の皆様にご参加をいただき、活発な

議論がなされました。参加していただいた市民の

皆様に、改めまして御礼を申し上げたいと思いま

す。 

小規模多機能自治拠点整備事業は、市内の公民

館を地域活動センターとして、地域の皆さんが地

域活動の拠点として使用できる施設への転換とＩ

ＣＴ技術を活用した利便性のよい行政窓口をつく

りたいという提案等を、今現在の市の考えとし

て、たたき台として説明をさせていただきまし

た。 

今後、先ほども言われましたけれども、人口の

減少、そしてそれに伴います財源の減少を踏ま

え、行政も市民もまだまだ体力のあるうちに、行

政の業務の効率化と組織のスリム化を図るという

観点と、自分たちのことは自分たちの手でという

ことを基本とした公助から自助への転換を図ると

いうことが大きな目的であります。 

その結果としまして、皆さんからは予想を上回

る多くのご意見をちょうだいいたしました。市内

全域の課題を総合的に考えますと、地域課題を市

民と行政が互いに認識しながら、互いに取り組む

体制の必要性というものは、皆さんのご理解を得

つつあるのではなかろうかなと思います。例え

ば、地域の声として、すぐ取り組みたいと言われ

る地域もありましたし、こういうものに関心がな

いという地域などもあります。そして、分館問題

等も含め、旧町ごとに受けとめ方の違いが、私は

あったように考えております。 

今後は、皆様からいただいたご意見をもとに、

来年１月に市民検討委員会を立ち上げる計画でご

ざいますので、そこへつないでまいりたいと思っ

ております。引き続き、建設的なご意見を賜りま

すようよろしくお願いをしたいと考えているとこ

ろでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございました。 

いろんな反応、地域によって差があるというふ

うに受けとめておられるということなんですけれ

ども、いろんな市民の方からの声を聞いてみる

と、市長がおっしゃったこととちょっとこう意味

合いが変わってるなというふうなことがやっぱり

何件もあるわけですよね。受けとめ方の違いとい

うのは、言ったほうからしたら、仕方がないでは

済まないんですよね。やっぱりこの受けとめ方を

わかってもらうような説明の仕方というのが大事

じゃないかなというふうに思うわけですよ。一番

残念なのは、ボタンのかけ違いを最初にしてしま

うと、せっかくいい事業でもですよ、やっぱりそ

うならないということがあるわけですよね。最近

のこの西予市の問題の中では、産廃の話がいろい

ろありましたけれども、ああいうのもスタートの

ボタンのかけ違いから、もうこじれこじれこじれ

というか、人間の感情が出てきて、素直に話が聞

けない。これは誰でも、私でもそうです。そこは

やっぱり一番大事な市長がやろうと思っている事

業であれば、より慎重に市民の皆様に考えた言葉

使いというか、説明の仕方をもう少ししていただ

きたいなというのが１点と。 

もう一つは、モデルにされておるのが雲南市で

すよね。雲南市は、事業を進めてきた中で、今や

ってる中で、あれ合併のときに合併協議会の中

で、数ある小さい行政区を考えながらある程度絞

って、合併協議会の中でこの小規模多機能拠点事

業というのが、こういうのが、自治センター化が

必要だなという意見が出てきて進んできたという

ふうに私はちょっと資料見て勉強したんですけど

も。それと西予市とはちょっと違うと思うんです

けども。説明の中で27地区があって、それを自治

センター化しますよ。令和４年からスタートしま

すよ。そこだけが今度ポンと入ってしまったみた

いなそういうふうに受けとめられておるなという

ご意見も何人か聞いておりますんで、そこはやっ

ぱ丁寧に進めていただきたいなというふうに思っ
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ております。 

それと、そういう点で、今後、今市長が言われ

ましたけども、今の説明会と検討会以外に何かこ

う、そういうわかってもらうための手段という

か、方法は何か考えておられとったらおっしゃっ

ていただいたらと思うんですけど。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいま貴重なご意見をいただきました。いろ

んなご意見を参考にしながら、今後進めてまいり

たいと思います。 

今の議員のご質問は、いろんな意見を拝聴し

て、今後の進め方について変更すべき点はないの

かというようなことだろうとは思いますけれど

も、現在の同計画のたたき台につきましては27カ

所の旧小学校区単位におきまして、地域づくり活

動センターを配置することとしておりますけれど

も、今後皆様方の意見を参考に、設置箇所につき

ましても再検討を行う必要があると考えておりま

す。 

また、地域づくり活動センターの建物につきま

しても、現在の施設を長寿命化するとか、なるべ

く既存の建物を活用いたしまして、新しく建物を

建設しないなど、市の財政状況を考えながら全体

の最適化を図ってまいりたいと考えております。 

このように、財源や人員の問題を総合的に判断

した上で、先ほど市長の答弁の中にもございまし

たように、旧町地区におきまして受けとめ方、ま

た取り組み方にも違いが見受けられますので、最

終的に令和４年度におきまして一斉に当事業をス

タートできるかにつきましてもさらに検討を重ね

てまいりたいと考えております。例えばですけれ

ども、先やりたいというような地域もございます

ので、先行してモデル地区をつくりまして、活動

状況を見ていただきながら皆様の地区での導入の

可能性について、検討をいただくような時間を設

けてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

広い西予市ですので、本当に海から山まで、ま

た、この５町のそれぞれの特性というのがあっ

て、それぞれの文化の違いというのもあるわけで

すから、ぜひ今部長の答弁があったような進め方

をお願いしたいなと思っております。 

それともう一つは、今、少子高齢化、人口減少

になってきた中で、自治センターはそれで大体形

として見えてくるんですけども、300を超える小

さい行政区がありますよね。もうそこ自体の今運

営の危機というか、危機感があるところがたくさ

んあるわけですよ。あんまりこう言いたくない言

葉ですけど、昔限界集落とか、消滅集落とかいう

話が数年前いろいろ飛び交ってましたけども。本

当に５年先、人口ビジョンがありましたけども、

2万人になったときにはこの行政区は何ぼになっ

とるんかなというふうに身近に考えざるを得んよ

うな今状況になってるわけですよね。だから自治

センター化を進める中で、そういう行政区も今後

どうしていくべきかと。今まで私も何回か質問さ

せてもらっても、そういう地域の運営のことに

は、市はあんまり関与しませんよみたいなスタン

スというのはよくわかっとんですけども。そこの

ところもしお考えがあれば、その行政区に対し

て、自治センター化との関連はどのようなものな

のかちょっとお伺いをしたいなと思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

この小規模多機能自治が本格的にスタートする

ことによりまして、地域の皆様への行政サービス

の提供の方法であるとか、財政的な負担について

も変化があろうかと思っているところでございま

す。 

現在、市内には先ほど議員言われましたとお

り、小学校区内に300以上の集落がございます

が、地域においては集会所を所有し、集落におい

て維持管理をされているところもございます。先

ほど来申し上げておりますけれども、今後、市民

検討委員会などで、いろんな課題を抽出いたしま

して、市民の皆様方がお互い納得できるような話

し合いを経て、行政として必要な対策を講じてま

いりたいと、考えてまいりたいと考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 
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二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

よろしくお願いいたします。 

今回、私が国土強靱化から入札の話、そして今

の西予市の事業方針について質問させていただい

たのは、毎年決算審査特別委員会をさしてもらう

んですけども、そこで、西予市は行政を進めるに

当たって、毎年やってきた施策を行政評価して、

それをまた我々議会で決算審査をさせてもらいま

す。もちろん事業のスタートのときには、これが

必要だとか、これをせないかんという意思が明確

にあって進んどると思うんですけれども。その事

業が、やっぱ何年も同じように繰り返してくる

と、担当者が変わってきますよね。その意思がど

こ行ったのっていうふうな事業が私は見受けられ

ました。今回の決算審査でいろいろ説明をいただ

いて。ですから、事業のための事業、消化するた

めの事業になってる事業もかなりあるんじゃない

かなというふうな気がしております。ですからや

っぱり事業を、市が大事な税金を使って、貴重な

財源を使ってする事業の効果というものを考えな

がら事業していただきたいし、意思を明確に市民

の方にわかっていただけるような事業にしていた

だきたいと。ちょっとまだ２分ありますんで、ち

ょっと２つだけお話ししたいなと思うんですけ

ど。 

今回、総務省行ったときに、同じように行かし

ていただいた千葉県の野田市というところがある

んですけども。そこに、本来の勉強は公契約条例

というのを勉強しに行ったんですが、そこのホー

ムページ見よったら、コウノトリというのがあっ

たんで、ちょっといろいろ調べてみたら、野田市

に野田自然共生ファームという会社があって、そ

れ何かというと、市が99％出資した会社で、それ

は、自然、野田市もうちらみたいな田舎なんです

けど、自然を守るということと農業を守るという

スタンスで始められた当時の市長さんが、荒れ地

を、やっぱり市は買えれないんで、法人を起こし

て、そこで土地を買って自然農業をしていった

ら、昔でいういろんな生態系が自然に返ってきた

というふうなことで、それを今、都会のほうか

ら、田植えとか稲刈り、また草取りにお金を払っ

て来てくれる。ことしもなんか400人ぐらい田植

えに来てくれたとかいうなってましたけど、ぜひ

ホームページのね、フェイスブック見てくださ

い。すごい感動しますから。その自然が戻ってき

たので、その象徴が何かないかなということで、

コウノトリを発想されて、多摩動物園に卵を２個

もらってふ化をさせて、今も実際に放鳥をされて

ます。私が行ったときもちょうど目の前に、その

市民農園にコウノトリがおりまして、放鳥されて

いるのを見ましたし、飼育されてるのも４羽ほど

見さしていただきました。これが事業なんやなっ

ていうふうに僕は感じました。市がやる事業。明

確な意図を持ってというのが１点です。 

もう１点は、この間、西予市も図書館が新しく

なって。 

〇議長 

二宮一朗君。 

60分になりましたので、発言を打ち切ります。 

○15番二宮一朗君 

きましたか。すいません、ちょっと時間忘れて

おりました。 

ということで、しっかりした事業をお願いして

一般質問を終わらせていただきます。よろしくお

願いします。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時02分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時15分） 

次に、５番中村一雅君。 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

おはようございます。議席番号５番中村一雅で

す。 

議長より発言の許可を得ましたので、会議規則

及び申し合わせ事項に従いまして、一般質問をさ

せていただきます。 

本日は、管家市政１期目を振り返ってというこ

の１点のみで質問をいたしますので、市長どうぞ

よろしくお願いいたします。 

管家市長は３年前の平成28年４月に行われた市

長選に初当選され、その後の５月の臨時議会の所

信表明におきまして、以下、３つの政策公約を掲

げられました。 

１つ目は、地域創生に挑戦する行政を進めるこ

と。旧小学校区を核としたふるさとづくり、地域

内分権の推進、女性の生活観と感性を生かしたま
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ちづくり、次世代への社会資本整備の推進など、

人口減少に屈しない、そのスピードを少しでも緩

めることのできる施策を図ること。 

２つ目は、体感四国一を目指すこと。安心、快

適に暮らせる住んでみたい、住んでよかったが体

感できるまちづくりとして、子育て支援体制の確

立による福祉施策の充実並びに防災・減災対策を

積極的に進めること。 

３つ目は、稼ぐ力アップに取り組むこと。海、

山、里の自然と田舎の特徴を生かしたたくましい

産業の創出を進める。また、まちづくりにおいて

は、５つの町の歴史や文化を認め合いながら、四

国西予ジオパークを中心に進めること。 

この３つの政策公約について、３年６カ月を経

た現在、達成状況はどのように思われているか、

市長の所感をまずお伺いいたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま中村一雅議員からご質問のありまし

た、当初掲げた施政方針について、それは達成で

きているのかというご質問でございますけれど

も、完全に100点満点で100点とは言えない状況で

あると思います。 

今、目標に向かって進んでいるわけですが、私

が平成28年５月に市長に就任いたしました。その

中で、人口減少の中にあっても、西予市という特

性を生かしながら、独創的な質の高い政策を実行

し、市民の皆様が未来に夢と希望を持てる。そし

て、安心して暮らせるまちづくりというものを目

指して、この就任以来、行政を行っているところ

でございます。 

主な政策では、自分たちの地域を自分たちの手

でを合い言葉に手上げ型交付金を新たに取り入れ

まして、金額も増額して、総額で基礎型と入れて

1億円という金額にいたしました。そして、西予

地域づくり交付金事業の継続的な推進や先ほど二

宮議員の質問にもありましたけれども、西予市版

の小規模多機能自治の推進による地域創生への挑

戦、また企業版ふるさと納税等を活用した木育の

推進、そして子育て応援券の交付、中学校卒業ま

での医療費の助成制度などによる子育ての支援と

いうこと、防災・減災につきましては、市民の皆

様の大変深いご理解のもと行政と地域が一体とな

りました自主防災組織の設置による防災・減災の

取り組みによりまして、安心、快適が体感できる

まちづくりを進めているところでございます。産

業の創出では、本年３月に完成し、７月から操業

いただいております株式会社ちぬやの誘致、そし

て操業というものがございます。また、地方創生

交付金事業を活用した宇和町のジオキッチン、そ

して、明浜町のジオリゾート、三瓶町のチャレン

ジ・スペースの設置により、稼ぐ力のアップに取

り組んでまいっておりますし、ふるさと納税を活

用いたしまして、それぞれの地場産業の収入を上

げるという活動も行っております。これらのまち

づくりを進めるためには、平成29年に日本ジオパ

ークの再認定を受けた四国西予ジオパークが、５

つの町それぞれをつなぐシンボリックの役割を果

たしており、引き続き政策の中心といたしまして

事業の展開を進めていきたい。そのように今感じ

ているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

小規模多機能自治につきましては、これからと

いうことで、令和４年度を目途に、大枠が市民に

向けて知らされた段階というふうに承知しており

ます。市政懇談会を通じてさまざまな意見が各町

で出ていると思います。特に、三瓶町におきまし

ては、他の４町と異なる分館制度というものがあ

り、これがなかなかすんなりいかない、ハードル

のようなことになっているというふうに思ってお

ります。今後、２年、３年をかけて十分に検討さ

れまして、地元住民が納得する形で進めていって

いただきたいと考えております。 

愛媛ちぬやにつきましては、宇和工場誘致とい

うことで当初、三瓶工場が長年稼働されておりま

したので、三瓶から宇和へ移転して、三瓶工場を

閉じられるのではないかというふうに少し心配を

しておりましたけれども、結果的に２つの工場

で、ともに生産開始ということで、これは外国人

技能実習生を含めて、多数の雇用が確保されてお

り、大変ありがたいなというふうに感じていると

ころでございます。 

ジオリゾート、それからチャレンジ・スペース

につきましては、指定管理者の運営のもと、これ
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から新たに稼働するということで、これもまた、

インバウンド、あるいは、市内外の方との交流が

生まれるものというふうに期待しているところで

ございます。 

以上、感想だけ述べさせていただきました。 

さて、公約にもありましたけれども、人口減少

を緩やかにするということが、この西予市の大き

な課題となっております。これは財源となる税収

や交付税措置など、全てにおいて人口がまちづく

りの基礎数字となるからであります。この人口減

少というものを５町の旧町単位でとらえますと、

中心部の宇和町においては、大分下げ止っていま

して、周辺４町の減少傾向が非常に顕著でありま

す。宇和はあんまり減らないんだけど周りが減っ

ていると、西予市の人口はそのようなことになっ

ているというふうに理解しております。 

お手元に配信の過去５年間の旧町別の人口動態

というものをごらんください。平成26年から31年

までの人口動態で見ますと、宇和町におきまして

は1万7526人から1万6689人というふうに837人減

少しています。私の住む三瓶町では7,503人から

6,703人へ800人減少ということになってございま

す。数ではそう変わらない、似たようなものだと

いうふうに思われるかもしれませんけれども、も

ともと分母の数が違いますので、人口の減少率で

いうと、これはやはり大きな開きがあるというふ

うに捉えております。野村町におきましては

9,042人が7,887人へと1,155人減少しておりま

す。 

管家市長は、この人口動態の傾向について、ど

のようにとらえていらっしゃるか。また、対策は

とられておりますでしょうか。それをお伺いいた

します。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

西予市では、まち・ひと・しごと創生法に基づ

きまして西予市の人口ビジョン及び西予市版ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しておりま

して、人口減少が進む中、持続可能なまちづくり

を目指しているところでございます。 

今議員からもありましたように、中心部はある

程度人口が、そして周辺部は人口が大幅に減って

いるという現実を数字でお示しされたわけです

が、西予市の人口ですが、国勢調査の結果でちょ

っと比べてみたいと思いますが、合併前の地方が

一番元気であった昭和25年には8万8000人ぐらい

の人口でありました。その後、高度経済成長、オ

イルショックを起因といたまして、三大都市圏へ

人口が急激に移動が進んでおり、平成27年には

3万9000人となっております。住民基本台帳に基

づく平成22年から平成31年までの人口の推移とい

うものは、4万3498人から3万7688人と、10年で

5,810人の減少となっております。 

これらの過去のデータを用いまして、平成27年

に西予市人口ビジョンを策定いたしました。この

予測しております人口の実数の関係ですが、

2020年の高位、中位、低位と３段階あるんです

が、その中位推計での予測値は、2020年で3万

7391人となっております。これを2019年11月時点

の実数と比較をいたしますと、誤差では、大体マ

イナス0.02％、ほぼ同じという結果になってます

が、でも先ほど言われましたように、各旧町単位

での誤差は最大でプラス3.43％の数字になってお

ります。2020年までには約１カ月を残しておりま

すが、全体で言えば、大体中位の人口推移となっ

ておりますが、今後も人口減少は進展すると考え

ております。 

このような人口減少が進む中で、野村町におい

ては、さきの豪雨災害からの復興・復旧に向けま

して、まちづくりデザインワークショップを継続

し、生活の再建、定住、移住推進の政策の推進を

図りたいと思いますし、明浜町では、お試し移住

施設の設置による移住政策及びジオリゾートの設

置によります観光振興を図りたいと思っていると

ころでございます。宇和におきましては、ちぬや

の企業誘致による産業の創出、そして、ジオキッ

チンの整備による観光振興にも力を入れたいと思

いますし、城川町においては、保育所を整備いた

しました。これによります子育て環境の整備や明

浜と同じく救急出張所の整備を城川にいたしまし

たので、これによる安心・安全な暮らしの確保と

いうものを進めていきたいと思います。そして三

瓶町におきましては、誰もが障がい、健常者関係

なく活躍できる場所の提供として、チャレンジ・

スペースの設置、これは地域の長年の福祉に対す

る要望でもありまして、それが実現するというこ

とで、市内全域にわたりまして、地方創生交付金
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等を活用した移住、そして、定住、交流人口の推

進を図りたいと思っております。 

平成30年の転入超過は、八幡浜市から40人、そ

して、宇和島市から34人となっておりまして、近

隣の市から転出される方と転入であればプラスと

いう数字も出ているところでございます。特に中

心部を除く人口減少が著しい地域においては、地

域の特性に配慮した効果的な移住・定住、そし

て、交流人口を推進することと、やはり第一次産

業を中心に、農業等のそういう産業振興を図る、

そういうことに力を入れながら、持続可能なまち

づくりへつながるよう、本市ならではのまちづく

りを推進していきたい、そのように考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

各町別の施策について、お答えいただきありが

とうございました。 

移住・定住については、全国の田舎の市町村が

全部こぞって競っておりまして、なかなか大幅に

獲得することは難しいのかなというふうに思った

りいたします。宇和地区については交通アクセス

もいい、インターもある、ＪＲもある、国道も

56号線が通っているということで、結構有利な環

境にあるように思います。土地もまだあって企業

誘致もできる。住宅の建設もまだまだ余裕がある

のだなというふうに考えたりいたします。八幡浜

や宇和島のほうから転入が多いというのは、やは

り海岸線は土地が少なくて、かつ単価が高いとい

う歴史があったので、単価の安いところに家を建

てるのが有利なのかなというふうに考えたりいた

します。 

広報せいよを毎月発行されておりますけれど

も、その一番最後のページに、お誕生おめでとう

の欄とお悔やみの欄が１ページに記載されてござ

います。直近の12月号を見ますと、お悔やみにつ

きましては宇和が９人、三瓶が10人ということで

ほぼ同数でございます。お誕生おめでとうにつき

ましては、宇和が９人、三瓶はゼロ人で、記載そ

のものがないというような状況であります。城川

が小さい町の割に５人、お誕生５人で頑張ってる

なみたいなことで拝見させていただきました。こ

れは保育所整備されたから増えたというわけでは

ないと思うんですけれども、まぁ余談です。生ま

れないと子育てはもちろんできませんし、行政が

子育て支援しますといっても、子どもそのものが

いないのではどうしようもないなということでご

ざいますので、子育て世代の確保につきまして

は、なかなか行政からの支援は難しいと、これは

やっぱり民間の活力が一番重要なエネルギー源と

なるのかなと思うのですけれども、何かしらあっ

た場合にやっぱり行政としても追い風を吹かせる

ような支援策については、今後も引き続き、周辺

４町にも行っていただきたいなと、そのようなこ

とでございます。 

次に行きます。昨年７月の豪雨災害を受けまし

て、市政は大幅な方針転換を迫られたのではない

かと思っております。その影響と被災直後に先延

ばしにされた主な施策についてお伺いをいたしま

す。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

昨年の豪雨災害によりまして、先延ばしをした

施策等についてのご質問でございます。ご説明を

させていただきます。 

７月豪雨災害は、私どももこれまでに経験した

ことのない大規模な被害をもたらしたことから、

災害直後、理事者の協議によりまして、ジオパー

ク拠点施設整備事業や野村支所の庁舎建設事業、

そして、消防庁舎建設事業など、12の大型事業を

延期する方針を直後に出させていただいたところ

であります。 

それに伴いまして、組織機構の再編を行い、復

旧・復興にかかわる事業を最優先、迅速かつ確実

に実施する体制を構築いたしました。議員も復興

計画の策定委員の１人としてご協力いただきまし

たけれども、これからは、復興まちづくり計画に

基づきまして、スピード感を持ち、そして、復

旧・復興を推進していくことが、先んじての重要

な課題であると考えているところでございます。 

しかしながら、延期をしました各事業におきま

しても、西予市にとっては極めて大切な事業であ

ると認識しておりまして、直接的に予算に反映し

ないソフト面においては、徐々にではありますが

並行して準備を進めているところでございます。
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例えば、先ほども言いましたけれども、小規模多

機能自治拠点施設整備事業につきましては、市政

懇談会により、多くの市民の皆さんにその考え方

をお示しさせていただきたいという考えから、動

画による説明をさせていただき、貴重なご意見を

ちょうだいしたところでございます。 

いずれにしましても、延期しておりました大型

事業に関しては、財政的な措置も含め、事業再開

に向けまして、検討を進めていかなければならな

い、そのように思っております。なるべく早い段

階で事業着手できるよう詰めていく所存ではござ

いますけれども、再度のお話になりますけど、復

旧・復興というものを第一と考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

12の大型事業のうち３つについて具体的にお伺

いしました。ジオパーク拠点整備事業、野村支所

建設事業、それから消防庁舎の新築移転事業、そ

のうちの西予市消防署の新築移転につきまして、

現状どのようになっているのか。あるいは今後の

計画について再度お伺いをいたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

消防署の野村支署につきましては、現野村支署

の裏側に新しい建物を建てるということで準備を

しているところでございます。本庁につきまして

は、その場所について、委員会で今検討をしてい

ただいておりまして、まだこの場所にということ

は決まっておりませんが、数カ所の候補地の中で

検討を重ねている現状であります。 

それとあわせて、広域での救急指令所につい

て、南予全体で今協議を重ねられておりますの

で、そういうことも含めて場所の選定をしていき

たい、そのように考えているところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

実は消防庁舎の移転について私も実行委員の１

人ですので、場所の選定とか消防署の２階で委員

会に参加させていただいたということで、この場

でお聞きするのはどうかなと思いましたけれど

も。 

広域化ということも９月の一般質問で言わせて

いただきましたように、南予４市で広域化するこ

とが、私ども防災委員会としては望ましいみたい

なこともちょっと申し上げたように思います。通

信指令台の共同運用につきましては、本年度中に

結論が出るのではないかという消防長の見込みも

お聞きしましたので、本年度について大きく一歩

前進すると、広域化についても弾みがつくのでは

ないかなあと思ったりいたします。 

先延ばしということは、いつ想定外の災害が来

るかもわからないという今現状がございますし、

南海トラフ巨大地震がいつ来るかもこれもまたわ

からないと。先延ばししてくれる保証はどこにも

ないということで、最優先で、庁舎移転について

は取り組んでいただきたいという希望がございま

す。大規模災害に対応するように、今の消防庁舎

よりも大分広いスペースに、もうヘリポートなん

かも構えて、十分な物資が救援物資とか救援部隊

が届くような、あるいは常駐できるようなスペー

スが構えれると理想的だなあというふうに、勝手

に青写真を描いたりしておるのですけれども、合

併特例債を使うにしろ、緊急防災減災事業債を使

うにしろ、これは期限が延長されていますので、

先送りしてもまだ間に合うということはございま

すけれども、それもリミットがありますから、見

込みだけを先に計画として立てておいたほうがい

いなというふうな感じを私個人としては持ってお

ります。多額の予算措置が必要となる大型事業に

なると思われますので、慎重かつ大胆に市長には

ご決断をいただきたいと、このように希望を申し

上げます。 

続けます。先ほどの答弁にもございましたけれ

ども、昨年11月に西予市復興まちづくり計画策定

委員会が招集されまして、私もその一員として３

回の委員会に出席し、本年３月に、東京大学教授

の羽藤英二委員長のもと、西予市復興まちづくり

計画が策定をされました。計画策定の趣旨とし

て、これから目指すべきまちの姿を明らかにする

ことで、市民と行政が共通認識を持ってまちづく

りに取り組むための指針となるものとうたわれて

います。本年を復興元年として、旧町ごとの詳細
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な計画が立てられており、ハード整備に３カ年、

ソフト事業に３カ年の計６カ年計画ということに

なってございますけれども、市長はこの６カ年計

画を達成した後の６年後の西予市の姿について、

どのようにイメージされていますでしょうかお伺

いをいたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

復興まちづくり計画を推進した上で西予市の６

年後の姿をどう描いているかというご質問でござ

いますけれども、ご承知のように復興まちづくり

計画の基本施策は、５つの柱で構成をされており

ます。安心・安全なまちの再編、日常の暮らしの

再編、産業経済における生業の再編、インフラ、

環境、町並みの整備、子育てや教育環境の再建、

この５つの基本施策について、ハード及びソフト

の両面において推進するということを計画してい

るところでございます。 

これらの事業の中には、愛媛県が実施主体であ

る肱川水系河川整備や治山事業がございますし、

野村町の復興まちづくりなど、大規模事業に関し

ましては、国によります予算措置が必要でありま

すので、そういう関係機関への働きかけはしてい

かなければいけない、そのように思っておりま

す。 

またソフト対策につきましては、被災者だけに

とどまらず、子どもから高齢者まで、自分のこと

として取り組む避難訓練など、計画実現のために

オール西予の精神で推進していくことが不可欠で

あります。その先に計画のキャッチフレーズであ

ります「復興のパズル、みんなでつくる未来の

形」にある未来が実現できるのではなかろうかな

と思っております。 

復興まちづくり計画を策定する中で、我々が大

切な視点として考えたことは、復興とは元通りに

戻すものではない、これまでにもあった地域課題

も一緒に解決するという考え方でありました。６

年後の西予市のイメージを端的に言葉であらわす

ことはなかなか難しいことではありますが、６年

という歳月を費やしながら、先ほど言いましたよ

うに地域課題も一緒に解決するという視点の中で

進んでいくと、すばらしい未来が開ける。それこ

そ西予市に住みたいという人が増えるような、そ

ういうまちに私はなるんではなかろうかなという

ふうに考えております。行政も市民も一緒になっ

て取り組めば、未来は絶対よくなると確信をして

おります。これまでにもあったいろんな課題が、

復興とともに解決しつつある中で、市民の皆さん

が生き生きと安心して暮らせる、そういう姿を目

指して、復旧・復興に取り組んでまいりたい、そ

のように私は考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

日常の暮らしを取り戻すと、穏やかな暮らしに

戻るということが、復興計画においてはまず基本

となるのかなというふうに私も市長と同感でござ

います。 

先日、宇和島で県知事のお話を聞く機会がござ

いました。愛媛県においては、復興を３段階に分

けていきまして、第１段階は現状復旧、第２段階

は改良復旧、そして第３段階が再建復旧というふ

うに言われたように記憶しております。 

西予市も国や県と一体になって、改良復旧、再

建復旧に向けて、よりよいまちづくりを目指して

いきたいというふうに、私としても考えてござい

ます。なかなか肱川水系は、西予市単独ではなか

なか難しい。これは、やはり国や県の助成をいた

だかないと難しいのかなと思いますけれども、１

日も早く元どおりの暮らしがかえってきて、そし

て、さらによくなったねというふうに言われるよ

うに切望してございます。 

重ねての質問になるかもしれませんけれども、

総括として再度お尋ねいたします。西予市が今直

面していて、速やかに解決すべき課題は何でしょ

うか。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

速やかに解決すべき課題というご質問でござい

ましたけれども、先ほどから答弁しておりますよ

うに、西予市復興まちづくり計画を推進しなが

ら、人口減少、そして少子高齢化、財源の減少に

対応するため、市民と行政が協働によります小規

模多機能自治の推進について、ご理解をいただ

き、地域コミュニティの維持、活性化を図ってい
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くことが大きな課題であると考えております。 

以上でございます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

やはり復興にかかわること、それから人口減少

に対する対策を立てることが大きな２本の柱のよ

うに、大きなテーマなんだなというふうに感じま

した。直近でもそうかもしれないし、長期的な展

望に立っての課題ということももしございました

らお伺いしたいと思います。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

長期的展望に立った課題でございますけれど

も、やはり平成30年７月豪雨災害による甚大な被

害がありました。被害にあわれた方々の生活、暮

らし等の復興に向け、令和元年から令和６年を期

間とする復興まちづくり計画を着実に推進すると

いうことが大事であると思います。 

また人口減少と超高齢化社会という大きな課題

を私たち受けとめなければなりませんし、改革、

チャレンジ精神をもって、平成28年度から令和６

年度を期間とする西予市第２次総合計画を推進し

たいと思っております。その中で、2025年の目標

である人口3万5000人弱、そして市内総生産量

800億円の維持ということを目標とさせていただ

きたいと思っております。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

数度繰り返しになりました。人口減少対策とい

うことが大きな柱だということでございます。 

３年前の管家市長の所信表明、公約含めて、お

考え、思いをお伺いしますと、非常に堅実で、そ

してかつ現実的な施策を立てられているなという

ふうに感じました。だけれども一方で、西予市の

トップとして、政治家として、市民が夢や希望を

持てるような。バラ色とは言いませんけど、明る

いテーマを掲げて、頑張れるなというような力強

いお言葉もいただきたいなというふうに感じたり

いたします。さすがにおれが人口を増やしてやる

というところまではまずいかなと、思いがあって

もまずいのだろうと考えておりますけれども、あ

る程度は市民の目線として、こらえてやろうかと

いうこともあろうかと思いますので、これから西

予市は冬の時代を迎えるのかなと、人口も減る、

財源も減るというと、ついそのような感情に陥り

がちです。なのでまずそこから入って小規模多機

能っていうと、暗い冬の時代を何か我慢して下向

いて過ごさんといかんようなイメージがあるので

す。そうではないと。明るいいい材料もあると。

みんなで市民も協働して頑張ってやったら行政も

頑張るので、これはうまいことやっていけるのよ

というような、市民に説得力のある形で展開して

いっていただきたいと考えるのであります。 

最後になりました。来年４月に市長選が行われ

ますけれども、管家市長の今お考えの思いがあれ

ばお伺いいたしたいと思います。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいまご質問のありました、来年の次期市長

選挙に向けての考えについて、私の考えを述べさ

せていただきたいと思います。 

平成28年５月16日に、前三好幹二市長の後任と

して市長に就任し、はや３年７カ月が過ぎようと

しております。この間、野村町横林地区の大規模

火災、大寒波の影響による宇和町を中心とした広

域断水、そして記録的な豪雨による甚大な被害を

もたらしました平成30年７月豪雨災害と、多くの

災難に見舞われましたが、平成30年７月豪雨災害

の際には、被災地お見舞いとして、上皇上皇后両

陛下が本市へご訪問をいただき、被災した市民に

御心を御寄せいただいている御姿に大きな希望と

勇気を与えていただきました。 

また、64年ぶりに開催となりますえひめ国体で

は、民泊を初め、心と心が通じ合う西予市ならで

はのおもてなしの心で選手団や大会関係者の皆さ

んをお迎えすることができ、市民の皆さんが一体

となった記憶になるすばらしい大会を開催するこ

とができました。 

就任以来、さまざまな出来事がございました

が、市民の皆様や議員各位、そして、職員を初め

とする関係機関の皆様の御力添えを賜り、今日ま

で市政運営を行うことができました。今後の西予

市政を考えると、先ほどご質問にお答えしたこと

と重複することがたくさんありますけれども、野
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村地区における肱川水系河川整備計画の実現を初

め、豪雨災害に伴う復旧・復興事業の一刻も早い

完了を目指す必要があります。 

また、今後発生する確率が高いと言われており

ます南海トラフ大地震に対する備え、そして、近

年多発しております自然災害に対しましても、市

民の生命財産を守るため、ハード・ソフト面、両

面から、防災・減災対応に取り組む必要があると

考えております。 

先般開催いたしました市政懇談会では、市が取

り組もうとしております小規模多機能自治活動に

つきまして、市民の皆様にご説明をさせていただ

きましたが、西予市発足以来、人口が約1万人減

少し、このまま減少が続ければ、地域コミュニテ

ィーの崩壊につながりかねません。そのような状

況を踏まえて、地域課題を市民と行政が共同で解

決するため、地域が主体的に取り組み、持続可能

な地域づくりの核となるものが、私は、小規模多

機能自治活動だと考えております。そこには光が

あると思います。やっぱり地域が元気になれば、

西予市全体が元気になります。そして、そこの中

で生産活動も行いながら、そして、先ほどから言

ってます防災の関係、福祉の関係など、大きなこ

とを一生懸命やっていただくことによって、西予

市の未来は開ける、こういう取り組みは全国で始

まっておりますけれども、今回の西予市の小規模

多機能については、行政も一緒になって取り組も

うという体制であり、そこには、今までの各長い

歴史の中で、地域の公民館活動として地域づくり

をしてきた、そういう財産が受け継がれる、そう

いうものであると思います。この施策につきまし

ては、市民の皆さんにそういう説明をしながら理

解をいただき、推進していきたいと私は考えてお

ります。 

本市におきましては、人口減少に伴う財政規模

の縮小化は避けて通れない道でありますが、西予

市の未来を託す子どもたちへの投資は、やはり続

けなければいけませんし、市政の発展に寄与され

ました高齢者の皆様が、元気で生きがいを感じら

れる取り組みも必要だと思っております。そのた

めには、時代の変化に伴う公共施設の統廃合や管

理運営方法、特に第三セクター、指定管理を見直

すほか、各種施策を精査して、スクラップアンド

ビルドを行うとともに、職員の減少に伴う簡素で

効率的な組織づくりが必要であると考えておりま

すし、職員の仕事、そしてまちづくりに対する意

欲を高めるということも必要であると思っており

ます。 

また、ふるさと納税の取り組みを強化すること

によりまして、返礼品として地元産品の需要増加

を促すとともに、農林水産業や地場産業の育成、

支援により、地域で稼ぐ新たな産業を創出すると

ともに、市内への企業誘致によりまして、地域雇

用の創出を図っていきたいとも考えております。 

就任してからの総括と今後の課題についてご説

明をさせていただきましたが、私の考えや姿勢を

支持していただいております後援会の皆様を初

め、多くの方から出馬要請を受けております。私

自身、１期目でやり残したことが多くあると感じ

ておりますので、多くの市民の皆様の声を拝聴し

ながら、国籍や老若男女問わず、西予市に居住す

る方々が暮らして安心が体験できる西予市づくり

に向けて、引き続き挑戦をしていきたいと考えて

いる次第でございます。 

以上、私の答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

来期へ向けての意思表明、重く受けとめさせて

いただきました。 

お話の中にありましたふるさと納税、私は、昨

年でしたかね、管家市長と関西三瓶ふるさと会で

ご一緒させていただきまして、企業版ふるさと納

税の推進について少しお話をさせていただいたそ

んなことがございます。この３年７カ月、管家市

長と時々行動をともにし、時々意見交換会もしと

いうことがございました。非常につき合いのいい

方で、お酒も深く飲まれる、これが大丈夫かなと

心配になったりします。残る任期につきまして

も、お体に十分気をつけられて、重い職責ですけ

れども全うしていっていただきたいなというふう

に考えます。 

今年の新語・流行語大賞に、日本列島が沸いた

ラグビーワールドカップ日本代表チームのスロー

ガンであります「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」が先日選出

されました。チームを率いたジェイミー・ジョセ

フヘッドコーチが掲げたテーマであります。リー

チマイケル主将を中心に、７カ国15人の海外出身
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選手を含めて、31名の桜の選手たちがチーム一丸

となって熱戦を展開し、４連勝で史上初のベスト

８進出という快挙を成し遂げられました。10月は

私もラグビー釘付けでテレビ観戦しておりまし

て、これは私のみならずラグビーファンのみなら

ず、日本中が熱狂した大きなイベントであったよ

うに記憶しております。 

我が西予市も、旧東宇和郡４町と私が住んでお

ります西宇和郡１町が、５町で対等合併して、も

う15年余りが経過をいたしました。市長にも、５

町全てに公平に目配りをしていただきまして、市

民が西予市はＯＮＥ ＴＥＡＭですと、誇りを持

って言えるようなそういう一体感を持ったまちづ

くりを推進されるよう期待しております。 

以上、私の一般質問を終わります。傍聴席の皆

様、ご清聴まことにありがとうございました。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時42分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時25分） 

次に、８番山本英明君。 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

議席番号８番山本英明です。 

議長より発言の許可をいただきましたので、通

告書、会議規則、申し合わせ事項に従いまして、

一般質問をさせていただきます。傍聴席は若干少

なくなられたようですけども、気合を入れ直して

頑張りたいと思います。 

質問は一問一答で、以下の２点について行いま

す。１点目、西予市の消防力の確保について。２

点目、西予市の要介護の実態についてでありま

す。 

初めに消防力の確保についてですけども、西予

市では、平成29年度に行われました消防団条例改

正の効果についてお尋ねをいたします。 

平成29年度に西予市の消防団条例を改正された

と思います。この改正時の目的は、１つ、昼間の

消防力の確保。２つ目、魅力ある消防団づくり、

いわゆる消防団に入りやすい体制づくり。３つ、

適正な消防団員数の再設定。言い換えましたら消

防団の定数と実際の消防団員数との乖離の解消だ

ったように理解をしていますが、条例改正後の実

際の動きはどのようになっておりますでしょう

か。消防署が当時出されました３つの目的は現時

点で達成されていると手応えを感じておられます

でしょうかお尋ねをいたします。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

それでは山本議員のご質問にお答えをさせてい

ただきます。 

消防本部では、平成29年の野村町予子林火災を

契機にしまして、議員のご指摘のとおり、３つの

方針に基づいて、消防団条例の改正を行いまし

た。 

それぞれに具体的にご説明をさせていただきた

いと思います。１つ目は、昼間の消防力向上のた

めに、機能別消防団の強化に取り組みました。基

本団員の多くがサラリーマンでございまして、勤

務時間中は地元を離れる団員が多いことから、平

日昼間に地元に残っておられる方々を地域型機能

別消防団員として任用できるようにしたところで

ございます。また、特化型機能別消防団制度を設

けまして、市役所の城川支所、それから明浜支所

の職員で構成する消防隊を編成いたしました。こ

れらにより、平成30年度に新たに47人の機能別消

防団員が誕生し、昼間の消防力向上につながって

いるものと判断をしております。 

２つ目に、魅力ある消防団づくりといたしまし

て、報酬や手当の見直しを図るとともに、団員の

福利厚生にも力を入れてまいりました。特に、長

年勤められた団員の皆様に特別に支給できる報奨

金制度というのは県内唯一でございまして、長く

消防団員として勤めていただく方の励みになって

いるものと考えております。 

３つ目に、適正な消防団員数の再設定でござい

ますが、条例定数と実団員数に開きがあったた

め、地域の実情に合わせた定数の再設定をいたし

たところです。これによりまして、全団員数

1,895人から1,752人に減じたところでございま

す。これによりまして、条例定数を大きく下回る

詰所というのはなくなりましたけれども、わずか

ながら人数が足りていない詰所もあるというのが

現状でございます。 

このように地域の皆様のご協力によりまして、

何とか３つの目的達成に向かっているといった現

状でございます。 
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以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

当初消防署が策定されました３つの目的が大分

達成されておられるということですので安心をい

たしました。 

続いて、消防団の初動体制についてお伺いをし

たいと思います。 

実際に私の地元、城川町土居なんですけども、

消防団員と話をする中で、昼間に、今の消防長の

答弁にもありましたけども、勤務、公務員とかそ

ういう昼間の仕事の方が多いということで、昼間

に火事が起きればポンプ車等を出動させるだけの

団員が早急に集まれるのかが非常に不安であると

いうような声を聞きます。昼間の消防力に不安を

持っている消防団は、西予市内のほかの消防団、

ほかの地域ではないのでしょうか。そのような実

態を把握されておりますでしょうか。 

また、ポンプ車、それから積載車等を出動する

際には、何人の消防団員が必要なのでしょうかお

伺いをいたします。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

まず、ポンプ車の乗車人員につきましては、現

場で活動するために隊長、それから機関員、放水

員が２人、伝令員の合計５人が必要ということに

なっております。積載車につきましては、放水員

が１人ということになりますので、合計４人とい

うことになります。これは消防力の整備指針にも

定められていることでございます。 

しかしながら、過疎が進む周辺の地域において

は、平日の昼間に火災の招集サイレンが吹鳴し

て、すぐに５人、または４人の団員が集まるとい

うことが難しい地域もございます。したがって、

分団によっては、現場での協力者を想定して４

人、または３人集まれば出動すると決めている分

団もございます。 

また、消防団員の勤務先調査を先日行ったとこ

ろでございますけれども、勤務先が所属する方面

隊の管轄外にある方というのが、全体の34.3％ご

ざいます。したがいまして、約３分の１以上の団

員が、勤務中にはすぐには集まれないといった実

態がございます。このようなことから、実態調査

をしているわけではございませんが、幹部の方々

の中には、そういった不安をお持ちの方もいらっ

しゃるというふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

ありがとうございます。 

各地域の実態もなかなか厳しいものがあるよう

な感じがしております。今機能別消防団の話が出

ましたけども、機能別消防団員の方々は、基本団

員の方々と比べて、訓練の機会なども少なくて、

年齢的にも体力面や技術面でも基本団員とは多少

なりとも差があるのではなかろうかというふうな

感じを否めないのですが、火災のときに基本団員

と同じような活動をするために、この機能別消防

団員の役割については、どのようなお考えをお持

ちでしょうかお尋ねをいたします。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

さまざまな消防団活動の中でも、消火活動にお

きましては、即時対応力、つまり１分でも１秒で

も早く消火作業に取りかかるということが、被害

を拡大させない重要な要素でございます。この即

時対応力の不足を補うのが、機能別消防団員に求

められているものでございますので、行事や会議

への出席は求めませんけれども、実際の火災には

出動していただくということが基本となります。

したがいまして、そのための知識や技術、体力の

維持というものは必要不可欠であるというふうに

考えております。 

機能別消防団の活動内容や基本団員との連携活

動、機能別消防団の育成等々に関しましては、地

域の事情や災害の種別によって、それぞれの方面

隊や分団によって、内部の調整が必要であろうと

いうふうに考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

次に、西予市のみではないかと思いますけど

も、過疎化、高齢化が進む地域の、私の住んでる
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ところ城川町なんですけども、非常に進んでおり

ますので、そういう地域の消火活動の初動体制に

ついてお伺いをしたいと思います。 

先ほども、中村一雅議員の質問に対する市長の

答弁にもありましたけども、昨年から明浜町と城

川町には、救急出張所を設置していただきまし

て、我々住民も救急に関しては大変に心強く思っ

ております。夜も今までよりは安心して眠ること

ができております。これまでに比べて非常に安心

して暮らせるようになってきて、本当にご配慮に

感謝をしておるところであります。 

しかしながら、火災ということを考えましたと

きに、この救急出動と消火活動が重なることもあ

るのではないかというふうに考えるんですけど

も、この出張所からは、火災のときの出動体制は

どのような体制になるのでしょうかお伺いをいた

します。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

明浜及び城川の救急出張所は、救急業務専用の

出張所でありまして、消防自動車の配備はしてお

りません。 

しかし、管轄内で火災が発生した場合には、救

急隊として現場に出動いたしまして、後方支援活

動を行うということにしております。万が一、火

災活動中に救急が発生した場合には、すぐに救急

に出れる体制をとりながら活動するということで

ございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

消防署と消防団とは一体になって活動するべき

だろうというふうな感じを持っておりますけど

も、宇和町も含めてかもしれませんが、周辺地

域、過疎化、高齢化が非常に進んでいる消防団を

持っている地域での消防署と消防団、双方の協力

体制は、現時点でどのような協力体制を構築され

ておられますかお尋ねをいたします。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

まず、明浜・城川における火災の初動体制でご

ざいますけれども、明浜の場合は宇和の消防署か

ら、それから城川の場合は、野村の消防支署か

ら、それぞれ消防隊が出動することとしておりま

す。あわせて、地元の方面隊の該当分団と市職員

による活動特化型の消防隊が初動の活動を連携し

て行うこととしております。その後、火災の規模

等によっては、直近の応援部隊を増強させるな

ど、万全の体制を期することとしております。こ

のために、さまざまな訓練、連携訓練に取り組ん

でいるというところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

今後ますます消防署と消防団が連携をして、訓

練を積んでいただいて、初動体制がとれるような

組織づくりをしていただいたらというふうに思っ

ております。 

次に、人口減少が進んでおります地域の将来の

消防力についてお尋ねをいたします。今後は、現

在以上に人口減少が進むことが予想されます。そ

うなりますとますます消防力が低下するのではな

いかなというふうな懸念を抱かざるを得ません。

昼間の消防力、初期消火という観点から見れば、

現在では、消防署員、消防団員の数からいっても

ぎりぎりの状態で活動ができているのかもしれま

せんが、昼間の消防力の確保は喫緊の課題である

と思います。将来的に一番の課題であります消防

力の確保について、どのような対策を立てておら

れますでしょうかお伺いをいたします。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

先ほども答弁いたしましたとおり、平成29年度

の消防団条例の改正は、今後10年にわたる消防力

を確保するために、そのことを目的とした改正で

ございました。本来、１詰所当たり最低でも15人

以上を目安といたしておったところなんですけれ

ども、この改正で、詰所当たりの定数を15人未満

とせざるを得ない地域が、全詰所88カ所中14カ所

発生しております。このような状況の中で、昼間

の消防力を確保するためには、やはり地元におら

れる消防団のＯＢの方々や女性の皆様のお力を機

能別消防団員として活用させていただきながら、
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消防と地域がＯＮＥ ＴＥＡＭとなって、何とか

条例定数を維持して、消防力の確保に努めてまい

りたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

それでは最後に消防団の再編についてお尋ねを

いたします。 

現在の消防団組織は、消防団、そして市内５方

面隊、分団、部、班という編成になっているので

はないかと思います。先ほどから申しております

ように、平成29年度に消防団条例改正を実施され

てからは、ただいまの消防長の答弁にもありまし

たが、10年間は改正をしないという方針だとお伺

いをいたしました。 

人口減少や高齢化などの現状から考慮しまし

て、将来的には３部制の部を２部制にするとか、

長期的な消防団組織の見直しや消火活動担当地域

の見直しなども必要になってくるのではないかな

というふうな気がしております。10年先と言わず

にもうこのようなことは、今から考えて準備して

おく必要があるのではないかなというふうな気が

するのですが、そのような点については現時点で

のお考えはどのようなものがありますか、お聞か

せ願いたいと思います。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

消防団の再編についてのご質問でございます

が、ご質問のとおり、詰所ごとの人員確保ができ

なくなった場合には、詰所の統廃合や消防団の再

編というものを考えなければなりませんが、消防

団は、火災のほか、行方不明者の捜索や避難誘導

など、住民の皆さんの生活に最も身近な防災機関

であります。 

また、長い歴史の中で、先人が築いていただき

ました伝統ある消防団組織は、一概に行政主導に

よりまして統廃合を進めるということは、私自身

は適切ではないんではなかろうかなと思っており

ます。 

ですが、問題は実際ありますので、今後は、消

防団の皆様や、そして地域の皆様とともに、将来

的な消防力の確保計画を個別具体的に策定してま

いりたいと思いますので、議員の皆様のご指導、

ご協力をお願い申し上げまして答弁とさせていた

だきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

市長みずからの答弁まことにありがとうござい

ました。 

いずれにしましても、西予市で生活をしており

ます我々にとりまして、安心・安全な生活を営む

ためには、消防力の確保と充実という問題は避け

ては通れません。大きな課題だと思います。行政

の使命だと思いますので、日々大変だと思います

けども、今後とも、安心・安全な市民生活のため

にご努力を、活動をよろしくお願いいたしまし

て、次の質問に移りたいと思います。 

続きまして、西予市の介護の実態についてお伺

いをいたします。私的なことで申しわけありませ

んが、私も95歳の父を介護するようになりまし

て、何をどこに相談に行けばよいのかを知らずに

非常に困った経験があります。今でこそ、手押し

車のレンタルがあったり、リハビリの先生が往診

をしていただいたり、そういうようなサービスが

あることを知りまして、利用をさせていただいて

おりますけども、そのサービス、それから事業所

等をまだよく存じていない市民の方々もたくさん

おられるんじゃないかというふうに思いますが、

現在、西予市内で要介護認定を受けている人数を

西予市として把握しておられますでしょうかお伺

いをいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

要介護認定を受けている人数についてお答えを

いたします。 

本市におきましても、少子高齢化や核家族化に

伴い、被介護者を家族だけで支えることは困難な

状況となっております。介護保険は、介護が必要

になっても高齢者の皆様が地域で安心して暮らし

ていけることを目的とするとともに、いつまでも

自立した生活を送ることができるよう支援するも

のでございます。 

ご質問いただきました要介護認定を受けている

人数でございますが、令和元年10月末現在で、要
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支援認定者数888人、要介護認定者数2,486人の合

計3,374人となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

詳しい数字をありがとうございました。 

再質問いたします。そのうち在宅において介護

サービスを利用しておられる方がもしわかりまし

たら、旧町別、介護度別にわかりましたらお伺い

したいと思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

在宅サービスを利用している人数についてお答

えをいたします。 

令和元年６月におけるサービス実績にはなりま

すが、居宅介護支援数及び介護予防支援数から、

旧町別に見ますと、明浜町では214人、宇和町で

は628人、野村町では460人、城川町では241人、

三瓶町では313人の合計1,856人となっておりま

す。 

また、介護度別では、要支援１は204人、要支

援２は408人、要介護１は345人、要介護２は

314人、要介護３は168人、要介護４は130人、要

介護５は74人で、要介護状態になる恐れのある事

業対象者213人を合わせて、合計で先ほど申しま

した1,856人となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

たくさんの介護サービスを受けられておられ

る、介護認定をされておられる方がおられるとい

うふうな実態がありました。このような実情に応

じた西予市内の事業所の数、あるいはまたサービ

スの内容、主なものだけでいいですので教えてい

ただいたらと思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

ご質問いただきました実情に応じた事業所数と

サービス内容でございますが、利用者の多い主な

在宅サービスの市内事業者数及び令和元年度６月

の利用人数で見てみますと、デイサービスセンタ

ーなどに通っていただき、食事や入浴、その他の

必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などのサ

ービスを日帰りで提供する、通所介護や地域密着

型通所介護、通所型サービスを行っている事業所

が23ありまして、利用人数は1,205人となってお

ります。次に多いのは、歩行器や歩行補助用の

杖、車椅子などの貸し出しをする福祉用具貸与を

行っている事業所となりますが、これは２事業所

ございまして、利用人数は1,034人となっており

ます。次に多いのは、訪問介護員による身体介護

や生活援助のサービスを提供する訪問介護や訪問

型サービスを行っている事業所が９ありまして、

利用人数は449人となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

具体的な数字をありがとうございます。 

行政側では、今述べていただきました事業所数

とサービス内容、主なものを言っていただきまし

たけれども、このような内容、事業所の数で現時

点で、そういう介護認定の方々への対応として充

足しているというふうなとらえ方をしておられま

すでしょうかお尋ねをいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

実情に応じた事業所数とサービス内容で充足し

ているととらえているかとのご質問をいただきま

したが、第１号被保険者１人当たりの給付費から

見ますと、県内自治体と比較して、当市では、施

設居住系サービスの給付費が高く、逆に、在宅系

サービスの給付費は、国や県より低い水準にあり

ますが、サービスの種類については、現状でおお

むね充足しているものと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

次に、今言っていただきましたような事業所、

あるいは介護サービスの内容を、行政側としては

市民がどの程度理解をしているとお考えなのでし

ょうか。 
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また、その内容、事業所数等を市民へ周知する

方法としては、どのような方法、手段をお持ちな

のでしょうかお尋ねをいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

まず、ご質問の１つ目の事業所や介護サービス

の内容をどの程度市民が理解しているととらえて

いるかについてお答えをさせていただきます。 

要支援者または要介護者が身近におられる方に

つきましては、介護保険事業所やサービスについ

て、一定の知識を有し理解されているものと考え

ておりますが、介護に接する機会のない方につき

ましては、理解度は低いと考えております。 

次に、市民への周知方法でございますが、３年

に一度、介護保険の啓発冊子を全戸配布している

ほかに、65歳到達時及び65歳以上の方が転入され

たときには、介護保険についての小冊子を配布し

ております。また、市のホームページにおきまし

ても、介護保険事業計画等を公表しているところ

でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

冊子の各戸の配布等を行ってもらって、私も見

たことはありますけども、なかなか熱心には読ん

でない部分がありますので、市民の方々もそうい

う方がおられるのではないかなという心配もして

おります。 

現在は、インターネットやパソコン、それから

ホームページなどが情報発信、そして情報収集の

手段として非常に重宝されております。一方で高

齢者の方、あるいは、余りそういうふうな機械類

が得意でない方、パソコンを持たない人や見るこ

とができない人がおられると思います。そういう

方々への周知の方法、対応はどのように考えてお

られますでしょうかお伺いをいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

パソコンを持たない人、また市のホームページ

やインターネットを見ることができない人への対

応についてお答えをさせていただきます。 

先ほど紹介いたしましたが、３年に一度介護保

険の啓発冊子を全戸配布しております。ちょっと

手元に持ってきたんですけども、みんなのあんし

ん介護保険という冊子を３年に一度更新しなが

ら、各家庭に１冊配付をさせていただいておりま

す。担当部長が申し上げるのもなんですが、非常

にできばえがよい内容となっております。こちら

の冊子には、介護保険制度の仕組みやサービス利

用までの流れを記載しております。また、市内介

護保険事業所の一覧等についても記載しておりま

すので、介護保険が必要となった場合には、補助

的な資料として活用していただけると自負してお

ります。 

長寿介護課や各支所の生活福祉課、並びに地域

包括支援センターにおきましては、窓口また電話

等による相談等も行っております。その他、事業

を通じた周知方法といたしまして、高齢者運動教

室や介護予防サポーター養成講座、サロン等での

介護予防講話などの介護予防事業の中で、西予市

における介護保険の現状や介護予防の重要性につ

いて講話を行い、参加者の理解を深めていただく

機会としております。介護保険に関しまして、困

り事とかご質問等がございましたら、まずは本庁

長寿介護課または最寄りの支所生活福祉課まで、

お気軽にご相談いただいたらと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

普段のお仕事のアピールもしっかりとしていた

だきましてまことにありがとうございました。 

ケーブルテレビをごらんの皆様も方法が非常に

わかっていただけたんじゃないかなと安心をして

おります。 

最後に、現在でも広がりを見せておりますし、

将来もっと増えるのではないかなというふうに予

想されております認知症なんですけども、今現

在、西予市として、この認知症への対策状況、そ

れから将来の展望について、お考え、あるいは、

対応の方法の実情がありましたら教えていただい

たらというふうに思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 
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認知症患者への対応策についてお答えをいたし

ます。 

西予市における要介護認定者のうち、認知症と

判定された方は、10月末現在で2,133人、要介護

認定者の63.2％を占めております。認知症患者へ

の施策としましては、在宅生活が可能な方へは、

介護支援専門員作成のケアプランに基づいて、そ

の方の状況に応じ、重度化防止を図るための通所

デイサービスや訪問介護サービス等のサービス利

用につなげております。認知症の症状が重度な

方、家庭環境の問題から在宅生活が困難な方につ

きましては、グループホーム等の施設入所への対

応につなげております。 

認知症に係る事業には、認知症に係る支援につ

いて、認知症ケアパス、認知症あんしんノートと

いうものでございますが、これの配布や認知症の

方やそのご家族、地域住民など、誰もが気軽に集

える認知症カフェも開設されております。そのほ

かにも、認知症初期集中支援チーム事業や高齢者

あんしんネットワーク事業、徘回高齢者等ＳＯＳ

登録事業を実施しております。相談業務としまし

ては、長寿介護課と地域包括支援センターに認知

症地域支援推進員を配置しており、認知症に関す

る相談窓口として、随時相談が可能な体制をとっ

ております。また、地域包括支援センターでは、

介護、認知症相談として、定期的に相談日を設

け、予約制で対応もしております。 

今後ますます増加すると予想される認知症高齢

者の問題は、行政、警察、消防を初めとする各関

係機関が連携を図り、さらに地域ぐるみでの見守

りネットワークの構築を初め、認知症施策推進大

綱に基づき、認知症予防はもちろん、認知症にな

っても住みなれた地域で自分らしく暮らし続けら

れる共生の地域づくりが必要だと考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

加齢に伴って心身の機能が低下して、要介護に

なる手前の状態をフレイルと言います。これは、

Ｆｒａｉｌｔｙという英語をもとに、日本老年医

学界が2014年につくった造語だそうです。厚生労

働省は、フレイルの人を把握するために、75歳以

上の人を対象にして、新たな健康診断を2020年度

から始めるというふうに決定をしております。日

本人の平均寿命は年々伸びておりまして、2018年

は女性が87.32歳、男性は81.25歳となっておりま

す。フレイルの早期発見で、介護の予防につなげ

て、社会保障費を抑制する狙いがあるのかもしれ

ませんが、国は、後期高齢者の医療費の窓口負担

を原則１割から２割に引き上げる方向にかじを切

りました。今からますます老後は長く負担は大き

くなると考えられます。 

健康寿命をいかに伸ばして、第２の人生を元気

に送っていくか、幸せに暮らしていくかは、いや

が上でも、関心を持たざるを得ない話題になると

思います。そうなると、介護の道は、この先、私

たちとして避けては通れない大切な大きな課題の

分野だと思っております。 

介護されるほうも、介護するほうも、精神的

な、あるいは身体的な負担が大きくなり過ぎない

ように、双方の不安が少しでも少なくなっていく

ような対応を行政としてもとっていただきたいと

いうふうに考えております。 

さらに、行政からもさまざまな場面で粘り強

く、全ての地域の住民に、津々浦々にまで情報を

届けていただいて、安心して介護ができやすいよ

うなサービスを提供してもらって、手を差し伸べ

てもらいたいというふうに思っております。西予

市に住む限りは、生まれてからも、そして老後も

安心・安全だというような実感が味わえますよう

な行政の手腕を、今後ともよろしくお願いしまし

て、私の一般質問を終わります。 

○議長 

以上をもって、本日の日程は全て終了いたしま

した。 

明日12月６日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

  散会 午後０時06分 

 

 

 



 

 

 

 

第 ３ 日 

 

12 月６日（金曜日） 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日は傍聴にお越しいただきまことにありがと

うございます。 

ただいまの出席議員は20名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは通告順に発言を許可します。 

まず、７番佐藤恒夫君。 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

おはようございます。議席番号７番佐藤恒夫で

す。 

議長より発言の許可をいただきましたので、質

問通告書、議会規則及び申し合わせ事項に従い一

般質問をいたします。 

今回は、避難指示解除についてと社会福祉法人

についての質問をいたします。 

まず、避難指示解除に向けた取り組みについて

伺います。災害から１年半がたとうとしていま

す。６月議会でも、避難指示解除の見通しについ

て質問をいたしました。その折には、来年３月末

をめどに避難指示を解除するということでありま

した。６月から半年が経過をいたしましたが、避

難指示解除に向けた最新の進捗状況をお伺いいた

します。 

避難指示区域は、宇和地区で３カ所、野村地区

で２カ所ありますが、今回は、宇和地区について

お伺いをいたします。 

初めに、岩木地区の状況についてお伺いをいた

します。当初の復興まちづくり計画では、関係機

関と連携をして、災害関連緊急治山事業等を推進

するということで、岩木地区の河川の復旧状況と

災害関連緊急治山事業、アンカー工60本、治山ダ

ムを施工するとなっておりました。その進捗状況

と避難解除の予定はいつごろなのかをお伺いをい

たします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

改めましておはようございます。 

ただいま佐藤議員からご質問のございました、

避難指示解除について、まず岩木地区の避難指示

解除に向けた状況につきまして回答させていただ

きます。 

この岩木地区におけます治山事業につきまして

は、全体計画として、当初の予定では、床固工１

基、谷止工３基、先ほどもありましたように、ア

ンカー工60本の予定でありましたけれども、頭頂

部のアンカー工につきましては、工法の変更が行

われまして、鉄筋挿入工279本に変更されまし

て、12月14日に市と県によります地元説明会が開

催される運びとなってございます。 

現在の進捗状況でございますけれども、今年度

発注工事の床固工１基、谷止工１基のうち、一番

下流の床固工が完成をいたしまして、一番上部の

谷止工が施工中でございます。本体工事が間もな

く完了いたしまして、附帯工事合わせまして、今

年度中には予定どおり完成すると伺っているとこ

ろでございます。 

避難指示解除の判断といたしましては、今年度

施工の床固工及び谷止工の完了を考えております

ので、今年度中には解除できるものだというふう

に考えているところでございます。なお、工事全

体の完成につきましては、令和３年12月ごろの予

定とお聞きしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

当初の計画ではアンカー工法から、先ほど説明

がありましたが、鉄筋挿入工法に変更になったと

いうことでお聞きをいたしましたが、なぜ変更に

なったのか、具体的にお教え願ったらと思いま

す。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

この事業は治山事業でございまして、県が工事

をしております。詳細につきましては、ちょっと

把握をしておりません。途中で工事の状況により
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まして、変更があったものと考えております。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

アンカー工法っていうのは、案外すべり面が深

く大きな制止力が必要なときに用いられるってい

うふうなことで、お聞きをしておりますし、鉄筋

挿入工法については、浅いすべり面に適用するっ

ていうふうなことで聞いておるんですが、これは

浅いすべりっていうことでの適用だったのでしょ

うか。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時08分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前９時09分） 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ただいまの佐藤議員のお尋ねの件でございます

が、佐藤議員のおっしゃるとおり、当初は地すべ

りの地域として設計をしておりましたが、調査の

結果すべりが浅いということで鉄筋工に変えたと

の県からの報告を受けております。 

以上です。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

わかりました。 

次に、明間地区四道地区の避難指示に向けた取

り組みについてお伺いをいたします。 

計画では、法面工、土留工、水路工を施工する

ことになっておりますが、その進捗状況と避難指

示解除の予定はいつごろなのかをお伺いいたしま

す。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

四道地区につきましては施工箇所が、山の登頂

部ということで、河川を使って資材の運搬、施工

を行っていることから、非常に効率が悪く、全体

的に工事が遅れている状況とお聞きしておるとこ

ろでございます。 

現在、崩壊の原因となりました冠頭部の法枠工

が完成をいたしまして、11月８日に愛媛県の完成

検査が行われました。引き続き、今回発注の土留

工６基に着手いただいておりますけれども、今年

度末までに何基完成するか工程を見守っている状

況でございます。 

したがいまして、避難指示の解除につきまして

は、現時点でいつということは申し上げることが

できません。引き続き発注者であります愛媛県、

施工業者と市関係課の連携を密にいたしまして、

早期解除に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

四道地区においては、山の頂上付近から崩壊を

しておりますので、施工業者の方には大変困難な

作業であると思います。この川の対岸のほうから

見てみますと、最上部の法枠工の作業が完成をし

て、コンクリートで法面が覆われているのが見え

ます。災害時のときに、赤土の山肌がしっかり見

えていたときと比べると、復旧工事により少しず

つ少なくなっていくっていうのは、本当に安心感

を感じるところであります。 

これからも施工業者の方々には、大変難工事か

もわかりませんが、大変ご苦労をおかけいたしま

すが、早期の工事の完成に向けてよろしくお願い

をいたします。 

次、明間の岡山地区の避難指示解除に向けた取

り組みについてお伺いをいたします。 

計画では、床固工、谷止工を施工することにな

っておりますが、その進捗状況と避難指示解除の

予定はいつごろなのかっていうのを聞くようにし

ておりましたが、12月４日に避難指示解除があり

ましたので、今後の工事の予定をお伺いいたしま

す。 

現在、谷止工１基が完成をいたしまして、避難

指示解除になりました。残り谷止工と水路工の建

設予定はどういうふうになっているかっていうの

をお聞きいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまのご質問にお答えをいたします。 

流末水路工事について建設課で発注をいたして

おりまして、今年度末完成予定というふうになっ
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ております。また、今年度に谷止工１基を計画し

ておりますけれども、現在、予算の調整中でござ

いまして、施工年度はまだ未確定ということでご

ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

５カ所ある避難指示の区域で、一番最初に避難

指示が岡山地区は解除になりました。地域の皆様

はやっと安心して生活ができます。大変うれしい

ことだと思います。あとの４カ所についても、１

日も早く避難指示解除ができることを願っており

ます。 

次に、避難指示解除に向けた今後の取り組みに

ついてお伺いをいたします。 

明間公民館、中組集会所は、避難指示区域に指

定をされているため使用されておりませんでし

た。先ほどの説明によると、12月４日に避難指示

解除をしたとの説明を受けましたが、避難指示が

出てから１年半もの間使用をしておりません。建

物を１年半もの間使用せずに放置したわけですか

ら、不具合箇所が出てきてもおかしくはありませ

ん。入居時までに保守点検を確実に行う必要があ

ると思います。その際に、どのタイミングで、明

間公民館、中組集会所を従来の場所に戻すのか。

まずは、明間公民館から説明をお願いいたしま

す。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

改めましておはようございます。 

今ほどご質問のありました明間公民館の従来の

運用へ変更する時期につきましてでございますけ

れども、先ほどありましたとおり12月４日に避難

指示が解除をされたことに伴いまして、現在、ロ

ビーのカーペットや畳の表替えなど、必要な修繕

を行うための手続を開始したところであります。 

今後地元の意見をお聞きした上で、令和２年１

月中旬をめどに、再開に向けた作業を進めていき

たいと考えております。保守点検につきまして

は、施設を利用できなかった期間の影響を考慮い

たしまして、施設内の清掃作業にあわせまして、

漏電の有無、設備の状況、また、出入口等の施錠

対策など、特に注意をいたしまして実施する必要

があると考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

避難指示が出ていた期間っていうのは、公民館

の避難先っていうのは、小学校の体育館の用具室

を使用していました。もう狭くて、本当にこう窓

のない閉塞感を感じる場所で１年半もの間、そこ

を公民館として仕事をしておりました。住民の方

が来ても座るスペースがないっていうところでご

ざいました。避難指示が出るまでの従来の明間公

民館っていうのは、住民の方が集う場所でありま

した。公民館の目的である社会教育の拠点として

も大きな機能を果たしていたわけです。１日も早

く従来の姿に戻るようにしていただきたいと思い

ます。 

また、この閉塞感のある中での業務を遂行され

ておりました公民館長、公民館主事、業務員の方

には、本当にお疲れさまでしたと感謝の念を申し

上げたく思います。もうよく我慢されたなって思

っております。多分、閉所恐怖症の私だったとし

たらもう我慢できずに、もうこんなところで仕事

できんよとかって、言いたくなるような場所でご

ざいましたので、１月中旬っていうのを楽しみに

してると思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

次に、中組集会所について説明をお願いいたし

ます。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

まず、明間地区におけます避難指示が一部解除

になりましたこと、大変うれしく思っているとこ

ろでございます。今後さらに明間地区の復興が進

みますことを心より祈念いたしております。 

さてご質問のございました中組集会所でござい

ますが、基本的な考えといたしましては、各地区

の集会所につきましては、各地区において維持管

理をお願いしているところであります。しかしな

がら地域におけます集会所の役割は、十分認識し

ているということから、現在、当市では、西予市

集会所等整備事業費補助金交付要綱を策定いたし
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まして、集会所の維持管理について支援を行って

いるところでございます。この制度は、集会所の

増改築でありますとか、改修等を対象に上限

200万円で２分の１の補助金を支出するという事

業となっております。 

先ほどのご質問でございますけれども、今回、

避難解除になりまして、地元の役員の方々ととも

に、中組集会所を拝見させていただいたところ、

目視レベルではありますけれども、特に災害の影

響を受けている箇所は見られなかったということ

でございます。今後、避難指示解除によりまして

集会所の利用が再開され、集会所の修繕等が必要

となった場合につきましては担当課でありますま

ちづくり推進課へご相談をいただければというふ

うに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

中組集会所のほうも、またよろしくお願いをい

たします。 

続いて、明間の消防団詰所についても、どの時

点で従来の詰所に戻すのかをお伺いいたします。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防長 

改めましておはようございます。 

ご質問のありました下宇和分団第２部の詰所に

ついてお答えをさせていただきます。 

当該詰所は、平成30年７月豪雨による直接的な

被害はございませんでしたが、明間地区の避難指

示区域内ということであったため、旧明間小学校

体育館の２階及び校舎北側に消防車庫を設けて、

仮詰所として使用をしておりました。このたびの

避難指示の一部解除に合わせまして、詰所の点検

を行いましたが、特に問題点がないということか

ら、12月15日に元の詰所に戻す予定としておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

消防団は、災害のときには大変力を発揮してく

れた。ですので、１日も早く元のところに返して

いただければありがたいなと思います。 

一つだけお聞きしたいのですが、再質問になる

んですが、消防団っていうのは縦社会でありま

す。消防本部、消防団長、方面隊長っていうふう

な指示のもとで活動をしております。消防団の詰

所が１年半もの間使用せずに不便をかけたってい

うことはご承知のとおりだと思います。解除後に

速やかに詰所を従来の形に戻すということであり

ましたので、元に戻す場合っていうのは、消防本

部から指示を出すだけではなくて、私は、団員に

対してねぎらいの言葉があってもいいんではない

かなと思っております。どうかそのあたりを消防

長のほうも考えていただいたらと思います。 

次に、明間保育園についてお伺いをいたしま

す。 

明間保育園は、地域別復興方針では、避難指示

が解除されるまでは開園をしないということで、

31年度は休園として、他の保育園へ入園支援を行

う。再開を含めて、運営全般に関して、保護者や

地域の方々と協議を進めていくとの説明で、下宇

和保育園に移りました。本年８月の明間地区市政

懇談会では、地域の方々の要望もあり、避難指示

解除後には、明間保育園を再開いたしますと説明

をされました。再開に向けての進捗状況をお伺い

いたします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

改めましておはようございます。 

避難指示解除後の明間保育園の対応についてお

答えをさせていただきます。 

明間保育園は、社会福祉法人西予総合福祉会が

運営する定員20名の保育園となっております。先

ほど議員も申しましたように、平成30年７月豪雨

災害に伴う避難指示が発令されたことを受け、平

成30年度は、７月25日から３月31日まで、地元の

ご理解をいただきまして、昭和多目的集会施設を

お借りし、臨時保育所として使用させていただき

ました。平成31年度は明間保育園を休園とし、下

宇和保育園で保育を行う方針のもと、現在に至っ

ております。このたびの避難指示の一部解除を受

け、令和２年４月から明間保育園を再開するよう

施設運営法人と協議を行いながら、今後準備を進

めてまいります。 
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以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

令和２年４月から再開するとのことで大変うれ

しく思います。 

開園までに設備の保守点検については、西予総

合福祉会に委託をしているので、西予総合福祉会

に全てを任せ、担当部署の確認はしないのかって

いうことと、また、再開に当たっては、住民説明

会の開催はしないのかっていうところ、この２点

をお伺いいたします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

ご質問にお答えをさせていただきます。 

まず１点目の施設の保守点検等につきまして

は、運営法人でございます西予総合福祉会で実施

をしていただきます。実施いただきました後に、

市といたしましても、施設がしっかりと保育環境

が整っているかというところは確認をさせていた

だきたいと思っております。 

また、住民説明会の実施につきましては、今

後、市が開催いたします避難指示解除に関する住

民説明会の際に、施設の運営法人も同席をしてい

ただいて、地元の皆様にご説明をさせていただい

たらと、今調整をしているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

説明会のほうも検討していただいているという

ことで、どうかよろしくお願いをいたします。 

続いて、社会福祉法人についてお伺いをいたし

ます。西予市と社会福祉法人の関係について伺い

ます。 

西予市で運営できない事業について、社会福祉

法人に委託をして運営してもらうことっていうの

は非常にありがたいことだと感じております。社

会福祉法人の事業は、特別養護老人ホーム、児童

養護施設、障がい者施設、保育園、訪問介護、デ

イサービス、ショートステイなどがありますが、

この事業を行うに当たり、私が知る限りでも、市

は社会福祉法人に対して、土地の無償貸与や建物

の無償譲渡を行っております。この費用負担額っ

ていうのは莫大な金額になります。合併時から現

在まで、社会福祉法人に対して、土地の無償譲

渡、建物等無償譲渡を行った物件と費用負担した

金額をお伺いいたします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

西予市が合併後、社会福祉法人へ無償譲渡を行

った物件と費用負担についてお答えをいたしま

す。 

児童福祉施設では、合併後に保育園２施設を民

営化に伴いまして無償譲渡しております。２つの

施設の建築当時の総事業費は、合計で1億6887万

6000円でございます。無償譲渡後に、市がこの２

施設に負担した金額は、民営化保育所運営補助金

として、２園で1680万1831円を補助しておりま

す。 

また、高齢者福祉施設では、合併後、特別養護

老人ホームが４施設、養護老人ホームが２施設、

軽費老人ホームが２施設の合計８施設の建物を民

営化に伴い無償譲渡しております。８つの施設の

建築当時の総事業費でございますが、合計で44億

3291万8000円になります。無償譲渡後に市が負担

した金額は、施設整備費として２回、合計で

1350万円となっております。 

なお、高齢者福祉施設への負担金は、西予市明

浜地域及び宇和町地域振興基金を財源としており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

今説明がありましたように、何十億っていう莫

大な金額を負担しているわけです。このほかに

も、来年４月からの高山保育園、また、今定例会

での補正予算の第５号でも、小規模保育園事業も

負担することになっております。 

そこでお伺いしたいのは、社会福祉法人におい

ては、公共性、非利益性の徹底、地域社会への貢

献が求められていると思いますが、最近耳にする

のが、利益が出ないから事業をやめる。利益が出

ないので事業の再開はしないなどの声を聞きま

す。社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うこと
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を目的として、法律で定められることにより設立

された法人となっています。その中で、収益事業

も行うことはできますが、限られた事業にしかで

きないと思います。社会福祉法人は、公共性、非

営利性の徹底、地域社会への貢献が求められてい

るわけですから、利益の追求ばかりを考えて、事

業運営することに問題があるのではないでしょう

か。そういった社会福祉法人へ莫大な費用負担を

行っている中で、西予市として、どのような指

導、または対応をしているのかをお聞きいたしま

す。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

市が社会福祉法人に対してどのような指導を行

っているのかについてお答えをいたします。 

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目

的として、社会福祉法の定めるところにより設立

された法人をいい、この法律において、社会福祉

法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさ

わしい事業を確実、効率的かつ適正に行うため、

自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提

供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透

明性の確保を図らなければならないとされている

ところでございます。 

社会福祉法人をめぐる近年の動向から、国で

は、社会福祉法人の公益性、非営利性を確保する

観点から、制度を見直し、国民に対する説明責任

を果たし、地域社会に貢献する法人のあり方を徹

底するため、平成29年４月に、社会福祉法等の一

部を改正する法律が施行され、社会福祉法人制度

の改革が行われました。 

この改正において、社会福祉法人の経営組織の

ガバナンスの見直し、事業運営の透明性の向上、

財務規律を強化し、適正かつ公正な支出管理、い

わゆる内部留保の明確化と社会福祉事業等への計

画的な再投資、地域における公益的な取り組みの

責務等の規定を設け、社会福祉法人の公益性・非

営利性を制度的に担保したものでございます。ま

た、この改正により、行政の関与のあり方につい

ても見直され、所轄庁の指導監督の機能強化を図

るとともに、指導監査要綱を見直し、監査内容の

標準化を図るため、国において監査ガイドライン

が作成されました。これにより、法令、通知等で

明確に定められた事項に関する監査を行うことを

原則とし、各法人に対して指導監査を行います。 

また、監査ガイドラインを法人にも周知するこ

とによって、法人の自主的・自律的な運営のも

と、それぞれの規模・特性に応じ、必要な内部規

定等の策定や自主点検を実施し、法人みずからが

適正な運営と社会福祉事業の健全な経営の確保が

図られることが期待されます。 

西予市内における各社会福祉法人については、

所轄庁である県及び市が指導監査を行っておりま

す。今後も引き続き、改正された指導監査要綱に

より、国が示す指導監査ガイドラインに基づき、

法令、通知等で定められた事項に関し、適正に行

われているか監査を行っていき、地域に貢献する

社会福祉法人のあり方について、今後も指導して

まいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

平成29年４月に社会福祉法の一部が改正をさ

れ、事業運営の透明性の向上、適正な支出管理、

内部留保の明確化と社会福祉事業への計画的な再

投資への規定を設けたとの説明でありました。 

現在は、各社会福祉法人の事業報告や決算書を

見ることができます。社会福祉法人の決算書を見

ると、施設整備の整備資金積み立てを行っており

ます。支出の内部留保をしている社会福祉法人に

対して、施設整備の整備資金の補助金を出してい

ないのか。また、出しているのであればその理由

をお聞きいたします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

ご質問にお答えをいたします。 

これまで、社会福祉法人の制度におきまして

は、法人が保有する財産の分類や取り扱いに係る

ルールが明確でなく、公益性の高い非営利法人と

して、これらの財産の使途等について明確な説明

責任を果たすことができているとは言えない状況

でございました。 

そのため先ほど申し上げましたように、社会福

祉法人制度改革におきまして、全ての法人に共通

するルールを設定した上で、その保有する財産か
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ら事業継続に必要な財産を控除し、これを上回る

財産がある場合には、それを財源として、社会福

祉事業もしくは公益事業の充実に活用するよう明

記されたところでございます。 

そのため、毎年各法人におきましては、活用可

能な財産や再取得に必要な財産、必要な運転資金

が、先ほど議員もおっしゃられましたように、公

表されており、今後もそれらをもとに、市が負担

することが妥当であるか、各法人と今後も協議し

てまいりたいと考えております。施設の改修等に

おきましては、法人のほうと協議を行って、その

負担金が妥当かどうかというところを十分に検討

して、負担したケースもございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

今説明していただいたとこ、ここが一番重要な

ところだと思います。市が負担するのが妥当かど

うか、しっかりと協議をしていただきたいと思い

ます。 

社会福祉法人の仕事っていうのは、私たちの生

活に密着した事業が多く、なくてはならない事業

であることは存じておりますが、この社会福祉の

事業を誰も引き受けてくれなかったら本当に大変

なことになることもわかっております。私は、社

会福祉法人は、外郭団体的な存在だと思っており

ますし、西予市は、社会福祉法人と議論しながら

円滑に事業ができるような体制ができているの

か。また、西予市と社会福祉法人との関係性って

いうところを説明願います。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

市内の社会福祉法人との連携についてお答えを

させていただきます。 

西予市社会福祉協議会の主導により、平成29年

度から西予市社会福祉法人連絡会議が開催されて

おりまして、市内にございます西予市社会福祉協

議会、西予総合福祉会、ひまわり育成会、西予市

野城総合福祉協会、三瓶福祉会の５つの社会福祉

法人が参加され、市も福祉事務所所管の３つの課

が参加をさせていただいております。 

連絡会議は、市内の社会福祉法人が連携するこ

とで、多様化・深刻化する地域の生活課題の解決

に向けて取り組み、課題を共有することで、お互

いに実施可能な地域貢献に取り組むことなどを目

的に開催されています。年１回のペースで開催さ

れており、今後も継続して開催されることによっ

て、地域の福祉ニーズを積極的に把握し、共有す

ることで、市と社会福祉法人との新たな連携・協

働のあり方についても協議できるものと期待して

いるところでございます。 

社会福祉事業を展開する上では、議員もおっし

ゃったように、社会福祉法人のご協力なくしては

行うことができないものがほとんどでございま

す。今後も、このような会議の場をお借りしなが

ら、円滑に事業が進めていけるよう協議させてい

ただきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

西予市社会福祉協議会の主導で、年１回の社会

福祉法人連絡会議を開催され、市も所管の３課が

参加をしているとのことでありました。 

地域の課題解決に向けて真剣に取り組むのであ

れば、年１回っていうのは少ないのではないでし

ょうか。市の福祉事務所が主導をして、各社会福

祉法人ごとに、地域の社会福祉事業について情報

共有するようなことが必要ではないかと思います

が、そこの辺の意見を聞きたいと思います。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

ご質問にお答えをさせていただきます。 

先ほど申しました社会福祉法人連絡会議は、平

成29年の社会福祉法人制度の改革によりまして、

社会福祉法人に求められている地域における公益

的な取り組みを、市内の社会福祉法人が互いに連

携・協働することで、地域の福祉ニーズを積極的

に把握しつつ、一体となって取り組もうとするも

のでございますので、社会福祉法人が主体となっ

て、今は行っていただいております。その取り組

みに行政がかかわることによって、これからの社

会福祉法人と行政との新たな連携・協働のあり方

についても考えることができ、よりよい関係づく

りができているものと考えております。 
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また、これまでの各社会福祉法人によって、取

り組まれている事業も違うことから、それぞれの

事業ごとに、その都度、市の担当課と法人とが個

別に協議を重ね事業を進めておりますので、西予

市の社会福祉事業が円滑に遂行できているのでは

ないかと考えております。今後も関係性を大事に

しながら、社会福祉事業及び地域福祉事業に取り

組んでまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

ちょうど目の前に座っていらっしゃいます管家

市長は、社会福祉についてはスペシャリストでご

ざいます。何も知らない議員があれこれと意見を

言っているのかと思われるかもしれません。しか

し、何も知らないビギナーだからこそ、なぜと

か、何でっていうような疑問がわくことがござい

ます。長く職務に携わっていると当たり前のこと

を疑問に感じないことがあります。なぜとか、何

でっていう声を聞いていただき、西予市の社会福

祉事業が円滑に遂行できるよう、社会福祉法人と

の関係性を築いていただきたいと思います。私た

ち議員も社会福祉事業について、これからもしっ

かりと取り組んでいきたいと思っているところで

あります。 

昨年11月には、議員有志により、野城総合福祉

協会で勉強会を開催していただきました。各施設

の概要の説明とか、運営理念等を聞かせていただ

きました。この勉強会で感じたことっていうの

は、地域から信頼される施設運営をされているっ

ていうことを非常に実感いたしました。社会福祉

事業を運営する上では、社会福祉法人はなくては

ならない存在であるっていうことも学ばせていた

だきました。西予市から社会福祉法人に対して、

補助金、費用負担金が事業に、適正かつ公正に事

業運営に使用されることを願いまして質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時48分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時05分） 

次に、６番河野清一君。 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

改めましておはようございます。議席番号６番

河野清一であります。 

議長より発言の許可をいただきましたので、質

問通告書、会議規則及び申し合わせ事項等により

まして、一般質問を行いたいと思います。 

本日は３点についてお伺いをしたいと思いま

す。 

まず最初に、豪雨災害についてお伺いいたしま

す。 

甚大な被害を起こしました豪雨災害からはや１

年６カ月が過ぎようとしております。まだ、仮設

住宅等での避難生活を強いられておられる方が大

勢いると聞いております。お見舞いを申し上げる

とともに、１日も早い復旧・復興を願っていると

ころであります。 

さて、今まで多くの議員が豪雨災害について質

問をされてこられました。大規模な災害といたし

ましては、野村地区の浸水被害、宇和地区の明間

並びに岩木地区での土砂災害等が挙げられており

ますけれども、市内全体至るところで災害が発生

しているように思っております。それらについて

も、今まで多くの議員が、本日も佐藤議員が先ほ

ど復旧状況等の質問をされてきましたけれども、

それらに対する行政当局からの答弁で、被害状

況、復旧状況が見えてきていると思われます。 

私はそこで、被災地等で発生した災害廃棄物に

ついてお伺いしたいと思います。 

皆さんもご存じのように、被災直後から廃棄物

集積場というか、仮置き場を至るところにつくら

れまして、大量の廃棄物が搬入され、山のように

積み上げられている現状を目にしたことと思いま

す。被災直後、野村地区におきましては、乙亥会

館の横の駐車場等に山積みされた廃棄物、あるい

は、野村ダムの駐車場、あそこはカーテンといい

ますか、道路側から見えないように壁のようなも

のをつくられて処理をされておる現場、あるいは

クリーンセンター等で処理をされてきたと思いま

す。大量の廃棄物が、第３回定例会の本庁へ通う

間に、野村の処理場、ダムのところでありますけ

れども、そのカーテンが撤去されて、ほぼその処

理が終わったように思っております。その廃棄物

の処理の現状をまずお伺いしたいと思います。 

○議長 
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藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

昨年の７月豪雨災害における災害廃棄物の処理

の現状についてお答えをいたします。 

災害発生当時から市内10カ所の仮置き場を設置

いたしまして、災害廃棄物の搬入搬出を行ってま

いりました。三瓶町は平成30年７月31日に、明浜

町は同年９月23日に、宇和町及び城川町は平成

31年３月31日に、それぞれ災害廃棄物の仮置き場

を閉鎖し、野村町におきましては、ことしの11月

22日に災害廃棄物の搬入搬出が終了し、全ての仮

置き場を閉鎖したところでございます。 

昨年の７月豪雨におきます災害で被災された皆

様におかれましては、心身ともお疲れのところ、

仮置き場への災害ごみの搬入時には、しっかりと

した分別を行っていただいたおかげで、スムーズ

な処理ができましたこと、改めて御礼を申し上げ

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

今の答弁で、11月22日でしたか、搬入搬出が終

了したという内容であります。ものすごい量の災

害廃棄物があったと思いますけれども、無事終了

したということで安堵しております。 

廃棄物の量でありますけれども、どれくらいの

量であったのか。種類別、その量、また、処理の

委託先等についてお伺いしたいと思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

処理をいたしました災害廃棄物の総量と処理委

託先についてお答えをいたします。 

処理をした災害廃棄物の総量といたしまして

は、11月末現在で2万2764トンとなります。その

内訳ですが、可燃物が4,421トン、木くずが

3,079トン、金属くずが400トン、コンクリートが

らが7,059トン、不燃物が3,775トン、がれき混じ

りの土砂が4,030トンとなっております。 

処理委託先は、市内が４業者で、市外が２業者

となっております。 

また、廃家電４品目のテレビ、冷蔵庫、洗濯

機、エアコンについては、家電リサイクル法に基

づき2,988台を適正に処理をしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

廃棄物の総量2万2764トンということでありま

す。想像を絶するという量であろうと思います。

10トンダンプで2,200台。どこまで続くのかなと

いう感じがいたしますけれども、ものすごい量の

廃棄物の量であったと思います。 

昨夜まで４日続けて、ＮＨＫの番組で、体感首

都直下地震と題しての番組が放映されておりまし

た。架空の番組内容とはいえ、首都直下地震、い

ろいろな、こちらの西予市では考えられないよう

なものすごいリアルに富んだすさまじい内容のも

のであったと思います。 

当市も、南海トラフ巨大地震が、今後30年のう

ちに、70から80％の確率で発生すると言われてお

ります。昨年の豪雨災害で2万2764トンでありま

すか、災害廃棄物が発生した。南海トラフ時はど

うなるのかなと想像を絶するところであります。

聞くところによりますと、豪雨災害の100倍近く

の廃棄物が出るのではなかろうかという話も聞い

ておりますけれども、万が一、その南海トラフ巨

大地震がきたときの被害予想、またその対応につ

いて、今考えられておるところのお考えをお聞か

せ願いたいと思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

ご質問にお答えをいたします。 

現在、本市では、ことしの12月末を目標に、西

予市災害廃棄物処理計画の今策定に取り組んでい

るところでございます。 

この計画において、南海トラフ巨大地震が発生

した場合に発生する災害廃棄物の処理量を、最大

約222万トンと推計しており、先ほど申し上げま

した、昨年の７月豪雨災害で発生した災害廃棄物

量と比較しますと、議員もおっしゃるとおり、約

100倍程度の災害廃棄物が発生すると推計してお

ります。この災害廃棄物への対応といたしまして

は、１次仮置き場で分別、一時保管をしながら搬

出を行いますが、保管が不可能であれば、２次仮

置き場を設置いたしまして、そこで選別、一時保
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管して、処理施設へ搬出することになります。市

内で処理できるものは市内で、できなければ県

内・県外で処理といったように、広域処理を行う

ことになります。 

しかし、南海トラフ巨大地震が発生した場合に

は、近隣の市町はもちろん、県内外の多くの自治

体も被災する恐れがございますので、国及び県の

支援を受けて対応することも必要となってまいり

ます。いずれにいたしましても、災害の規模や状

況に応じ、どれだけの災害廃棄物が発生するか、

迅速に推計を行い、仮置き場や処理方法の検討、

人員、資機材の確保、協定に基づく広域連携、

国・県の支援など、総合的に判断して対応してま

いりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

万が一でありますけれども、南海トラフ巨大地

震が起きましたら、もう市単独の力では及びつか

ないという状況になると思います。県、あるいは

国との連携を密にして、少しでも、その南海トラ

フ巨大地震が来ても、災害に強いまちづくりに努

めていっていただいたらと思います。 

３番目に、処理費用総額はと載せております。

30年度決算書におきまして、30年度の災害廃棄物

処理費用と載せてありましたけれども、その費用

の流れと本年処理を終わった時点での費用総額、

集計ができておりましたらお教え願ったらと思い

ます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

災害廃棄物の処理費用総額についてお答えをい

たします。 

災害廃棄物の処理費用総額は、令和元年10月末

までの支払い総額として約10億5355万3000円とな

りますが、この金額には11月分の未払い分等が含

まれていないことや仮置き場の舗装修繕費等が含

まれておりませんので、今後増加することとなり

ます。処理費用の支払いにつきましては、それぞ

れの業者と単価契約を行い、支払いを行っており

ます。 

この費用総額のうち、災害廃棄物処理事業費補

助金といたしまして、災害査定で認められた補助

対象経費の２分の１が国庫補助金として交付さ

れ、残りにつきましては、災害対策債として

100％の充当率があり、後年度における元利償還

金の95％が交付税措置されることとなっておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

費用総額の補助対象経費２分の１が国庫補助、

また残り２分の１も災害対策債ですか、充当され

るという話でありますので、市当局の持ち出しは

そがいにないのかなということで安堵しておりま

す。 

その次の質問でありますけれども、山林被害に

ついてお伺いしたいと思います。 

復興まちづくり計画におきましては、まず、被

災された住民の住宅再建、インフラ、各公共施設

等の整備を行う３年の短期計画。それから、治山

事業、河川改修等を６年にかけて行う中長期計画

が載せられております。 

治山事業につきましては、被災後の報告会、災

害関連緊急治山事業が、宇和町内において７件、

野村町におきまして５件、城川管内におきまして

３件の計15件が報告されてまいりました。６月の

第２回定例会におきまして、各地の災害関連緊急

治山事業の復旧状況等について報告されていると

記憶しております。私の感じでは、それ以外にも

多くの被害が市内各地で発生しているように見受

けられます。現在の山林被害の状況、復旧状況等

をお伺いいたしたいと思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ただいまのご質問にお答えをしたいと思いま

す。 

現在災害の発生した年に実施できる災害関連緊

急治山事業におきまして、市内15カ所を県が事業

主体になって取り組んでいただいているところで

ございます。被害状況といたしましては、山腹の

崩壊による災害が５カ所（宇和１カ所、野村１カ

所、城川３カ所）、渓間の土砂流出による被害が

９カ所（宇和５カ所、野村４カ所）、山腹の崩壊
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から渓間の土砂流出につながった箇所が１カ所

（宇和１カ所）となっております。 

また、災害発生の初年度に先ほど申しました災

害関連緊急治山事業が実施された地区のうち、再

度の林地崩壊や出水等によって、下流に被害を与

える恐れがある場合、治山激甚災害対策特別緊急

事業を採択され、計画に基づき緊急に実施するこ

とができます。その治山激甚災害対策特別緊急事

業に西予市が対象となりましたので、５カ年計画

を策定し、県営治山事業で実施することとなって

おります。災害関連緊急治山事業と併用して実施

する箇所もございますが、治山激甚災害対策特別

緊急事業で実施する箇所が11カ所（宇和町４カ

所、野村町４カ所、城川町２カ所、三瓶町１カ

所）となり、計画に基づき整備をしていくことと

なります。あわせまして、26カ所の緊急を含めた

治山関連の復旧事業となっております。 

復旧状況につきましては、災害関連緊急治山事

業の対象箇所、15カ所全ての入札が完了し、復旧

に取りかかっているところで、完成は、規模の大

きさや施工条件により異なりますが、年度末を目

標に取り組んでいただいているところでございま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

災害関連緊急治山事業とは別に、治山激甚災害

対策特別緊急事業、これが併用といいますか、復

旧工事として事業が出ておるという話でありま

す。11カ所出ておるという話でありましたけれど

も、５カ年計画を立ててと言われておりました。

その進捗状況等についても報告を願ったらと思い

ます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ただいまのご質問でございますが５カ年計画に

基づいて進めていきますが、今年度は６カ所の施

工予定となっており、順次進めているところでご

ざいます。場所といたしましては宇和町に２カ所

（下川の白水、明間の昭和）、野村町１カ所（河

西）、城川町２カ所（高野子池野々、窪野下

里）、三瓶町１カ所（津布理）でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

災害関連緊急治山事業と治山激甚災害対策特別

緊急事業、なかなか長い事業名で言いにくいんで

すけれども、この併用して実施すると言われてお

りました。その内訳等についてもお教え願ったら

と思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議員がおっしゃるとおり長い事業名でございま

すが、ご質問のありました内訳につきましては、

災害関連緊急治山事業のみで完了する箇所が７カ

所、災害関連緊急治山事業と治山激甚災害対策特

別緊急事業を併用して実施する箇所が８カ所、治

山激甚災害対策特別緊急事業の対策箇所が11カ所

となっておりまして、治山の関連事業で復旧いた

します箇所が市内で26カ所となっております。 

以上です。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

地元城川地区におきまして、財産区議員、山林

関係の財産区でありますけれども、そういった中

で、ものすごい状況になっている山林があるとの

話を聞きまして、その財産区議員と１日現地を歩

いてまいりました。先ほどからなっております災

害関連緊急治山事業に載らないのが不思議なぐら

いのものすごい被災を受けた山林等がありまし

た。なぜ載らないのか、そういったところの治山

事業に要件等があるのであればお教え願ったらと

思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ご質問のありました採択要件でございますが、

例えば公道、公共施設、それからため池、用排水

施設、また、人家等に被害を及ぼすと認められた

場所というような抽象的な表現がされております

が、手元に詳しい、林野庁から出ている資料を持

っておりますが、この場所で説明するような簡単

な説明書ではございませんので、また後ほど、河
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野議員にはお渡しをしたいんですけど、我々が読

んでも非常に難しい、わかりにくい説明書でござ

いますが後ほどお渡しをさせていただきまして説

明をさせていただきたいと思います。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

その要件、部長が見てわからないものを、一議

員が見てわかるはずがないというような気もいた

しますけれども、勉強したいと思いますので、後

ほどいただきたいと思います。 

先ほど言いました山林被害、実際に見て回った

山林でありますけれども、災害関連緊急治山事

業、あるいは、治山激甚災害対策特別緊急事業、

これらの双方ともの災害査定に入っていない箇所

であります。そういったところ、市内にもまだあ

るのではなかろうかと思いますけれども、そうい

った被害状況は把握されておられるのか。また、

どのような対応を今後していかれるのかお伺いし

たいと思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議員ご指摘のありました昨年の豪雨災害におい

て災害査定にかからなかった場所についてです

が、城川地区におきましては、山林山腹の被害報

告を受けた箇所につきましては、昨年県と現地確

認を行い対応の検討をいたしております。緊急治

山事業及び激特治山事業の採択要件に満たなかっ

た箇所につきましては、通常の治山事業において

復旧するよう県に要望を上げさせていただいてお

ります。城川地区では、今年度通常の治山事業で

３カ所（野井川の竜泉地区、魚成の中津川地区、

窪野の長崎地区）を要望しておりまして、測量設

計に取りかかるよう県が準備をしていただいてい

るところでございます。また、林道災害につきま

しては、延長が長く終点側が被災している場合に

は、起点側から復旧いたしまして、順次対応する

こととしております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

災害査定に載らないところ、県と相談をして、

通常治山事業対策を練るという話であります。先

ほどの現地を行ったところで申しますと、林道も

あわせて被害を受けております。その林道をまず

最初に直さなければ山林への作業に入れないと。

そういった現状がありますので、そこら辺もお含

みしていただきまして、林道災害についても、積

極的な県への働きかけ、また、市当局の事業で実

施をしていただきますように要望をしておったら

と思います。 

先ほどの通常の治山事業において復旧する場

合、災害関連で言いますと地元負担はまず要らな

いのかなと思いますけれども、通常であれば地元

負担が発生するのかどうか、それだけお伺いした

いと思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ご質問のありました地元負担につきましては、

災害関連緊急治山事業、治山激甚災害対策特別緊

急事業も一緒でございますが、通常の治山事業を

含めて地元負担はございません。しかしながら、

財産を守るという観点から用地や立木の保証はご

ざいませんので、所有者の方々のご理解、ご協力

を求めているところでございます。どうぞよろし

くお願いをいたします。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

国の災害査定に入らなくても通常の治山事業で

も負担金はゼロという話であります。地元の方も

安堵されておるんではなかろうかと思っておりま

す。ありがとうございます。 

山林被害の最後でありますけれども、その山林

を見に行ったとき、あるいはほかの山林、地元の

回ったときに、砂防ダム、あるいは治山ダムが被

害を受けております。山腹崩壊等によりまして、

流れた土砂、あるいは流木によりまして、機能不

全に陥っている砂防ダム等が見受けられたが、そ

の砂防ダムと治山ダム、どちらのダムであるかは

私では判断できないわけでありますけれども、そ

の対処方法等があればお教え願ったらと思いま

す。 

○議長 
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酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議員がおっしゃるとおり、治山と砂防との区別

は非常に難しいと思います。治山及び砂防ダムが

機能を果たしていないのではないかというご指

摘、ご質問、これは住民からもよく質問がされる

ことでございまして、まず渓流にある堰堤は治山

ダム（林野庁）と砂防ダム（国土交通省）とがご

ざいまして、どちらも見た目は同じで、区別がつ

きにくいかと思いますが、目的や構造が違いま

す。治山ダムは土砂が堆積し山際が固定されるこ

とにより、山林の崩壊を防ぐ働きをしますので、

基本的に堆積物を除去したりはいたしません。機

能してない施設がある場合は、県へ報告をし、現

地を確認の上、必要であればその上層部にもう一

つ増設するという対応となります。砂防ダムにつ

きましては、タイプによって対応が異なるようで

す。管理は県の土木事務所となりますので、確認

ができた施設につきましては、県へ報告をし、現

地確認の上、対応することとしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

砂防ダム、治山ダム、なかなか区別がつかな

い。監督官庁が違うという話でありますけれど

も、住民としてはどれも同じであります。先ほど

も言いましたけれども、山林崩壊によりまして、

山腹崩壊ですけれども、もう満杯になっておると

いうダムが多数見受けられると思います。県の管

理するダムということでありますけれども、でき

るならば、機能回復、流木等を除けていただくと

か、そういったことをしてさし向きの機能回復を

県のほう等に要請していただけたらと思います。 

次の質問でありますけれども、農地災害につい

てお伺いいたします。 

農地以外につきましても、先の６月定例会で酒

井部長が答弁されております。現状の復旧状況を

お伺いするとともに、市単独補助災害について、

事実上、上限40万で８割補助の事業でありますけ

れども、まだまだ発注はしていても、着工、完成

している現場は、あまり見受けられないのが現状

ではなかろうかと聞いております。その市単独補

助災害でありますけれども、復旧工期は２年と聞

いております。もう来年３月末で期限は来ろうか

と思いますけれども、今のままでは、半分以上の

ところが完了しないと。何らかの工期の延長と

か、期間の延長対策を考えておられるのかお伺い

したいと思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

まず初めに農地災害の復旧状況や施設の復旧状

況について説明をさせていただきます。 

平成30年の豪雨災害により、復旧工事を行う農

地件数は公共災害で132件、市単独補助災害で

316件でございます。令和元年11月26日時点にお

いて、公共災害では43件、9693万6000円について

入札を執行しております。そのうち31件、7014万

6000円については落札がありましたが、12件の

2679万円の入札不調が発生している状況でござい

ます。市単独補助災害につきましては316件の申

請に対して、112件が工事を完了しております。 

ご質問いただきました市単独補助災害の復旧時

期につきましては、令和元年度末までとしており

ますが、災害復旧工事の集中により完成の遅れが

予想されますので、状況を見て、令和元年度以降

に完了期限を延長する対策を講じることとしてお

ります。 

また、農業用施設の復旧状況でございますが、

公共災害で160件、市単独補助災害で243件ござい

ます。令和元年11月26日時点において、公共災害

では90件、5億1378万7000円について入札を執行

しております。そのうち73件、3億7629万8000円

につきましては落札がありましたが、17件、1億

3748万9000円の入札不調が発生している状況でご

ざいます。市単独補助災害につきましては243件

の申請に対しまして、128件が工事を完了してお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

まず、市単独事業につきまして、工期の延長を

講じるという答弁でありました。まことにありが

たいことでありまして、皆がまず、農地の復旧に

頑張るのではなかろうかと思っております。 

今報告がありました農地災害、公共災害であり
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ますけれども、130件のうち、入札執行43件、約

３分の１であります。ここら辺につきましては、

余りにも入札不調、執行率が低いと思われます。

その要因は何かありましたらお教え願ったらと思

います。 

○６番河野清一君 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

災害査定におきましては、大規模災害に対応す

るため、簡略化図面で補助額の決定を受けており

ますが、実施に当たりまして再測量、再設計が必

要であり、あわせて、国・県との協議に時間を要

することが大きな要因となっております。順次申

請を行っていきますので、令和元年度末には、全

件の執行ができるのではないかと、その元年度末

に執行を目指して頑張っていきます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

今年度末を目標に全件の執行を目指すという答

弁でありました。 

２年が経過しようとしております。早急な農地

あるいは農業施設の復旧・復興に全力を傾けてい

ただきたいと思います。 

次の交通事故についてということでお伺いした

いと思います。 

トンネルの安全対策についてでありますけれど

も、市内のトンネル内での交通事故件数について

把握されておるのかお伺いしたいと思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまのご質問の西予市内のトンネル内にお

けます交通の事故件数についてでございますけれ

ども、直近２年間の発生状況を申し上げたいと思

います。西予警察署から提供いただきました情報

によりますと、平成30年におけます市内交通事故

発生件数37件のうち、トンネル内におけます事故

は２件発生してございます。また、ことし１月１

日から11月25日現在まで、市内で38件の交通事故

が発生をしておりまして、そのうち、トンネル内

での事故は１件発生しております。死亡事故はご

ざいません。なお、トンネル内におけます物件事

故につきましては詳細なデータがございませんの

で、今ほど申し上げました件数につきましては、

全て人身事故件数のみでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

30年度に２件、今年１件という話でありますけ

れども、なぜこのような質問をしたかと言います

と、私どもが、本日もそうでありますけれども、

ここ宇和の庁舎に来るとき、私は、桜ケ峠、ある

いは野村ダムの椎木トンネル、出合トンネル、河

西トンネルと通ってまいります。明浜地区からは

野福トンネル、三瓶地区からは三瓶トンネルであ

りますか、通って本庁に各議員も来られると思い

ます。そういったときに、野福トンネル、あるい

は三瓶トンネルにおきましては、トンネルの側

壁、約２メートルぐらいでありますけれども、白

色の内装板の工事をされております。先ほど言い

ました、私どもが通ってまいります、山本議員も

おられますけれども、山本議員から言わすと、祓

川トンネルもあるぞと言われるかもしれませんけ

れども、そういった内装板の工事がなされており

ません。実際、桜ケ峠のトンネルにおきまして

は、物損事故でありますけれども、小型特殊自動

車、トラクターとかになろうかと思いますけれど

も、乗用車との追突事故等が毎年２件ぐらいずつ

起きておる、こういった現状であります。 

先ほども言いましたように、野福トンネル、三

瓶トンネルには実施されておる。それによりまし

て、トンネル内の視覚と言いますか、明るく照ら

されてトンネル内の安全対策に貢献していると思

います。そういった現状を踏まえますと、市内全

域、全てのところにとはなかなか無理かもしれま

せんけれども、白色の内装板の工事をしていただ

くことはできないのか。これ県、あるいは国の国

道、県道のトンネルでありまして、市当局が直接

手は出せないかと思いますけれども、そういった

国・県への働きかけをして、早急なそういった対

策を講じていただくお考えはあるのかないのかお

伺いをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 
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内装板のご質問でございますけれども、市内で

は西予市管理のトンネルが３本、愛媛県西予土木

事務所管理の一般国道並びに県道では16本のトン

ネルがございます。このトンネルの内装板設置に

つきましては、ＮＥＸＣＯ設計要領を基準といた

しましたトンネル内装板設置基準がございまし

て、トンネル延長が300メートルなら、１日4万台

以上、3,000メートルなら、日量4,000台以上の交

通量を目安として、それを超える場合に、内装板

の設置対象となるようでございますけれども、市

内にはこの基準に該当するトンネルはないようで

ございます。 

このような設置基準がありますけれども、愛媛

県では現在、重要施策である自転車新文化を推進

されている関係で、国道197号坂石トンネル、栗

木トンネルにおきましては、愛媛マルゴト自転車

道整備工事におきまして、また、主要地方道宇和

明浜線の野福トンネル及び宇和三瓶線の新三瓶ト

ンネルを、宇和海しおさいオレンジ輪道整備工事

において、自転車通行量の増加に伴う一層の安全

確保を図るため、基準の範囲外ではありますが、

トンネル内装板が整備をされております。 

市といたしましても、こういった基準がござい

ますので、県のほうに働きかけはしていきたいと

思いますけども、この基準があるということをご

理解いただきたいと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

そういった基準があるかもしれませんけれど

も、実際そういった追突事故、あるいは人身事故

が起きておるという現状におきまして、市民の安

全、あるいは交通の安全確保というような点で、

今一度働きかけをお願いしておったらと思いま

す。 

その次の視線誘導標であります。 

この視線誘導標、なかなかわかりにくいかと思

いますけれども、鹿野川ダムの湖畔に４本の道路

があります。私ども城川のほうから言いますと、

坂石トンネル、栗木トンネル、大地トンネル、久

下トンネルの４本がありまして、大洲市側の久

下、大地トンネルにつきましては、視線誘導標、

丸い風車のようなもんでありますけれども、歩道

の角にあって、トンネル内、ライトをつけて通る

と、パーッとカーブの道なりに道路を表示する装

置でありますけれども、そういったものが大洲市

側には設置されております。土木事務所の管轄も

違うというふうに把握はしておりますけれども、

これも西予市からも働きかけをしていただきまし

て、同じ何と言いますか、連続したトンネルであ

ります。市内の西予市側の２本のトンネルにも設

置して、なおかつ、先ほど言いました市内の各県

道、国道のトンネルにも設置をしていただく働き

かけを要望しておったらと思います。 

次に、３番目でありますけれども、風力発電に

ついてであります。 

先般、11月６日の愛媛新聞に、県の環境影響評

価審査会が開催されたという記事が載っておりま

した。それから、私は県のホームページでその審

査会の内容等を見ておりますと、50基で18万キロ

ワット程度の規模。対しまして、同じ日に、Ｊ－

ＰＯＷＥＲ、電源開発株式会社でありますけれど

も、そこのホームページでは、38基で16万3400キ

ロワットと載っております。 

本当のところの事業概要はどうなっておるの

か。これに対します市からの意見書等も出されて

おると思いますので、そこら辺把握されておりま

すので、事業概要についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

ただいまの議員の質問にお答えをしたいと思い

ます。 

これ仮称ではございますが、西予梼原風力発電

事業概要についてお答えをいたします。 

本事業は、国の政策、愛媛県や高知県の取り組

みにも即する形で、当該地域の資源である風力を

活用したクリーンエネルギーを供給することによ

り、地球温暖化対策の一助として、環境保全に貢

献するとともに、地元自治体の活性化に寄与する

ことを目的としており、主たる事務所が、東京都

中央区にございます電源開発株式会社が、愛媛県

西予市及び高知県高岡郡梼原町において、当初の

計画で、単基出力3,600キロワットを50基程度、

最大で総出力18万キロワット程度の計画でござい

ました。 
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次に、２番目の環境影響評価方法書という書類

がございますが、ここの段階においては、単基出

力4,300キロワットを38基程度、最大で総出力

16万3400キロワット程度の風力発電を設置する計

画になっておりました。本事業は、再生可能エネ

ルギーの導入・普及に資するものであり、地球温

暖化対策の観点から望ましいものではあります

が、一方で、事業実施想定区域の周辺には複数の

住居が存在していることから、騒音や風車の影響

による生活環境の重大な影響が懸念されることか

ら、環境影響評価法に基づき、２番目の環境影響

評価方法書の縦覧と事業者主催の地元説明会を実

施しているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

今の答弁では、最初は50基の予定が38基、何か

１基当たりの出力が上がっておるというふうに受

けましたけれども、地元説明会が開催されている

と言われました。私、地元遊子川の方と話をする

ときがありまして、その方が言われるには、現地

調査も現地調査の立ち入りも断っておるというふ

うに言われておりました。その説明会の内容と言

いますか、そのときの地元住民の反応と現状どの

ようになっておるのか。そこら辺の状況をお伺い

いたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

風力発電所の計画の現状についてお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

環境影響評価方法書の意見並びに地元説明会で

のご意見等を踏まえられて、風の観測実績データ

をもとに、電源開発株式会社で検討した結果、計

画当初、単基出力4,300キロワットを38基に変更

されておったわけですが、これを15基に変更の予

定、そして、最大出力も16万3400キロワット程度

を6万4500キロワット程度に変更の予定というこ

とを報告を受けております。 

計画変更の詳細につきましては、まず地元役員

の方を対象に、俯瞰図やフォトモンタージュ等図

面を用いて説明会を開催されると。そして今後、

対象事業実施地区の写真を撮影して、追加で、先

ほど言いましたフォトモンタージュを作成いたし

まして、２月ごろに地元住民の方に再度説明会を

する旨、私どもに報告を受けております。 

本事業計画の実施に当たりましては、積極的な

情報開示、またわかりやすいデータ等を用いて、

丁寧な説明と意見の聴取を確実に行い、地元住民

の皆様等の理解及び同意を得ることを意見書とし

て、市としては提出しております。 

また、市政懇談会の折にも回答をさせていただ

いておりますが、風力発電、大規模な太陽光発電

等エネルギー対策に対する市の対応としまして

は、法律に基づき進められている以上、あくまで

も公正中立な立場でございますが、事業計画の実

施に当たっては、事業者に対して、地元住民の同

意がない場合は、地元自治体の立場としては同意

できないということを申し上げているところでご

ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

河野清一君。 

○６番河野清一君 

仮称でありますけれども、この西予梼原風力発

電事業、今管家市長から、地元住民等の理解、同

意を得なければ、地元自治体としても同意をしな

いというお言葉でありました。いろいろな、今ま

でも事業と言いますか、あったように見受けられ

ます。まずは、地元住民の意向を十分に反映した

市当局からの意見書。まだまだ、今から環境評価

につきましては、次の段階へ進んでいくんじゃな

かろうかと思っておりますけれども、そういった

ところで、市からの意見書、十分に考慮いただき

まして、提出していただきますことをお願い申し

上げまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前11時04分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時20分） 

次に、９番竹﨑幸仁君。 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

議席番号９番竹﨑幸仁です。 

議長より発言の許可を得ましたので、通告書及

び会議規則、申し合わせ事項に従って、一問一答

により４点の質問を行います。 
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まず、多数の方々に傍聴席にお越しいただきま

したことに心から感謝申し上げます。次いで、本

年の台風を中心とした各地の災害に対し、昨年の

豪雨災害時、ご支援いただいた関係市町等へ、物

心両面で恩返しとしての対応をされたことに、市

民の方々に選んでいただいた者の１人として、か

わりに感謝の言葉を述べさせていただきます。あ

りがとうございました。被災された地域の皆様は

もとより、西予市民の皆様もきっと喜ばれている

ことと存じます。 

さて、１つ目の質問に入ります。 

平成25年10月31日の要望書の提出に始まった、

手をつなぐ育成会の６年間の熱い思いが、今実現

に向けてスタートしています。平成28年７月15日

開催の検討委員会で、年度末の廃止と新たな施設

への協議がなされ、授産場の廃止は承認されたも

のの障がい者施設の新設に関しては、遅々として

進まなかったことを記憶しています。その後、紆

余曲折を経て、関係各位の努力により、本年度の

国の補助事業で進められていると聞いています。 

そこでまず、この施設の目的と整備内容はどの

ようになっているのかを伺います。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

本施設の目的と整備内容についてお答えをいた

します。 

旧三瓶町授産場跡地に建設しております、西予

市地域共生型交流拠点施設は、平成30年度の国の

地方創生拠点整備交付金を活用し、繰越事業とし

て、今年度に事業を進めております。この施設

は、就労、健康づくり及び交流の場を提供し、利

用者の健康増進、社会参加及び自立支援の促進を

目的に整備してまいります。具体的には、施設内

に３つのスペースを設け、それぞれの目的に合っ

た活動を行っていただくように考えております。 

１つ目が作業スペースです。ここでは、主に障

がい者の就労支援を目的に、パン工房を設置する

こととしております。障がい者就労支援事業所に

は、パンの製造を行っている事業所も少なく、障

がい者の方がパン製造技術を習得していただき、

生き生きと活動していただける場となるよう考え

ております。 

２つ目がオープンスペースです。こちらでは、

地域の特産品などの販売を行い、テーブル等を配

置し、誰でも気軽に交流できる空間として活用す

る予定でございます。また、ボルダリング設備を

設置し、子どもから高齢者まで気軽に楽しみなが

ら運動ができるように計画もしております。 

３つ目が地域交流スペースでございます。こち

らは、エアロバイクなどの運動器具を設置し、市

民の健康づくりを目的とし、活用をする予定でご

ざいます。また、ヨガ教室や介護予防教室など、

健康づくりに関する教室、講座などに活用する予

定としております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

施設内に作業スペース、オープンスペース、地

域交流スペースの３つのスペースができるという

ことがわかりました。とても楽しみにしておりま

す。 

次に、利用対象者はどのように想定されている

のか。このことについて伺います。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

施設の利用対象者についてお答えをいたしま

す。 

この施設は、地域住民や高齢者、子ども、障が

い者などの皆さんが、この場所で交流をし、人と

人、人と資源が、世代や分野を超えつながること

で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を

ともにつくっていく地域共生型交流拠点施設を目

的としており、どなたでも利用できますので、ぜ

ひ多くの皆さんに利用していただきますようお願

いをいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

地域のどなたでも利用可能ということでした。 

続いて、建設工事の進捗状況について伺いま

す。 

初めに、本施設は、国の補助事業で進められて

いると聞いていますが、完成予定はいつか。この

ことについてお伺いします。 
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○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

完成予定についてお答えをいたします。 

この施設の完成予定は、令和２年３月19日を予

定しております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

令和２年３月19日の完成予定とのことでした

が、関連いたしまして、全国的に、たび重なる災

害等により、建設資材の品不足が懸念されている

ということを聞いております。 

そこで、大まかな工程はどのようになっている

のかをお伺いします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

大まかな工程についてお答えをいたします。 

本事業は、平成30年度繰越事業のため、新築工

事に携わっていただいている施工業者には、完成

予定日までの完了を強くお願いをしているところ

でございます。また、関係者で、２週間に１回の

ペースで定例会を開催し、進捗状況の把握に努

め、工事の内容等の確認を行っております。 

議員のご指摘にもあったように、平成30年７月

豪雨災害及び令和元年台風19号等の災害の影響

で、資機材の品不足等が考えられるため、関係業

者には、資機材を注文する際には、必ず入荷時期

を確認するなど、常に工期を意識して作業を行っ

ていただくようお願いをしているところでござい

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

ご説明ありましたように、万全のご配慮に安堵

しております。 

続けます。次に移りますが、最後に、施設の維

持管理は、指定管理者に委託すると聞いておりま

す。その運営方法についてお尋ねします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井福祉事務所長 

施設の運営方法についてお答えをいたします。 

施設の運営に関しましては、市直営ではなく、

指定管理者による運営を行うこととしておりまし

て、指定管理者の公募を行い、指定管理者審査会

において決定した事業者について、本定例会にお

いて、指定管理者の指定に係る議案を上程してお

ります。 

現在市では、第三セクターや指定管理者におけ

る改革に取り組んでおり、今後、指定管理施設と

なるこの施設の運営につきましても、施設利用者

や安定した収益を持続的に確保することが重要と

なってまいります。 

今後は、指定管理者の裁量において、指定管理

委託料の必要のない安定した経営ができるようさ

まざまな取り組みがなされてまいりますが、市と

指定管理者が知恵を絞り出すことはもちろんです

が、まずは、地域の方々が、この施設を西予市の

地域共生社会の拠点施設として、さまざまな活動

に利用していただき、皆さんで盛り上げていただ

くことが最も重要であると考えております。 

この西予市地域共生型交流拠点施設は、西予市

が初めて取り組む地域共生社会を目指す施設とな

ります。市民にとって、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともにつくっていく社会の拠

点施設となりますよう、今後ともご支援とご協力

をお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

まずは、地域の皆さんが、西予市の地域共生社

会の拠点として活発な利用をと伺いました。本日

もお越しいただいている手をつなぐ育成会の皆様

の熱い思いと理事者側の懸命な努力によって実現

しようとしている本施設については、本年９月に

永眠されました、前会長の故山本千恵美さんもき

っと喜んでおられることと存じます。特に、パン

工房の設置は、手をつなぐ育成会の皆様だけでな

く、地域住民の方々にとって朗報となったことで

しょう。本施設の完成後は、答弁にもありました

ように、多くの方々の利用の促進を地域挙げて支

援したいものだと考えております。本当にありが

とうございました。 

２つ目の質問に移ります。 



 

- 68 - 

 

平成25年２月16日の愛媛新聞の経済欄に掲載さ

れた小さな記事から、この産廃問題はスタートし

ました。当時、三瓶地区の地域審議員であった私

の質問から燎原の火のように瞬く間に広がってい

ったことを今も記憶しております。 

昨年の一般質問で、一応の区切りはついたもの

と言えますが、その直後の平成30年度の区長全員

の署名に基づいた焼却炉の解体に関する要望書が

提出され、本年度の区長会も同様の思いとの要望

を承り、今回の再度の確認の質問となりました。 

最初に、旧焼却施設の現状はどうなっているの

か伺います。 

○議長 

酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長。 

○酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長 

ただいまのご質問にお答えをいたします。 

事業者である南予エコ株式会社につきまして

は、平成30年12月議会における市長答弁にて、自

己破産手続が開始された旨をお知らせいたしまし

たが、その後手続を経て、令和元年９月20日に破

産が決定しております。 

現在、国では破産した南予エコ株式会社に対す

る補助金の返還請求を免除する手続を進めている

最中であり、手続が完了次第、南予エコ株式会社

に対する債権を有するうちの一社が、裁判所に申

請をして、清算人が選定される予定です。 

なお、施設及び土地の譲渡等につきましては、

清算人が決定いたしました後に、清算人と西予市

で協議を行うこととしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

再質問させていただきます。 

清算人の選定後に西予市と協議すると言われま

したが、その時期はいつごろになる予定であるか

ということをお伺いします。 

○議長 

酒井担当部長。 

○酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長 

私どももスピード感を持ってやりたいという意

識は強くございまして、弁護士さんにも相談をさ

せていただいておりますが、どうも今年度中の手

続の、清算人の選定はちょっと難しいだろうとい

うような回答をいただいております。したがいま

して、来年度に入っていくものと考えておりま

す。 

以上です。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

ありがとうございます。 

やはりおっしゃいましたが、スピード感を持っ

て対応していただきたいなという思いはあるんで

すが、こればっかりは、即決できる問題ではない

と思いますので、またわかり次第教えてくださ

い。 

次に、この２年間にわたる各区長さん方の旧焼

却施設の解体に関しての熱い思いを受けとめてい

ただき、再度ご回答いただきたいと思います。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

施設の解体についてのご質問でございますけれ

ども、平成30年12月議会において、私の答弁をし

ております。その内容の繰り返しにはなりますけ

れども、施設を譲り受けた後に判断をしなければ

なりませんし、現在、西予市は、昨年の豪雨災害

からの災害復旧事業を重点的に行っております。

その進捗状況を踏まえながら、関係者の皆さんと

協議を行いまして、解体時期を検討してまいりた

い、そのように考えているところでございます。 

よろしくお願いをいたします。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

三瓶町民の各地区の代表である区長さん方の２

年間にわたる熱い思い、これらをしっかり受けと

めていただいたこと。それと、常々明言されてお

られる安心・安全な西予市への具現化への手応え

を清算人と協議するの言葉で感じることができま

した。長期間にわたっての産廃問題への真摯な対

応に感謝し、この問題の質問を終わります。 

３番目の質問に移ります。 

令和２年度から三瓶高等学校の分校化が決定

し、当該高校生はもとより、町内の小中学生や地

域住民の大半が不安視しておられます。それは、

来年度から３年続けて31名の入学者が確保できな
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い場合は募集停止となり、その後は、廃校に至る

とも聞いているからです。このままでは、地域の

活力はますます消え失せ、西予市にとっても大き

なマイナスになるに違いありません。それを防ぐ

ための手だてとして、愛媛県とも力を合わせ、高

校魅力化事業に取り組むと伺っております。 

そこで初めに、高校魅力化事業の目的と概要に

ついてお伺いします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

竹﨑議員からのご質問、高校魅力化事業の目的

と概要につきましてお答えをいたします。 

この事業につきましては、市内高校の魅力化を

図り、生徒数の確保に努めますとともに、人口流

出の抑制や移住・定住促進につなげるため、令和

２年度におきまして、市内３校と連携した公営塾

の開設を目指してまいります。高校魅力化の手段

といたしまして、公営塾を開設している自治体で

は、さまざまな効果が上がっておりますので、そ

の事例を幾つか紹介させていただいたらというふ

うに思います。 

島根県の島根県立隠岐島前高校では、グローカ

ル人材の育成を学習テーマに掲げまして、魅力的

で持続可能な学校と地域をつくることを目的に、

対話や実践を通して、自分の興味や夢を明確にし

ていくための授業、夢ゼミを実施されておりま

す。教科指導では、自ら学ぶ力、自立学習力の育

成に注力し、自立学習のサポートを重点的に実施

しておられまして、地元中学から地元高校への進

学率が８年間に45％から77％に増加をしていると

ころでございます。 

また、新潟県立阿賀黎明高校では、大学受験、

定期試験対策はもちろんのこと、社会人としての

基礎力を育むため、地域との交流、世代を超えた

人との交流を通しまして、キャリア教育を行い、

町全体で子どもたちの未来を応援する風土も根づ

いているところでございます。 

また、長野県白馬高校では、寮を完備するな

ど、全国募集の基盤をつくりまして、国際観光学

科の設置であるとか、留学支援に力を入れておら

れまして、英会話力の向上、また、キャリア教育

の充実、ＩＣＴツールを活用した学習支援などを

行うことで、全生徒数210人いらっしゃいますけ

れども、そのうち、県外留学生が46人と地域に根

差しながらも、世界に通用するグローカル人材が

育成されているところでございます。 

このように多くの好事例があり、当市といたし

ましても、公営塾設置による高校の魅力化向上に

は期待をしているところでございます。 

当市の公営塾でございますけれども、５つの本

質的目的を持たせたいと考えております。 

１つ目として、高校進学時に市外に出ずに、地

元の高校を選択する率を高めること。２つ目とい

たしまして、市外からの生徒の受け入れを促進す

ること。３つ目は、卒業後の市内での就職率を高

めること。４つ目といたしまして、卒業後の進学

率を高めること。５つ目は、市外に進学した方

が、何らかの形でつながり続ける人材を育てるこ

とで、地元の魅力に気づき、将来的には、いわゆ

るブーメラン人材として地元に戻ってくること。 

以上、５つの目的を念頭に、公営塾での学習プ

ログラムを組み立てていき、最終的には、定住人

口が増加するような人材育成を図ることといたし

ております。 

なお、授業料についてでございますけれども、

徴収することを想定しておりますけれども、具体

的な設定金額は、今後の事業費や地域の要望、近

隣自治体の実施状況等を勘案の上、決定していく

予定でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

ただいま３つのそれぞれ先進地の好事例とそれ

から公営塾への、繰り返しませんが、５つの目的

を説明していただきました。すごく期待感が持て

るなと正直に感じたものです。 

続きまして、その公営塾の設置場所についてお

伺いします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

設置場所についてのご質問でございますけれど

も、この公営塾は、市内高校の空き教室、また

は、利用教室を活用する予定でございます。令和

２年４月からは、生徒募集停止が危惧されており

ます三瓶高校に開設をする予定といたしておりま



 

- 70 - 

 

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

ただいまのご答弁により、まずは、三瓶高校か

らの導入ということと高校内での設置とお伺いす

ることができました。これによって、生徒、それ

から保護者、もちろん地域の方々も随分安心され

たことと思います。 

では、その公営塾の内容についてですが、講師

の確保とその学習内容についてお伺いします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

講師の確保と学習内容についてでございますけ

れども、この公営塾のスタッフにつきましては、

地域おこし協力隊制度を活用いたしまして、本年

度に、全国から３名の人材を募集する計画とし

て、今進めているところでございます。公営塾ス

タッフの具体的人材要件につきましては、今後、

高校との協議の上、定めていきたいと思います。 

また、学習プログラムにつきましては、専門家

や高校を含めまして協議検討を行い、内容を確立

していく予定でありますけれども、地元学ととも

に、教科指導を通しまして、自立学習力を育成す

ることで、大学入試改革に対応した一般入試、Ａ

Ｏ入試対策を図ることで生徒の進路実現を支援し

てまいりたいと考えております。 

なお、先ほどありましたような先進事例におき

ましても、高校はもとより、議会、地域の皆様の

一体的な連携と支援のもとで、徐々に効果があら

われてきたというふうに伺っているところでござ

います。 

今後の公営塾の開設に当たりましては、ぜひと

も、皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

全国から３名の人材募集、それから、この公営

塾を実施することにより、生徒たちのさまざまな

進路実現への支援等がわかりました。そこには、

地域がまず一体となっての連携が必要であるとい

うことも認識することができました。 

それでは次の質問に移ります。この質問の最後

になるわけですが、三瓶高校での開設後の展開に

ついてお伺いします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

次年度以降の展開についてのご質問でございま

すけれども、まず、三瓶高校に公営塾を開設した

後は、専門家の指導を受けながら運営方針等を検

討し、開設した公営塾の地域に応じた塾プログラ

ムを策定してまいります。令和３年度以降につき

ましては、本格的な塾運営を図りますとともに、

スタッフの確保状況を見ながら、宇和高校及び野

村高校にも拡大をさせていきたいと考えておりま

す。また、将来的には、高校の生徒募集を強化い

たしまして、全国からの生徒募集も検討していき

たいと考えております。 

先ほども申し上げましたけれども、この事業大

変重要な事業であると認識をしております。地域

の皆様方におかれましても、ご支援、ご協力賜り

ますようお願い申し上げまして、答弁とさせてい

ただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

まずは、三瓶高校からのスタートと決まったわ

けですが、基本的に本事業のすばらしさが理解さ

れないことには、説明にもありましたが、他市へ

の進学率の高さに歯どめがかからないでしょう

し、西予市内への進学率の向上は期待することが

できなくなります。３校の先進地の実例に深く学

び、市外や県外からの希望者が増加することをま

ずもって心から願っております。本事業は、まず

は三瓶高校のピンチを救い、野村、宇和高校にも

波及できるよう期待して、この質問を終わらせて

いただきます。 

最後になりますが、４番目の質問に移ります。 

本年度９月議会で、組織の再編成や部落差別解

消推進法についての質問が加藤議員からあり、市

長、副市長、部長が答弁され、令和２年度を目標

に組織の統合を検討するとの回答がありました。 

そこでまず、組織統合の進捗状況と令和２年度

当初からの新体制となるのかということについて
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お尋ねします。 

○議長 

宗副市長。 

○宗副市長 

ただいま竹﨑議員から、人権対策と人権教育統

合の検討は進んでいるかとのご質問をいただきま

した。 

ご発言がございましたように、前回、第３回の

定例会におきまして、加藤議員の一般質問でもお

答えしておりますように、部落差別解消推進法制

定を踏まえた行政窓口の一本化につきまして、近

隣の自治体の状況等も踏まえ、令和２年度を目標

に組織統合を検討するというふうに答弁をさせて

いただきました。 

現在、県内の11市の中で、人権対策と人権教育

が一つの体制になっていないのは、西予市を含め

て５市ございます。また、人権に関する課を設置

していない市は、西予市を含めて３市となってお

ります。 

このような状況等を踏まえまして、組織体制の

見直しにつきまして、市の組織機構検討委員会に

諮り、令和２年度から人権対策と人権教育を一本

化するため、新しい課を設置するよう、現在、関

係部局と協議を進めているところでございます。 

以上でございます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

ただいまの答弁により、令和２年４月からの一

本化は、第３回のときの検討するというところか

ら、新しい課の設置へと大きく前進したものとと

らえ、期待を込めて次の質問に移ります。 

部落差別解消推進法の具現化に向けて取り組む

と言われていますが、残念ながら条例改正の必要

性には触れられていません。全国的な動きとして

は、特に九州地方の各県が意欲的な取り組みを見

せているところですが、西予市は今後、条例改正

を考えておられるのか、このことについてお伺い

します。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

具現化のための条例改正についてお答えをいた

します。 

部落差別の解消の推進に関する法律第４条の相

談体制の充実につきましては、本市の現在の状況

は、人権擁護委員による人権相談を実施しており

ます。また、２つの隣保館や人権対策室でも相談

を受けております。法第５条の教育及び啓発につ

いては、９月定例議会で答弁しましたとおり、人

権同和教育推進体制の充実や指導者の育成に努

め、学習機会の拡充や啓発活動のさらなる充実に

取り組んでいるところでございます。 

現在、本市には、差別のない、真に人権が尊重

されるまちづくりを図ることを目的として、平成

17年に制定した西予市人権尊重のまちづくり条例

がございます。部落差別の解消に向けた地方自治

体の取り組みとして、条例の制定または改正が全

国的にも行われている状況を受け、本市におきま

しても、市民課と生涯学習課で協議の場を持ち、

条例の改正を考えなければならない時期にきてい

るという共通の認識を確認したところでございま

す。 

具体的な取り組みにつきましては、令和２年度

の新しい課のもと、条例改正を行いたいと考えて

おります。条例改正に当たっては、この法律の目

的にあるように、部落差別は許されるものである

との認識のもとに、これを解消することが重要な

課題である。また、国及び地方公共団体の責務を

明らかにするという言葉を重く受けとめ、部落差

別解消に向けて、取り組む条例にしたいと考えて

おります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

私、ちょっと間違いがございましたので訂正さ

せていただきたいんですが、部落差別は許されな

いものであるとの認識のもとに、これを解消する

ことが重要な課題であるというふうに訂正をさせ

ていただいたらと思います。申しわけありません

でした。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

思わず再質問しようと思ってしまいましたが、

訂正していただいてありがとうございます。 

令和２年度に条例改正を行い、部落差別解消に
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取り組む条例にしたい、こういう回答いただきま

した。大変安堵しております。 

そこで、次の質問に移ります。 

先ほども説明の中にちょっと入れはしたんです

が、他府県や県内の条例改正の状況についてお尋

ねいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

県内外の条例改正の状況についてお答えをいた

します。 

ことし５月時点ではございますが、都道府県で

は１都２県が、市町村では29市８町１村で、条例

の制定や改正が行われております。中でも、九州

地方は先進地で、差別解消や同和問題解決に向け

た条例を定める自治体の割合は、平成30年11月時

点で、大分県で89％、佐賀県で75％、熊本県で

70％、福岡県で69％という高い割合で実施してい

る状況でございます。一方、愛媛県内はと言いま

すと、条例の制定または改正を行った市町はまだ

どこもございません。その中でも先進的なのは四

国中央市となっております。四国中央市では、現

在制定しております人権尊重のまちづくり条例の

改正を12月議会に提案されるとお聞きしておりま

す。近隣では、宇和島市が現条例を改正する方向

で検討中とお聞きしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

竹﨑幸仁君。 

○９番竹﨑幸仁君 

ただいまの答弁にもありましたが、本年11月の

土曜講座では、四国中央市や宇和島市の対応の速

さや意欲の強さが伝わってきました。西予市も組

織体制の見直しや早期の条例改正をとの力強い言

葉にありがたさを感じています。条例改正ももち

ろん大切ですが、その具現化はもっともっと重要

だと考えております。この具現化に関することを

さらに重く受けとめていただき、先ほど真摯に答

弁いただいたことにも感謝を込めてこの質問を終

わります。 

本日は、旧授産場跡地の施設のこと。それから

旧焼却施設の現状と解体に関してのこと。高校魅

力化事業の三瓶高校と公営塾についてのこと。最

後の人権に関しての組織の再編成と条例改正の４

点について質問させていただきました。いずれも

真摯に回答していただき、明るい展望が開けてい

ると感じました。４点全てが重要な問題でしたの

で、傍聴にお越しいただいた方はもとより、テレ

ビ等で視聴されている方々も心から安心されたこ

とと存じます。 

以上で私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

12月９日は午前９時より一般質問を行います。 

本日はこれにて散会します。 

 

 

 散会 午後０時02分 

 



 

 

 

 

第 ４ 日 

 

12 月９日（月曜日） 
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令和元年第４回西予市議会定例会会議録（第４号） 

１．招 集 年 月 日 令和元年１２月 ９日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和元年１２月 ９日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 令和元年１２月 ９日 

          午後 １時５２分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

    ８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

１６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な    し  

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  土 居 眞 二 

   城 川 支 所 長  篠 藤 義 直 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

   議  事  係  三 好 祐 介 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第１５７号 西予市行政財産使用料徴収

条例制定について 

   議案第１５８号 西予市半島振興対策実施地

域における固定資産税の不

均一課税に関する条例制定

について 

議案第１５９号 西予市環境基本条例制定に

ついて 

   議案第１６０号 西予市公共下水道事業の設

置等に関する条例制定につ

いて 

   議案第１６１号 西予市公共下水道事業の剰

余金の処分等に関する条例

制定について 

   議案第１６２号 西予市簡易水道事業の設置

等に関する条例制定につい

て 

   議案第１６３号 簡易水道事業に地方公営企

業法の規定の全部を適用す

ることに伴う関係条例の整

備に関する条例制定につい

て 

 ３ 議案第１６４号 西予市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６５号 西予市宇和福祉センター条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１６６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１６７号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６８号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６９号 西予市乙亥の里条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７０号 西予市営土地改良事業分担

金徴収条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１７１号 西予市県営土地改良事業分

担金徴収条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１７２号 西予市立病院看護師等奨学

資金貸与条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第１７３号 西予市病院事業職員の諸手

当に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１７４号 西予市野村介護老人保健施

設つくし苑職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

４  議案第１７５号 西予市総合センターしろか

わ条例を廃止する条例制定

について 

   議案第１７６号 西予市宇和游の里健康セン

ター基金条例を廃止する条

例制定について 

５  議案第１７７号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

議案第１７８号 西予市地域共生型交流拠点

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１７９号 西予市明浜観光交流拠点施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１８０号 西予市野村町エコセンター

の指定管理者の指定につい

て 

６  議案第１８１号 令和元年度西予市一般会計

補正予算(第５号) 

７  議案第１８２号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１８３号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

  議案第１８４号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

(第３号) 

議案第１８５号 令和元年度西予市病院事業

会計補正予算(第１号) 

追加 議案第１８７号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条
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例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１８８号 西予市健康保養地中核施設

の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第１８９号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例を廃

止する条例制定について 

議案第１９０号 西予市野村農業公園条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１９１号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第１９２号 宇和米博物館(旧宇和町小

学校)の指定管理者の指定

について 

   議案第１９３号 西予市みかめ海の駅の指定

管理者の指定について 

   議案第１９４号 西予市みかめ本館の指定管

理者の指定について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第１５７号 西予市行政財産使用料徴収

条例制定について 

   議案第１５８号 西予市半島振興対策実施地

域における固定資産税の不

均一課税に関する条例制定

について 

議案第１５９号 西予市環境基本条例制定に

ついて 

   議案第１６０号 西予市公共下水道事業の設

置等に関する条例制定につ

いて 

   議案第１６１号 西予市公共下水道事業の剰

余金の処分等に関する条例

制定について 

   議案第１６２号 西予市簡易水道事業の設置

等に関する条例制定につい

て 

   議案第１６３号 簡易水道事業に地方公営企

業法の規定の全部を適用す

ることに伴う関係条例の整

備に関する条例制定につい

て 

 ３ 議案第１６４号 西予市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６５号 西予市宇和福祉センター条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１６６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１６７号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６８号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６９号 西予市乙亥の里条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７０号 西予市営土地改良事業分担

金徴収条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１７１号 西予市県営土地改良事業分

担金徴収条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１７２号 西予市立病院看護師等奨学

資金貸与条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第１７３号 西予市病院事業職員の諸手

当に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１７４号 西予市野村介護老人保健施

設つくし苑職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

４  議案第１７５号 西予市総合センターしろか

わ条例を廃止する条例制定

について 

   議案第１７６号 西予市宇和游の里健康セン

ター基金条例を廃止する条

例制定について 

５  議案第１７７号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

議案第１７８号 西予市地域共生型交流拠点

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１７９号 西予市明浜観光交流拠点施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１８０号 西予市野村町エコセンター

の指定管理者の指定につい

て 

６  議案第１８１号 令和元年度西予市一般会計

補正予算(第５号) 

７  議案第１８２号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１８３号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

  議案第１８４号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

(第３号) 

議案第１８５号 令和元年度西予市病院事業

会計補正予算(第１号) 

追加 議案第１８７号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条
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例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１８８号 西予市健康保養地中核施設

の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第１８９号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例を廃

止する条例制定について 

議案第１９０号 西予市野村農業公園条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１９１号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第１９２号 宇和米博物館(旧宇和町小

学校)の指定管理者の指定

について 

   議案第１９３号 西予市みかめ海の駅の指定

管理者の指定について 

   議案第１９４号 西予市みかめ本館の指定管

理者の指定について 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日は早朝より傍聴に来ていただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

ただいまの出席議員は21名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは通告順に発言を許可いたします。 

まず、17番小野正昭君。 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

議長の挨拶にありましたけれども、早朝からの

傍聴、まことにありがとうございます。まずもっ

て御礼を申し上げたいと思います。 

先ほど議長の許可をいただきましたので、通告

に準じて質問をいたしますが、通告のとおり質問

事項が多いため、答弁は要領よく簡潔にお願いを

いたしておきます。 

議会及び議員の務めは、住民の代表、すなわち

代弁者、行政の監視、チェック機能並びに政策の

立案、提言、提案であることはご案内のとおりで

あります。ゆえに、住民の方々のご意見をその代

弁者として、また、私の考えをあわせて質問をい

たしますが、市長、教育長、部課長には厳しく耳

の痛い質問になるかと思いますが、この件をまず

もって申し上げておきます。 

まず１点目として、先の９月議会において、代

表質問及び一般質問に対し、先に市長の答弁をい

たすのが市長の務めであり、また議会に対する礼

儀であると私は思っております。会派を代表する

会長の質問に対して、行政のトップである市長の

答弁がないのは、会派に対し、まことに無礼であ

ると私は考えております。この点いかがか。 

さらに、加藤議員の多機能自治の質問は、今後

の市政の根幹であり重要な質問でありました。ゆ

えに、まず市長が答弁すべきと考えますが、この

件はまさに二元代表制に鑑み、議会はもとより、

会派並びに議員に対しての軽視であります。 

そこでまず、市長の心境と今後の対応をお尋ね

いたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

おはようございます。 

ただいま小野議員からのご質問いただきました

ことにつきまして回答させていただきたいと思い

ますが、二元代表制につきましては、小野議員、

今までも一般質問の中で、いろいろご質問いただ

いて、時季を得て二元代表制に関する質問をいた

だいておりますことは、議会と行政部門の双方の

それぞれの本旨の確認を行う点及びその点検、見

直しができるよい機会であるということと感じて

おります。本当にありがとうございます。 

特に今回のご質問の中で、代表質問、一般質問

の中で、私の答弁のあり方についてご質問をいた

だいたわけでございますが、議員のお尋ねの件に

つきましては、今回の議会の最初の質問者であり

ました二宮議員の答弁に際しましても、私が冒頭

で申し上げましたとおり、市政運営の根幹に関し

ましては市長として判断し、お答えする必要があ

るご質問については私から答弁をすると。そし

て、一方特定の事業の執行状況や行政運営の具体

的問題点へのご指摘、政策課題の提起など、専門

的分野にかかわるご質問に対しましては、現場ま

たは状況を熟知した担当部長から答弁をすること

で、具体的かつ詳細な説明ができると考えており

ます。そのようなスタンスで行っております。そ

の点はご理解をいただきたいと思いますが、ただ

いまご指摘をいただいた点につきましても、十

分、今後考えさせていただきたいと思います。ご

指摘ありがとうございました。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

ただいまの市長の答弁で、ご指摘というような

件がありました。私は思いますのに、専門的な根

幹にかかわることはというふうな答弁がありまし

たけれども、まさに加藤議員の多機能の件は、９

月議会で三好部長の答弁にあるように、市政の根

幹にかかわる質問でありました。これに対して答

弁がなかったのはいかがなものかなと思っており
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ます。この答弁の可否は、主権者である市民の皆

様方の判断に委ねることといたし、次の小規模多

機能自治活動拠点整備事業について質問をいたし

ます。 

この問題は先ほど言いましたように、先の９月

議会で同僚の加藤議員、また、12月５日二宮議員

が質問され、細部には私に任せられた件がありま

すので、誠意ある答弁を期待しながら質問をさせ

ていただきます。 

さて、我が国の政治体制を私なりに大別する

と、歴史的には、中大兄皇子の後の天智天皇によ

る乙巳の変、またその後の孝徳天皇による律令政

治、公地公民制度などから朝廷政治、次に、諸説

はありますけれども、近年は1180年とも、また

は、1185年とも言われる源頼朝の鎌倉幕府から、

1867年徳川慶喜が天皇に体制を奉還したまでの封

建政治、いわゆる武家政治、近年になり、明治維

新政府から、第２次世界大戦までの天皇の国家元

首による政治、その後の主権在民による議会制民

主主義の政治体制、この４変遷が大きな我が国の

政治変遷だと思っております。 

今回の西予市が行おうとしている小規模多機能

自治活動拠点事業は、９月の加藤議員の質問にお

ける三好部長の答弁にもありますように、この取

り組みは、市民と行政の大きな改革となりと、こ

のようにおっしゃっております。私も、この事業

は西予市にとり、先の我が国の政治体制に匹敵す

ると言っても過言でない大変重要な事業であり、

これが改革になるのか。それとも改悪になるの

か。私のみならず、多くの市民の方々、特に三瓶

町民の方々が不信とともに危惧をいたしておられ

ます。西予市の頭脳と言われる職員の中には、よ

く理解できない。時期尚早ではないのかという声

を耳にいたしますが、そこでお伺いをいたしま

す。 

本事業に対する市の今日までの経緯について、

職員に対しての周知はされているのか。また、全

職員に対し、無記名のアンケート調査をされたの

か、その必要性はないのかお伺いをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

改めましておはようございます。 

ただいまの小野議員からのご質問で、職員に対

しての周知、またアンケート調査を実施したのか

というご質問でございますが、この事業につきま

しては平成28年頃から構想があったものでござい

まして、所管部署も旧総合政策課から、旧まちづ

くり推進課に移りまして、計画の骨子を組み立て

ていたところでございます。 

今回の市政懇談会でお示しをしました内容は、

まだ事業のたたき台でございます。庁内におきま

しては、同様の内容を部長会や本庁・支所課長会

でも説明をいたしまして、説明映像を用意した上

で、各課の課内会議等で視聴いただくよう各課長

に依頼をしております。また啓発活動も行ってお

りますが、そのため職員に対しましてのアンケー

ト調査は実施をいたしておりません。加えまして

来年１月６日に仕事始め式を行うわけですけれど

も、そこにおきましても全職員を対象とした事業

の説明に加えまして、同事業を実施することで、

自分たちの仕事がどう変わるのか。また、今後、

地域活動にどう参画していくのかといった、小規

模多機能自治活動拠点整備事業を自分事としてと

らえ考えていく。職員の意識の醸成を図ることと

いたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

部長の答弁では来年１月６日の仕事始めのとき

にと言われましたけども、私はこの事業が始まる

計画のときにやっていただきたかったなと。そう

いう意味で、そうしますと、上意下達ではないの

かなあというふうな気もしますし、また、この西

予市が行おうとしておりますはちのじ整備もそう

ですけれども、行政の一体の原則から、数年後、

現在の係長以下の職員が、この大きな問題につい

て重責を負うことになります。合併時のキャッチ

フレーズでありますけれども、このキャッチフレ

ーズにはそれぞれの５町の特色があり、それをメ

ロディーとなって、あわせてハーモニーとして西

予市の未来をつくると、このようになっておりま

したけれども、それぞれ５町にはいろいろな伝

統、文化、そしてさまざまな方が暮らしておられ

ますので、それを一遍に一体とするのはまだ時期

尚早ではないかなと。モデル地区の採用も一方策

だと私は考えておりますけれども、この点いかが
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でしょうか。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいまの小野議員の上意下達すぎないかとい

うご指摘でございますけれども、私はそうではな

いと思っております。と申しますのも、この制度

が地域交付金、そして地域づくりの活動母体とい

うものが、27の小学校区にできたその歴史の中

で、こういう動きができたのではなかろうかなと

いうことを第一に考えているところでございま

す。 

昨日の二宮議員と中村議員への答弁と重複する

こともございますけれども、小規模多機能自治活

動拠点整備事業は、当市が直面しております人口

減少、そして少子高齢化、財源の減少問題に対応

するため、市民と行政の協働による地域の小規模

多機能自治の推進によりまして、地域のコミュニ

ティの維持、そして活性化を図り、西予市の生き

残りをかけました取り組みでございます。そして

非常に重要なものであると考えております。今回

の市政懇談会の中にでもすぐやりたいと言われる

声もありましたし、関心がないという地域もあり

ました。そして分館問題等も含め、旧町ごとに受

けとめ方の違いというものもあったと私は思って

おります。 

今後は財源や人員の問題を総合的に判断した上

で、先ほどご提案をいただきましたモデル地区を

設定し、その実証実験を見ながら改善点を摘出

し、最終的に令和４年において一斉に同事業をス

タートできるかどうかという点の検証も含めて、

時間をかけ、皆様が納得するような形で事業を進

めていきたいと考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

市長はそういうことはないとおっしゃられまし

たけどもね、私は以前にある会社の人事担当の経

験があります。そのときに耳にした言葉は、退職

者の声に真の声があると言われました。なかなか

人事権を持つ上司には本音は言えないものなんで

すよ。本音は心の奥底に私はあると思っておりま

す。思いやりのある判断を切に望むものでありま

す。すぐに取り組みたいという地域をモデル的に

実施することにつきましても、再度申し上げてお

きます。そのような方策もあるんではないかなと

思います。 

次に２の質問に移ります。 

職員のＯＢ、特に幹部職員は行政のプロであり

ます。また、定年後は地域の要員として、公務員

時代とは異なった体験をされた方々であります。

例えば、向こう３年ないし５年間の退職された三

瓶地区ＯＢ、職員の意見は重要でありますが、ま

た、当を得たご意見が得られると思います。その

方々の意見を聞かれたのか。なければその考えは

あるのかお伺いをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまのＯＢ職員の意見集約はされておるの

かというご質問でございますけれども、ＯＢ職員

の皆様にお集まりいただき、ご意見をお聞きした

ということはございませんですけれども、今回開

催をいたしました市政懇談会、また特に三瓶地区

におきましては分館問題に係る懇談会におきまし

ても、ＯＢ職員の皆様も多く参加をいただきまし

て、実務経験に基づきました貴重なご意見をちょ

うだいしたところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

ぜひ部長判断の一助にしていただいたらなと、

このように思います。 

次に③の質問に移ります。 

先人の方々、例えば、為政者、議会、教育界、

財界の方々は、我が町の進展のため、愛町精神の

もと知恵を出し、汗をかかれた方々であり、豊富

な経験を基盤とされた知識を得られております

が、この件につきご意見を拝聴されたのか。その

方々の中には、まことに唐突である。寝耳に水

だ、おかしい。宇和町行政かとのご意見がありま

す。 

そこでお伺いをいたしますが、旧町の先人の

方々のご意見を拝聴されたのか。なければ、意見

交換の場を設けるべきだと考えますが、その考え

はあるのかお伺いをいたします。 
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○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

先人の方々の意見を拝聴したのかというご質問

でございますけれども、先ほどの答弁と重複する

部分はございますけれども、各地で開催いたしま

した市政懇談会におきまして、旧町の有識者の皆

様にもお集まりいただきまして、ご意見をちょう

だいしたところでございます。 

先ほどのご質問にも答弁しましたとおり、三瓶

地区におきましては、市政懇談会に加え分館問題

懇談会を開催しまして、その中でも貴重なご意見

をいただいたところでございます。 

来年１月に向けて市民検討委員会が開催を予定

としておりますけれども、そこの委員として、旧

町の識者の皆様にも参画いただく予定であります

し、またパブリックコメントなどで広く市民の皆

様のご意見をお聞きし、計画に反映をしていくと

いう予定としているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

通り一遍ではなく、きめの細かい配慮をしてい

ただきたいなと思います。 

来年１月に向けての検討委員会という答弁があ

りましたけれども、この件は後ほど触れたいと思

います。 

次に、本事業に対する疑問点と旧為政者に対す

る配慮について質問をいたします。 

１の公民館及び分館は、法令、条例並びに同施

行規則に規定をされております。集会所の法的根

拠はどこに記されているのか、この点まずお伺い

をいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

集会所の法的根拠はどこにあるのかというご質

問でございますけれども、集会所におけます設置

義務や定義などの法的根拠はございません。集会

所を所有する任意団体であります自治会において

も同様であると思います。自治会におけます活動

の拠点であります集会施設を持つことは、その自

治会の裁量によるところでありまして、施設は自

治会が持つ財産であると思います。このことか

ら、自治会が所有します集会所、またその他の財

産も含むわけでございますけれども、これを地方

自治法の規定により、公の施設として条例等で位

置づけることはないというふうに認識をいたして

おります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

法的根拠がないと言われました。集会所への移

行は、ますます高齢化に向かう三瓶地域の方々の

精神的、経済的不安が増すばかりだと考えられま

す。この点、福祉の観点からもどのように受けと

められておられるのか再度質問をいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

この小規模多機能自治活動拠点整備事業が本格

的にスタートすることによりまして、地域の皆様

への行政サービスの提供方法、また負担の増加が

あるのではないかというような不安に思われてい

る方も多いのではないかというふうに感じている

ところでございます。繰り返しとなりますけれど

も、今回お示しをいたしましたのはたたき台でご

ざいます。 

今後、市民検討委員会などで市民の皆様のご意

見を拝聴し、市民の皆様が、お互い納得できるよ

うな話し合いを経て、行政として、不安解消につ

ながる必要な対策を考えてまいりたいと考えてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

高齢者の方々、地域の方々が不安にならないよ

うな配慮をお願いしていただきたいなと思いま

す。なお、財政運営の件を言われましたけれど

も、この件は後段の疑問点の折りにまたお伺いを

いたします。 

そこで次の質問に移りますけれども、先の７月

４日から10月24日にかけ、計24カ所で行われまし

た市政懇談会、また、三瓶町の公民館長、分館長

会及び地区懇談会の資料には、公民館条例の廃
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止、また、同条例に規定されている分館の見直し

とありますが、その根拠はどこにあるのか、集会

所にしなければならない根拠は何かお伺いをいた

します。 

また、本事業の多機能自治に関する条例を先に

定め、同条例に伴う集会所のあり方など、例えば

管理運営、その他もろもろの施行規則または要綱

を定めて、住民の方々が納得した後に、公民館条

例を廃止、また、同規則を見直すのが筋道だと私

は思います。まずこの点あわせて質問をいたしま

す。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

改めましておはようございます。 

三瓶町の分館につきましては、長年に渡りまし

て、地域の生涯学習の拠点ということで、また、

地域の住民の交流の場として親しまれてまいりま

した。一方で、三瓶町以外の地域の多くでは、集

会所が同じ役割を担ってまいりました。また、地

域の自治活動の拠点という意味においても、分館

と集会所は同じ目的を持っていると考えられま

す。 

ただし、それらの施設の維持管理経費の扱いに

ついては、それぞれ異なっておりまして、分館は

およそ９割を市民が負担しており、集会所はその

全てを住民が負担しているという状況でありま

す。 

今後、本市では、深刻な人口減少が、税収や交

付税の減少を生みましてさらに進んでいくことを

考えますと、市としましては、財政運営の中で、

予算の公平な配分についても考えていかなければ

ならないと思っております。 

このようなことから、利用の実態が集会所とほ

ぼ同じと見られる分館につきまして、管理経費の

負担を集会所と同じ扱いとして、住民の皆様にご

負担いただくというご提案をしているという次第

であります。小規模多機能自治活動拠点整備事業

では、地域づくりの活動拠点といたしまして、現

在の公民館を地域づくり活動センターへ移行し、

活用を図っていくものであります。 

先にご説明をいたしました分館の扱いの見直し

も含めまして、それらを実施する場合には、公民

館及び分館の設置を規定しております西予市公民

館条例を廃止するとともに、新たに同センターを

条例において規定することとなります。手続的に

は廃止と制定は市議会にお諮りした上で、同時期

に行い、途切れることのないよう整理して対応す

る必要があると判断をしておるところでありま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

先ほどの宇都宮部長の答弁で経費の比較はあり

ましたけれども、この件はまた後ほど触れます。 

再質問ですが、先般三瓶で９月18日の市政懇談

会、10月31日の公民館長、分館長会の資料には、

条例を廃止するという文言が記載されておりま

す。条例を廃止しますという表現は、議会で廃止

の議決をされてない現状では、まことに不適切な

表現ではないかと私は強く思っております。議会

で廃止の議決をされていない現状では、そういう

ことはよく考えて、先ほど申し上げたとおり、二

元代表制の軽視につながるのではないかなと、こ

のように推測を私はしております。この件再度ど

のように考えているのかお伺いをいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

議会軽視ではないかというご指摘でございます

けれども、ご指摘のとおり、この条例につきまし

ては、市議会にお諮りをしまして、議会の議決に

よって制定、廃止することができるものでござい

ます。 

今回市民の皆様に向けての説明会の資料につき

ましては、ご提案として、地域づくりの活動拠点

として、現在の公民館を地域づくり活動センター

へ移行して、また活用を図るということを説明さ

せていただいたわけでございます。決して議会軽

視という立場で物事を進めたわけではございませ

んので、この点につきましてはご理解をいただき

たいと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

時間がないのでやめますけども、先の地区懇談
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会、分館の懇談会のときには、順序を経てとか、

何かその手続を経てとかいうふうに改正をしたい

というふうな文章になっておりました。ちょっと

配慮されてるかなと、このように思います。行政

が出す文書でございますので、細心の注意を払っ

ていただきたいなと思います。 

関連質問として、三瓶小学校区の自治交流セン

ターはどこに考えておられるのか。仮に三瓶文化

会館であれば、計画にある商行為はなおさら先に

条例を改正しなければならないと私は思っており

ます。どのように考えているのかお伺いをした

い。 

また、地区住民による営利活動が可能となって

いるが、12月25日、三瓶のＡコープ店、これ販売

店と言うそうですけれども、を除く５店舗が営業

不振で閉店となります。地方の大企業であるＪＡ

のいわゆる営業のプロが、赤字を出し閉鎖をされ

たのに、素人が運営できるのか、甚だ疑問でなり

ません。この件どのようにお考えかお伺いをいた

します。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまのご質問にお答えをいたします。 

まず、三瓶小学校区の地域づくり活動センター

の考えでございますけれども、現在の三瓶東公民

館の状況を見てみますと、三瓶文化会館の事務所

内に三瓶教育課と併設されてるという状況でござ

います。基本的にはこのセンターとなる建物につ

きましては、現存する公民館を想定いたしており

ますけれども、東公民館のセンター化におきまし

ては、今後十分な協議が必要になってこようかと

いうふうに考えております。 

主な争点といたしましては、市民の文化と創

造、それから、生涯学習の推進及び伝統芸能の保

存継承を図ることを目的といたしました三瓶文化

会館の運営が、どのように機能を維持させられる

かにあろうかというふうに思います。三瓶文化会

館の施設全てをセンター化するのか、また部分的

な移行にするのか。また別の施設をセンターとす

るのかといったことを、今後、議論していく必要

があると思っております。仮に三瓶文化会館がセ

ンターとなった場合、西予市三瓶文化会館条例

と、それから今後整備予定であります仮称ではあ

りますけれども、西予市地域づくり活動センター

条例、これをどうすみ分けするか、もしくは統合

させるかなど、慎重な議論が必要となってまいり

ます。いずれにいたしましても、適切な会館の運

営のもと、その活動の目的であるとか、運営形

態、また公益性などを総合的に判断した上で、先

ほど言われましたその営利活動が可能になるもの

であるというふうに考えております。 

次に、営利活動についてのご質問でございます

けれども、今回公民館を地域づくり活動センター

へ移行することに伴いまして、センター内におけ

ます営利活動についての規制を緩和する考えでご

ざいます。これからセンター化によりまして、地

域課題を解決することを目的としましたコミュニ

ティビジネスが展開をされまして、地域が活性化

し、そこに住む住民の皆様が元気になることを期

待しているところでございます。ただ、センター

化するということでコミュニティビジネスを必ず

取り組まなければならないといったようなことで

はなく、そういった取り組みも可能になるといっ

た環境整備も、この小規模多機能の事業の目的の

一つであるということをご理解いただきたいとい

うふうにも思っております。 

次に、センターでの営利活動でございますけれ

ども、コミュニティビジネスと一言で言いまして

も多種多様でございます。市政懇談会で動画をお

見せいたしましたけれども、そこでは地域づくり

組織が商店を営む例を挙げさせていただきました

けれども、交通弱者対策としての送迎ビジネスで

ありますとか、地域食堂の運営、ガソリンスタン

ドの運営など、さまざまな事例があると思ってお

ります。もちろんこれら全てが、センターで運営

されているものではありませんけれども、地域の

実情に応じて、そういったことも可能になるんで

はないかというふうに考えております。 

そして、地域課題解決のためのコミュニティビ

ジネスの展開は、何もセンターの中だけで実施す

るものではないというふうに考えておりまして、

例えば空き家でありますとか、空き店舗、また

は、小学校跡地を活用するということも視野に入

れて、地域づくりに取り組んでいただきたいと思

います。まずは課題解決に向けた活動が継続的に

取り組まれることのできるほどの収益を目標とし

て取り組んでいただければと思います。 
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また、繰り返しになりますけれども、この営利

活動には大きな収益を期待することもあろうかと

思いますけれども、この活動の主な目的は地域課

題を解決するというところでございます。そこら

辺を中心に今後取り組んでいけたらなというふう

に考えておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

部長の答弁で大分考えも変わると思いますけれ

ども、先ほど言いましたように資料でぽっと出ま

すと、そういうふうに市民の方は受けとめるんで

すよ。そこである地区の議員と市民との意見交換

会の席上で、ある市民の方が、行政は最大のサー

ビス機関ではないのかと。非常に冷たい、失望感

を感じた、憤りを感じたという大変厳しい市民の

声があったことを紹介しておきますので、以後、

注意をしていただきたいなと思います。 

次の質問に移ります。 

合併以前の三瓶町は八西地区圏域であり、文

化、経済においても東宇和とは異なり、教育に対

する為政者の考えはまことに熟知なものがありま

した。その根拠として、昭和52年に教育のまち宣

言、昭和60年10月３日には、三瓶町民憲章を制定

しております。また、スポーツのまち宣言もいた

しておりました。そのこと一つ取り上げても、三

瓶町の社会教育、社会体育につき、並々ならぬ理

解と努力をされたのであります。 

そこでお伺いをいたしますが、三瓶町の社会教

育、地域の文化の充実のための公民館法に基づ

き、分館を設立された当時の為政者の思い、お気

持ちをどのように考えておられるか。また、建設

に対し、応分の負担をされた区民の方々のお気持

ちをどのように考え、理解されていられるのかお

伺いをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどの答弁の前に、先ほど私が答弁をさせて

いただきました中でちょっと誤った表現をしてお

りました。訂正をさせていただいたらと思いま

す。 

維持管理経費の扱いについてでありますけれど

も、分館はおよそ９割を、先ほど、私は市民が負

担しというふうに表現をしておりましたが、分館

はおよそ９割を市が負担しということの誤りでご

ざいましたので訂正をさせていただきます。 

今ほどご質問いただきました為政者の思いとい

うところでございますけれども、当時の為政者

は、制度について理解を深められ、ご苦労をされ

た中で、地域の実情を踏まえた対応を判断された

ことに敬意を表するものでございます。 

現在、三瓶町の分館について、市の提案をご説

明し、地域の声をお伺いするため、各分館に出向

きまして懇談会を実施しているところでございま

す。その中で、さまざまな地域事情の中で、地域

の皆様が貴重な寄附を出し合い、建設に至った、

建設当時の地域の熱い思いがあるということが、

さらにわかってきたところであります。集会所も

建設時には、住民負担はございますけれども、教

育を背負った施設としての分館の地域での意味合

いは、他の地域とは異なる部分が大きかったとい

うことが想像できます。このほか、分館での懇談

会の実施は、地域の皆様のご意見、ご意向や施設

の利用実態など、さまざまな点で理解が深まるこ

とにつながり、非常に意味のあるものであったと

感じております。 

教育委員会といたしましては、地域へ出向い

て、地域からいただいた貴重なご意見やこちらが

学ばせていただいたことを市民検討委員会での協

議へつながなければならないと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

私は先の平成30年３月議会において、当時の松

川部長に社会体育について質問をいたしました。

そのときに、将来このような組織は、すなわち、

４課から２課に移管するのは、承知をいたしてお

りました。しかし時期尚早ということで、質問を

ぼかした形で質問をいたしました。まことに予断

ですが、その折小生には身に余るお褒めの言葉を

いただきながら、緊張いたしていたせいかお礼の

言葉を申し上げることができませんでした。まこ

とに失礼しまして、ありがとうございました。遅

ればせながら御礼を申し上げます。 
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それはともかくとして、そのような人を上手に

持ち上げて立てる性格とともに、まことに失礼な

がら、生まれもって、その温和な顔つきと知らず

知らずに人を上手に乗せる術中を持たれておられ

ます。その証が、野村町を始めとする多くの反対

意見があった水道料金の平準化が、何よりを物語

っておると私は思っております。 

この本事業の多機能自治の件も、私は何代か前

の教育長の折に、内々あったのではないかなとこ

のように思っております。今回唐突に出たのでは

なく、地域づくり交付金制度の創設、その背景の

趣旨から見てもうかがえるのであります。 

また今年６月７日施行の第９次地方分権一括法

の中には、自主性及び自立性を高める改革の推進

を図るとあります。そこでなお一層の拍車がかか

り推進されたと私は感じております。 

三瓶町は他町と異なり、先人のスポーツに対す

る熱意により、例えば、スポーツ協会は年間17事

業、スポーツクラブにおいては27事業、16教室の

活動をいたしております。 

そこでお伺いをいたしますが、社会教育同様、

支所組織が４課から２課に移行した後の三瓶町に

おける社会体育の人的及び財政支援をどのように

考えているのかお考えをお伺いいたします。 

○議長 

松川教育長。 

○松川教育長 

おはようございます。 

冒頭に言われましたが、なかなか答弁するのに

気まずい思いをしておるんですが、ご答弁を申し

上げます。 

小規模多機能自治活動拠点整備事業に取り組む

ことによりまして、支所の組織機能が再編された

場合に、社会体育に関する事業はどうなるのかと

いうご質問であろうかと思います。 

現在、市内の社会体育に関する事業や社会体育

施設の管理運営、また、スポーツ協会、スポーツ

クラブが運営、実施される事業への支援等につき

ましては、教育部スポーツ・文化課が主管課であ

りまして、宇和町地域を除く４町では、各支所教

育課や公民館で具体的にかかわっているところで

ございます。 

現在、実施しております社会体育に関する事業

につきましても、地域づくり活動センターへ引き

継がれます。その事業の継続や推進、廃止等につ

きましては、センターで行政と地域住民の皆さん

が一緒になって知恵を出し合いながら、検討して

いただくように考えております。 

一方、議員も申されましたが、小規模多機能事

業に取り組むことによって、今後、これまで各教

育課を含め、教育部で行っておりましたスポーツ

に関する事業の主管部署も改めて見直す必要性も

生じてくると考えております。支所内に現在の各

教育課の機能を持たせるのか、本庁と支所との役

割分担はどうするのか、また、スポーツに関する

事業も地域づくりの大きな要素であります。地域

づくりという広い視点の中で、このまま教育委員

会が所管することがベストなのか等々、あらゆる

角度から検討する必要があると認識をしておりま

す。 

当事業に取り組むことによりまして、市民の皆

様のスポーツに親しむ機会が妨げられたり、利便

性が損なわれることがあってはならないというの

が大前提でございます。小規模多機能事業による

地域づくり活動センター化後も、現在行っており

ます社会体育団体への支援につきましては、組織

や運営費に対する財政支援や各地域で開催される

大会、また、スポーツイベント等におきまして、

関係団体と緊密な連携を図りながら、人的にも引

き続き支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

教育長からそういうお言葉をいただきまして、

安心をしたんですけれどもね。先ほど言いました

部長の時分の答弁書ここに持っとんですけども

ね、議事録を。全くそのようにお考えですので、

引き続き、三瓶町の社会教育、社会体育の支援を

滞りなくやっていただきたいと思っております。 

次に、本事業に対する予算、事業費の疑問につ

いてお伺いをいたします。 

宇和町の７公民館と三瓶町の３公民館及び19分

館の人件費、これは館長、主事、嘱託職員及び維

持管理事業費を比較した場合、宇和町地区７公民

館の平成30年度決算の人件費は6211万3000円、維

持費が833万4000円、計の7044万7000円となり、
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これに対し、三瓶町の３公民館及び19分館の人件

費は、３公民館の館長、主事、嘱託職員及び19分

館長、19分館主事の合計の人件費が3253万6000円

となり、また、公民館及び19分館の維持費は

1195万1000円、合計の4448万7000円であります。

単純に比較した場合でも、三瓶町の３公民館を含

む19分館の経費に際し宇和町の７公民館が約

2596万円高いのであります。高額になっとる決算

になっています。なぜ19分館を、そういうことで

ありますのに、見直さねばならないのか。現状の

ままでよい意見が多々あります。なぜ集会所にし

なければならないのか。その根拠は何かお伺いを

いたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどご指摘いただきました経費差額でありま

す。約2600万円につきましては、小学校区ごとに

地区公民館を７館設置しております宇和町地域と

地区公民館を３館に集約して、19行政区に分館を

設置されております三瓶町地域では、それぞれの

特性や人口、面積規模など踏まえる必要がありま

すことから、単純に比較することはなじまないと

いうように考えております。 

一方で、分館が地域の集会や交流の場として利

用されている実情、これは明浜、宇和、野村、城

川地域の集会所とほぼ同様であると考えておりま

して、それらの施設は、市民が直接毎年の施設維

持経費を支払っているという観点から、制度の見

直しを検討しているというところでございます。 

先ほど申し上げましたとおり、現在各分館へ出

向きまして、現在の公民館及び分館の設置に至っ

た経緯や地域の実情、さまざまなご意見などをお

聞きしているところであります。これらにつきま

して、今後、しっかりと検証する必要があると考

えておりまして、施設の管理運営のあり方につい

て検討してまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

行政の言う趣旨は十分私もわかるんですよ。そ

れで納得のいかないのが多々あるから、やかまし

くと言いますか、厳しくと言いますか、しつこく

と言いますか質問をしておるのであります。 

費用の問題からすると先ほど申しましたよう

に、何ら三瓶町が多くの費用がかかっているので

はありません。集会所で、後ほど述べますけれど

も、公民館の目的、費用から見ても別に変えんで

もええではないかなという声がありますし、私も

そう思っています。 

再質問ですが、仮にそうなるとした場合、規約

の改正まで、大変住民の方々が不安を持たれてお

るんですけども、もし解体とかその諸々の費用は

どうなるのか、その費用補償はあるのかどうかお

伺いをしておきます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

解体までの経費等の話でありますけれども、分

館の解体は、基本的には市が行うべきと考えてお

ります。 

しかしながら、分館を集会所に移行する場合に

おいての施設の解体、建築、修繕、維持管理経費

について、今後地域の皆様のご意見をお聞きし、

要綱を検討する必要があると考えております。そ

の上で、要綱に基づいた年次計画を立てるなど、

地域の皆様の十分なご理解のもと計画的に進めて

いきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

次の質問をいたします。 

西予市公民館条例規則第１章第３条には、公民

館は休日、祝祭日は休館となっております。野

村、城川、俵津等10公民館において職員が配置さ

れているのにもかかわりませず、日直、夜直など

で約232万5000円を計上されているようですけれ

ども、これは何を意味しているのかお伺いをいた

します。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどご指摘ありましたとおり、西予市公民館

条例施行規則第３条におきまして、土曜日及び日

曜、祝日等を公民館の休館日として定めておりま

す。 
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一方で、文部科学省告示「公民館の設置及び運

営に関する基準」におきましては、公民館の開館

日及び開館時間は、地域の実情を勘案し、夜間開

館の実施等の方法により、地域住民の利用の便宜

を図るよう努めるものとあります。明浜、宇和、

野村、城川地域の公民館では、休館日等における

住民サービス等の観点から、かつては日直宿直制

度がありましたが、合併以降見直しを進めてきて

おりまして、現在は、日直夜直制度として、明浜

１館、野村及び城川の全館で臨時職員を任用して

実施をしております。当然のことながら、公民館

の実態は、各公民館によっても相違が見られまし

て、そこには、これまで地域住民と公民館が長年

にわたって取り組んできた経緯や実情がございま

す。日直夜直制度のある公民館は、夜間や休日の

施設利用や社会体育施設のかぎの受け渡しなど、

直接地域住民の生活に影響を与えることが多いた

め、日直夜直にかかる人件費を予算計上し、継続

実施しているというところでございます。 

しかしながら、明浜地区の一部と宇和及び三瓶

地区では、日直夜直制度がなく、市の今後の財政

状況を踏まえて、市内を公平にする観点から、制

度の見直しを検討してまいりたいと考えておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

先ほど私緊張いたしまして１けた間違うとりま

した。夜直などで約2325万円であります。これか

ら検討するということですので、ぜひ公正公平な

運営をお願いしておきます。 

それでは、そうなりましたら、同施行規則の第

22条をどのように解釈すればいいのか、この点簡

単に答弁願います。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどおっしゃいましたのは公民館条例施行規

則22条の関係であろうと思いますけれども、職員

が勤務日以外に事業のため勤務したときは代休を

受けることができるということにしております。

ただし書きにありますとおり、日直勤務の場合は

この限りではないとされておりまして、日直は代

休での扱いはしていないというところでございま

す。 

答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

法律とか規則をつくるプロがつくっております

ので、要領よくつくっとるなというのが第一印象

ですね。それは今後また検討するということです

ので、検討の方向を注視したいと思います。原則

代休ではないかなと思うんですけども、この多機

能の事業は、私は矛盾だらけではないかなと感じ

ております。 

例えば９月議会で加藤議員の自治センターのス

ケジュールの質問に、三好部長の答弁は、本年１

月には地域づくり活動センターに向けて、市民検

討委員会を設置しますとあります。地区の考え、

また意見がまとまっていない現状で、市民検討委

員会を設置するのは性急過ぎるのではないかな

と。地域の意見をよく精査をした上で、設置すべ

きではないのかなと。ああしまったということで

は、行政においては断じて許されないのでありま

す。そのことを進言いたしておきます。 

また、平成の合併時にはご案内のとおり甘い汁

で合併をしましたけれども、その後三位一体によ

り、交付税の大幅な減額があったのはご案内のと

おりであります。 

先ほど申し上げたとおり、国の第９次地方分権

一括法は、衣の下に鎧、もしくは脇差があるので

はないかなと懸念をいたしております。よほど気

をつけてやらなければいけないのではないかな

と。また先ほどの市長の答弁を私なりに精査する

と、私はあえて集会所に移管しなくとも、現分館

の制度、目的からしても、十分その地域の充実、

自助、共助が保たれとるのではないかなと理解を

しております。また、いたしました。 

それから最後の質問でございますけれども、も

うこの質問は、先に細部にわたり、市長の一般質

問に対して、意思表示がありましたので、まこと

に市長申しわけありませんが、市長のご意見はそ

こで聞きましたので、申しわけありません。 

しかしながら、ただ進言をしておきますと、一

番大事なのは、私は教育だと思うんですよね。そ

のいわゆる方針の中で教育の面が触れられてなか
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ったなと。これがやはり市長、私落ち度だったな

と、残念だったなと、このように思っておりま

す。やはり何の根本も、まずは教育です、教育か

ら始まると私は思ってます。その点、お願いと言

いますか、進言をいたしておきます。 

さらに市長は行政のトップであります。一面政

治家の面も持っておられます。やっぱり政治とい

うのは、正しいことを何回も何回も繰り返す。そ

うやって、治はいわゆる「水を治める者は国を治

める。」大は、いわゆる大地ですね、大地と水を

治めるのが政治なんですよ。そういう観点のもと

で頑張っていただきたいなと。市長の任期も後少

しになり、400メートルトラックに例えますと、

トップコーナーですが、過ぎてもう直線で、もう

テープはその目の前に来ております。そこで最後

の追い込みでございますけど、まことに市長の前

にして失礼かつ老婆心でありますけれども、これ

は前三好市長にも申し上げましたが、今後の市長

の言動は、特に注意をしていただきたいなと。

再々言いますように、徳川260年の基礎をつくっ

た徳川秀忠のように、２代目を目指す市長であり

ましたら、軸足をしっかりと地において、強い意

志と思想を持たれることを期待いたし、そこで、

秋霜烈日という４文字熟語を送り、今回の質問を

閉じたいと思います。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時02分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時15分） 

次に、14番中村敬治君。 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

改めまして、皆さんおはようございます。会派

こころざしの中村敬治です。 

ただいま議長から一般質問の許可をいただきま

したので、第４回定例会での最後の一般質問をさ

せていただきます。 

まず最初に、西予市の環境行政についてお尋ね

いたします。 

このことは、ことし６月の第２回定例会で一般

質問をいたしました。その中で再生可能エネルギ

ーの開発行為規制やコウノトリとツルの保護・保

全に向けての環境基本条例制定と環境審議会の審

議会設置の考えをお尋ねしました。それに対して

市は、国及び県の新たな環境基本計画を見据えた

中で、環境基本条例や環境審議会の必要性につい

て調査研究したいとの答弁がありました。このよ

うな行政答弁は一般的には判断の先送りか、すぐ

には積極的に取り組まないなどの否定的な答弁と

して私は理解しておりまして、そのときは大変残

念に感じた次第でございます。 

しかしあれから６カ月もたたない先月末の第４

回定例会開会日に、西予市環境基本条例案を提案

いただき、また、その条例案の中で、西予市環境

審議会を置くと明文化されています。一般質問を

した６月以降、積極的に調査研究をされて、今回

条例案として提出いただいたことに大変感謝して

おります。 

西予市環境基本条例案の第９条の環境基本計画

の策定についてお伺いします。 

環境基本法の体系では国の環境基本法が最上位

に位置づけられ、その下に分野別の基本法、さら

にその下に個別法が制定されております。西予市

環境基本条例案を見ましても、基本理念や施策の

基本方針、環境保全のための組織づくり等の基本

的、抽象的な規定が主なもので、その実効性が問

題となってきます。 

今回の条例案は西予市にとって、環境行政の入

り口の基本的取り組みであり、政策に基づいた計

画を立てることが重要となってきます。施策の基

本方針にかかわる第９条の環境基本計画策定は今

後どのように進められるのかお伺いします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

改めましておはようございます。 

環境基本計画の策定についてお答えをいたしま

す。 

環境基本計画は、環境保全施策の総合的、計画

的な推進の中心となる計画で、環境施策の基本的

な方向性を示すものとなります。今後の策定スケ

ジュールといたしましては、令和２年度に基礎調

査を実施し、令和３年度に計画策定を予定してお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 
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ただいまの答弁で令和３年度に基本計画策定と

いう答弁がありました。遅れないように、なるべ

く早く策定をしていただきたいと思います。 

再質問になりますが、第９条第５項に「環境基

本計画を定めたときはこれを公表する」とありま

すが、計画実行には進捗管理が大切であります。

毎年の進捗状況などを公表することで、市民にわ

かりよく、また実効性を担保していくことも必要

だと思います。いわゆるＰＤＣＡサイクルへの取

り組みについてお伺いいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

環境基本計画の進捗管理とその公表につきまし

てお答えをさせていただきます。 

先ほども申しましたが、環境基本計画につきま

しては、基本理念や施策の基本的な事項を定める

こととしておりまして、計画の中で、基本方針や

基本的な施策を盛り込むこととなります。それら

を達成するためには、どういった目標や成果指標

を設定し、進捗管理をどう行い、その成果をどう

公表していくのかということが重要となりますの

で、計画策定の中で、議員もおっしゃりましたよ

うに、ＰＤＣＡサイクルを意識して、十分に検討

していきたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

次に、本条例の施行規則や要綱の制定について

はどのように考えておられるかお伺いいたしま

す。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

環境基本条例に関します施行規則や要綱の制定

についてお答えをいたします。 

環境基本条例は、まちの環境に関する施策等の

理念や基本的な考え方を包括する位置づけを持つ

ものであるため、具体的事項についての規定は、

別の条例等に委ねることになり、本条例において

は施策の方向づけを規定しております。施策の方

向づけに必要な事項は、条例内に規定しています

ので、この条例に対する施行規則等を制定する予

定はございません。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

続きまして、③の再生エネルギー発電事業に関

する条例制定についてと、④の同条例の施行規則

制定についてお伺いいたします。 

2016年６月に、固定価格買取制度、いわゆるフ

ィードイン・タリフ制度、ＦＩＴ法が改正されて

おります。この改正ＦＩＴ法によって、事業者

は、事業内容、事業の円滑かつ確実な実施の見込

み及び発電設備の３項目について基準が設定され

ています。あわせて、同法施行規則も改正され、

条例を含む関係法令の規定の遵守が、認定基準の

中に織り込まれています。つまり、各自治体が独

自に制定している条例についても、その規定の遵

守が事業者には求められることとなっています。

また、既に認定を受けた発電事業計画が認定基準

に適合しなくなったとき、経済産業大臣は認定を

取り消すことができるようにもなっています。 

このため、発電設備の設置工事の段階や供用開

始後に関する条例の定めも必然的にその実効性が

担保されたものとなります。したがって各自治体

独自の規制、または手続を定めた条例を制定する

意義は極めて大きいと言えます。 

これに伴って条例の新規制定を行う動きは、全

国的に広がってきています。６月議会の一般質問

後のことですが、聞くところでは上島町では条例

制定前は、発電事業者からの問い合わせがたくさ

ん来ていたそうです。しかし条例制定後は激減し

たとのことであります。また、愛南町の条例は地

元地域への配慮が行き届いた内容となっていま

す。伊方町のガイドラインは発電事業者の善意に

期待する部分が大きくなっているもののようで

す。 

そこでお伺いします。西予市再生可能エネルギ

ー発電事業に関する条例制定と同条例の施行規則

制定については、どのように取り組まれるかお伺

いいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

再生可能エネルギー発電事業に関する条例や施
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行規則等の制定についてお答えをいたします。 

地球温暖化対策やエネルギー対策として、太陽

光発電施設を初めとした再生可能エネルギー発電

施設の導入が進んでおりますが、その一方で、こ

れらの施設が、自然環境や魅力ある景観に影響を

及ぼしている事例もあり、また、適正に設置及び

維持管理されていない場合には、異常気象時にお

ける災害発生も懸念され、安心・安全な生活環境

が脅かされることに対する不安も高まってきてお

ります。再生可能エネルギーは、原子力発電施設

等の代替エネルギーとして重要な位置づけを持つ

ものですが、自然環境や生活環境に及ぼす影響を

可能な限り低減し、地域と共生していくことが、

今後の再生可能エネルギーの発展にとって重要な

要素の一つであると考えておりますので、施設の

適正な設置と維持管理を目的とした条例及び施行

規則について、現在、検討を進めているところで

ございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいまの答弁で、新規条例及び施行規則の制

定に向けて現在検討を進めているとの積極的か

つ、前向きな答弁をいただきましてまことにあり

がとうございます。 

ご承知のように宇和町伊賀上地区からは、９月

26日に西予市へ太陽光発電設備の設置に関する反

対陳情書が地域住民の半数以上、約200人の署名

簿とともに提出されております。また、10月７日

には愛媛県へも同様に提出されております。四国

経済産業局へもその写しが送付されているところ

でございます。また、宇和町卯之町の鬼窪地区で

は、太陽光発電施設の設置直下の住宅の皆さん

は、災害の発生を大変心配されております。そし

てまた市内での小規模の風力発電を計画されてい

る方も、私も直接聞いております。 

新規条例をできるだけ早く速やかに検討いただ

きまして、議会への成案の提出をよろしくお願い

したいと思っております。 

また、関連質問になりますが、宇和のナベヅル

は昨年10月末から90羽くらい飛来しまして、こと

し３月上旬まで越冬していました。しかしことし

は12月になってもナベヅルもコウノトリも定着し

ておりません。昨年と変わったことといえば、餌

場とねぐらの飛行ルートの近くに大型風車８基が

回転を始めたことと、そのうち４基の頭頂部に

は、航空法に基づく大きな航空障害灯が、夜間に

も明るく点滅が始まったことがあります。ジオパ

ークと連携しながら田園ロマンの里構想に基づ

き、自然に由来する地域資源として積極的に有効

活用することが期待されているだけに、継続した

飛来が途絶えるのではないかと心配されていると

ころです。今のところ、今後に期待するしかあり

ませんが、市のお考えがあればお聞かせいただき

たいと思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

ご質問のございました風力発電施設により、ナ

ベヅル等の定着に影響を受けているのかにつきま

しては、現時点ではそのようなデータや根拠等も

ございませんので、はっきりと申し上げることは

できませんが、今後の渡来状況や定着について、

十分注視してまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

続きまして、西予市環境影響評価条例の制定に

ついてお伺いします。 

平成５年に環境基本法が制定されまして、その

中の第20条の環境影響評価推進の条文によって、

平成９年に環境影響評価法、いわゆる環境アセス

メント法が施行されております。これは一定規模

以上の事業、また計画に対して、各種の規制値の

遵守を前提として、事業が与える環境影響評価を

個別に予測し、周辺環境との関係で影響を好まし

い状況に抑制することを目的としています。この

手続により、事業者が自主的に環境配慮の対応を

行うことが期待されております。 

その後、平成11年３月には愛媛県環境影響評価

条例が制定され、同年５月には施行規則が制定さ

れています。 

そこで、西予市においても、西予市環境影響評

価条例を制定する考えはないかお伺いいたしま

す。 

○議長 
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藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

環境影響評価条例の制定についてお答えをいた

します。 

環境影響評価につきましては、大規模開発事業

等による環境への影響を事前に調査するものであ

るため、環境影響評価法にて、対象事業規模の基

準が定められており、その基準に満たない規模の

事業についても、愛媛県が検討を重ねた上で、愛

媛県環境影響評価条例にて独自の基準を定めてお

ります。 

現時点で、市で独自に条例を制定する予定はご

ざいませんが、再生可能エネルギー発電施設の環

境影響評価については、県内では、環境影響評価

法による太陽光4万キロワット以上、風力1万キロ

ワット以上の規模しか対象となっていませんが、

愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部改正によ

り、令和２年４月１日からは、新たに2万キロワ

ット以上の太陽光発電施設と5,000キロワット以

上の風力発電施設も評価の対象となる予定でござ

います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

再質問になりますが、条例や規則は自治体の環

境行政において一定の行為を義務づけたり誘導し

たりする上で非常に有効な道具でございます。要

綱も任意でありますが、相手方の協力により実現

されるものです。 

先ほど藤井部長の答弁にもありましたが、愛媛

県では来年４月から、地域の実情に合わせた行政

運営を行うために、愛媛県環境影響評価条例施行

規則を一部改正し、法律の基準より厳しい基準を

追加する、いわゆる上乗せを行う予定となってお

ります。西予市においては、地元から防災上問題

視される再生可能エネルギー発電事業の規模はさ

らに小さく、県条例では対象にならないものが多

いと考えられます。 

このため、西予市の独立条例を制定していただ

き、上乗せや横出し規定を駆使しながら、防災や

景観などに配慮した、地域の実情に合った簡素な

条例や規則が必要ではないか、この点を重ねてお

伺いいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

ご質問にお答えをいたします。 

愛媛県の条例の基準に満たない規模の発電事業

につきましては、環境影響評価の義務はございま

せんが、本議会に上程しております西予市環境基

本条例の第11条におきまして、環境に著しい影響

を及ぼすおそれのある事業を実施する場合には、

事業者の努力義務ではございますが、適正に調

査、予測及び評価の実施を求めているところでご

ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ありがとうございました。 

次に、財政改革に係る公共施設の再編、統廃合

についてお尋ねいたします。その中の公共施設等

総合管理計画に係る公共施設の現状についてお伺

いしたいと思います。 

国や各自治体は住民生活や企業活動に不可欠な

公共建造物である社会資本を整備しているところ

でございます。これらを大きく分けると、道路、

橋梁、港湾、上下水道などの公共土木施設と、学

校施設、社会教育施設、図書館、福祉施設、文化

施設、体育施設、公営住宅、観光施設などのいわ

ゆる箱物と言われる公共施設に分類することがで

きます。切迫した課題として迫られているのはこ

の箱物の再編でございます。公共土木施設は、地

域間の住民を結ぶネットワークとしての機能を果

たしています。 

したがって、同じ社会資本でも、公共土木施設

については廃止することは基本的には考えられ

ず、適切なマネジメントを継続することとなろう

と思います。一方、公共施設は住民の権利や利便

性に対する配慮ができれば、廃止するという選択

肢があります。そこでは、政策的な対応が求めら

れてくるものです。 

まず、西予市の公共施設の現状はどうなってい

るのかお伺いしたいと思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 
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ただいまの中村議員からの公共施設の現状につ

きまして回答させていただきます。 

平成30年度の決算におきまして、当市が所有い

たします建物のみの公有財産でございますけれど

も、1,315件、総延べ床面積が42万5725平米とな

っておりまして、そのうち、老朽化比率が100％

を超える、いわゆる耐用年数として定められた期

間を経過した建物、これが627件で、全体の約半

数を占めておりまして、延べ床面積につきまして

は10万7143平米、全体の約25％ということとなっ

てございます。この老朽化した建物の割合として

多いのが、公営住宅で190件、続きまして、消防

詰所で52件などでございます。 

今後の人口推計を踏まえますと、この建物の集

約化に加えまして、公共施設の半数を占める老朽

化した建物の除却方針が喫緊の課題ではないかと

いうふうに考えております。建物構造にもよるわ

けでもございますけれども、解体費用の平米単価

を3万円と仮定した場合、税抜でも約32億1400万

円の除却費用が発生する計算となります。この建

物の除却につきましては、有利な財源がなく、一

般財源に頼らざるをえない状況でございます。 

これに加えまして、既存の建物の長寿命化やラ

ンニングコスト、これらを考えますと、今後当市

の財政状況に応じた適切な公共施設管理体制が強

く求められると考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいまの答弁で、現在対応年数を超過してい

る建物が、個数で約630件、約半数を占めており

ます。また、延べ床面積では25％程度という答弁

がございました。これは西予市にとって大変な問

題ではないかと認識したところでございます。 

次に、公共施設等の解体撤去事業に関する調査

結果の概要についてお伺いしたかったのですが、

これは2013年に総務省から全国一斉に公共施設等

の解体撤去事業に関する調査があったわけです

が、保存年限の関係から西予市ではデータが存在

しないということで質問を省略したいと思いま

す。 

公共施設の抱えている問題に対して、施設の老

朽化や稼働率、人口減少社会の人口動態、また、

厳しさを増す財政見通しなどの客観的な指標でも

って、公共施設の将来の再編や統廃合を検討中で

はないかと思います。 

そこで、公共施設等総合管理計画の概要につい

てお伺いしたいと思います。 

老朽化している公共施設等の把握と対策は、国

に言われるまでもなく、各自治体が当然行わなけ

ればならないことでございます。西予市の公共施

設等総合管理計画の概要はどうなっているのかお

伺いいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまの公共施設総合管理計画の概要につき

まして答弁させていただきます。 

総務省が進めます公共施設等総合管理計画につ

きましては、平成26年４月22日付け、総務大臣通

知によりまして、平成28年度末までに全国の自治

体に策定要請があったものでございます。 

各自治体におきましては、公共施設等の全体を

把握し、長期的視線に立って、総合的かつ計画的

な管理を行うことを目的とし、所有施設等の現状

や施設計画全体の管理に関する基本的な方針を定

めているところでございます。 

平成31年３月末の調査では、全国1,741の市区

町村中、99.8％に当たります1,738団体が同計画

を策定済みといたしておりまして、当市におきま

しても、平成28年に第一版が策定をされ、公共施

設の種別ごとに施設の方向性が示されているとこ

ろでございます。平成31年３月には内容が改定を

されまして、耐震性のない公共施設につきまして

は、新規賃貸借契約を締結しないという内容を追

記いたしました。 

また、当計画につきましては、国より指針の改

定が示されておりまして、今年度につきまして

は、同計画の不断の見直し、充実やユニバーサル

デザイン化の推進方針等の内容の改定を、来年度

は、建物数全体や維持管理、更新等にかかります

中長期的な経費の見込みを改定していく予定とい

たしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 
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公共施設等総合管理計画は全庁的に取り組む必

要があるわけでございますが、しかし所管する部

署がばらばらとなっているのが実態ではないかと

思います。全体としてコントロールすることが非

常に困難ではないかと考えております。 

しかし、一方公共施設は、基本的人権の保障や

住民の公共的欲求、公民性の涵養、コミュニティ

に果たす役割、地域の将来との関係、住民の主体

的な力量など、公共施設を取り巻くさまざまな条

件や機能を加味した判断が求められてくると思い

ます。 

次に、公共施設に関する基本方針についてお尋

ねいたします。 

原理原則からすると、公共施設は本来的には、

住民の共有財産であり、社会経済状況に合わせて

それをどのように活用するかは、最終的には住民

の判断に委ねられるべき事柄です。しかし、実際

には、住民が自律的に判断することは大きな困難

が伴っております。急激な人口減少、高齢化や財

政的制約が不可避的に進んでいます。 

そのような中で、西予市の公共施設政策はどの

ように行われていくべきなのでしょうか。公共施

設等総合管理計画は、全ての公共施設に関する状

況把握と全体の縮減を要請しているところでござ

います。しかし、現状を見ると、市内の旧町ごと

に次々と大規模な新規施設の建設や建設計画に着

手されております。城川町のジオ拠点施設整備事

業、野村支所周辺を含む再開発、ＰＦＩ方式にお

ける卯之町はちのじまちづくり、明浜町のジオリ

ゾート整備事業、三瓶町せいよチャレンジ・スペ

ース整備事業など、たくさんございます。 

一貫性のある公共施設再編計画があるのかどう

か、あるとすればどのようにこれを見ていけばよ

いのか。また、西予市の公共施設の統廃合はこれ

から本格的に進められるべきとすれば、早急に公

共施設に関する基本方針を定めて、総合的に取り

組むべきではないかと思います。市民にも基本的

な政策方向を早く提示できるようにすべきではな

いかと思います。その辺をお伺いいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

基本方針につきましてご答弁させていただきま

す。 

西予市公共施設等総合管理計画におけます公共

施設等の管理に関する基本方針につきましては、

原則として、新規の公共建築物は建設しないとい

たしておりまして、保有施設の総量縮減をうたっ

ているところでございます。ほかにも、近隣にあ

ります他の施設との複合化や統廃合の検討、隣接

する市町や県との広域連携、施設の予防保全、建

物の廃止、除却の進め方などを規定しておりま

す。 

しかしながら、議員ご指摘のとおり、今年度

は、ジオの恵み！ジオリゾートプロジェクト、ま

た、せいよチャレンジ・スペースプロジェクトな

ど、地方創生交付金や補助金事業などを活用した

新しい建物を建設いたしております。この背景に

は、より有利な財源が確保できたという点もござ

います。新規に建設した建物の維持管理費用は、

建築費用の７倍程度のコストがかかるというふう

に言われております。 

今後は、施設分類ごとに建設計画やランニング

コストを分析して、記載しました個別計画を国が

求める令和２年度末を目標に策定いたしまして、

将来にわたって、建物のランニングコストが財政

負担とならないよう財政部局とも連携をいたしま

して、新規建物建設時の慎重な議論が行えるよ

う、庁内のガバナンスをきかせていく体制を整え

てまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいまの答弁で、新規に建設した建物の維持

管理費用は、建築費の７倍程度のコストがかかる

という答弁がありましたが、大変大きな経費が建

築後にかかってくるということになります。 

今後は説明のありましたように、庁内のガバナ

ンスをしっかり保ちながら取り組んでいただきた

いと思っております。 

次に、公共施設に関連する財政負担について、

その中の地方財政措置についてお伺いいたしま

す。 

公共施設等総合管理計画の策定を前提とした国

の地方財政措置はどのようになっているのでしょ

うか。特に、除却について、地方債の特例措置が

創設されておりますけども、その対象や期間、充
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当率等はどうなっているか。現時点では交付税措

置もないという答弁がございましたが、問題が先

送りとなっていきますが将来世代にツケが回ると

いう批判が、そういうことで出ております。これ

らについて今後どう対応するのかお伺いしたいと

思います。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

財政措置につきましてお答えをいたします。 

公共施設の管理に特化しました財源措置といた

しましては、公共施設等適正管理推進事業債がご

ざいまして、こちらは令和３年度までの時限措置

でございます。財政力指数が平成30年度決算で

0.25の当市の場合につきましては、事業費の50％

までしか交付税措置がされないということとなっ

ております。合わせまして、近年大きな財政負担

となりつつあります建物の除却につきましては、

交付税措置が手当てされない状況でございます。 

このことにつきましては、市長からも市長会に

交付税措置拡充の提言をしていると同時に、愛媛

県におきましても、重要事項要望ということで認

識され、国への働きかけをしていただいてるとこ

ろでございます。 

このように、公共施設管理に関します有利な財

源がないため、比較的補助率の高い地方債や地方

創生交付金を用いて、解体費用や建設費用を賄っ

ているのが現状でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

除却について現在では適切な財源措置がされて

いないという答弁がございました。したがって今

後、国に対してしっかりと、全国的な一体となっ

た動きを通じて、そういう新しい制度を創設して

いただくよう頑張っていただきたいと思います。 

次に、建設費や維持管理費、管理運営コストに

ついてお伺いいたします。 

公共施設に関連する財政負担は、建物に直接的

に関係する建設費や維持管理費のほかに、人件

費、管理委託費、光熱費などの管理運営経費があ

りますが、それぞれの額はどうなっているのか。

また、市の一般会計歳出総額の何％ぐらいになっ

ているのかお尋ねいたします。 

○議長 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

ただいまのご質問にお答えをいたします。 

平成30年度の公共施設の管理経費につきまして

は、約19億2700万円であり、決算額に占める割合

は約６％でございます。管理経費の内訳といたし

ましては、正職員、臨時職員等の人件費が約12億

3400万円、光熱水費、施設保守管理委託料等が約

6億9300万円となってございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいまの答弁で一般会計歳出決算においての

パーセントで大体６％ぐらいになると言われて、

今説明があったわけですが、６％ぐらいであれ

ば、まあまあいい数値で推移しているのかなと私

は個人的に感じたところでございます。 

次に、担当部署の新設についてお尋ねいたしま

す。 

過疎地域では特に手遅れとならないよう地元住

民に復元力があるうちに、早急に公共施設再配置

担当部署を設置して、本格的に取り組むべき時期

に来ているのではないかと考えておりますが、そ

の辺のところのお伺いいたします。 

○議長 

宗副市長。 

○宗副市長 

ただいま、公共施設に関する担当部署の設置に

ついてのご質問をいただきました。 

公共施設等の適正管理、マネジメントにおきま

しては、施設情報の分析や公会計と連携した資産

管理、施設建設・改修時の全体最適化、また除却

施設計画の策定、統廃合の検討等、多岐にわたる

業務が発生いたします。 

現在、当市では兼務職員１名で対応をしており

ますけれども、公共施設等総合管理計画策定後に

発生する、こうした事務量に対する体制が十分に

整ってないという状況にございます。また、先に

答弁いたしましたように、公共施設等の老朽化の

対策が喫緊の課題となっているところであり、厳

しい財政状況が続く中、既存の公共施設を効率的
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かつ効果的に維持更新するとともに、公共施設の

統廃合や再配置等、施設のあり方そのものを含め

た検討を、継続的、計画的に行い、財政負担の軽

減と平準化を図る必要があるというふうに考えて

おります。 

そこで来年度から、新たに専門の係を設置しま

して、公共施設の管理体制の充実が図れるよう、

現在検討を進めているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいま副市長から、新年度には新しい係を設

置するとの答弁をいただいたところでございま

す。 

公共施設の再編等の取り組みはこれから長期間

にわたって続くものです。行政による上からのマ

ネジメント計画と地域住民による下からの自治計

画を適切に融合することが最も肝要でございま

す。 

現在も取り組まれております小規模多機能自治

活動拠点施設整備事業も、この中に当然含まれて

くることとなります。今後、行政は住民の暮らし

と住民自治の視点に立って、この問題に取り組ん

でいただき、誤りのない行政推進に努めていただ

きたいと思っております。 

また、行政だけでなく、地域住民みずからが、

公共施設の問題をみずからの課題として受けとめ

ていただき、そのあり方を考えなければならない

時期に来ていると思っております。 

以上で、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。大変ありがとうございました。 

○議長 

以上で、一般質問を終結といたします。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前10時56分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後１時00分） 

次に、議案順に質疑を行いますが、質疑の内容

は大綱のみに願います。 

 （日程２） 

○議長 

日程第２、議案第157号「西予市行政財産使用

料徴収条例制定について」から、議案第163号

「簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を

適用することに伴う関係条例の整備に関する条例

制定について」までの７件を一括議題といたしま

す。 

これより本案７件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

議案第159号「西予市環境基本条例制定につい

て」質疑をさせてもらいます。３点についてお尋

ねいたします。 

西予市環境基本条例案と類似の条例を制定して

いる県内の市町はどこにあるかということ。 

そして２番目として、第22条の常設の環境審議

会委員10名、５区分の仕分けがされております

が、人数配分はどのようになっているのかという

こと。 

第３点として、６月の一般質問では、その条例

の必要性について調査研究をしたいとの答弁があ

ったわけです。11月29日の本会議初日に、この条

例案の提案理由の説明はお聞きしました。早速の

取り組みで大変ありがたいことではありますが、

環境問題がこの数カ月で急変したわけでもござい

ません。なぜ短期間で調査研究が急に進み、条例

案の提出に至ったのか、その辺お尋ねいたしま

す。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

中村議員からのご質問にお答えをいたします。 

まず１つ目のご質問の環境基本条例の県内の状

況についてお答えをさせていただきます。 

県内では、６市４町が条例を制定しておりまし

て、今後、２市１町が制定予定とお聞きをしてお

ります。 

続きまして、２つ目のご質問の環境審議会委員

につきましては、現在検討中でございます。 

そして、最後に３つ目の質問でございますが、

こちらのほう６月議会でも調査研究するというよ

うな答弁をさせていただきましたが、急にやった

わけではなく、以前からこの環境基本条例につい

ては、担当課でも検討を行っておりました。提案

理由や一般質問の答弁でも申し上げたとおり、今
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日の環境問題は、廃棄物増加などの身近なものに

とどまらず、温暖化に伴う気候変動や大規模災害

の発生など、地球規模に広がってきております。

また、身近なところでは、原子力に変わる環境に

優しい再生可能エネルギーの普及が、逆に、地域

の自然環境や生活環境を脅かすといった問題も発

生しております。このような中で、これら環境問

題を改善していくためには、市民、事業者及び行

政が環境に対する共通の認識を持ち、それぞれが

環境に配慮した取り組みを行っていくことが必要

と考え、市といたしましても、環境基本条例の制

定が必要と判断したものでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

２番目にお尋ねしました常設の環境審議会委員

10名、５区分の中には、まず最初に環境の保全に

関し学識経験のあるものとされておりますので、

できるだけ西予市に見合った形でのバランスのと

れた学識経験のある方を多く委員として入れてい

ただきたいと思います。これはもう常設になりま

すので、いろいろ提案がされてきましても、いろ

いろなそういう事業計画が出てきましても、全て

に対応は難しいと思いますけれども、できるだけ

想定した上で、委員を人選していただきたいと、

専門の委員をよろしくお願いします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

貴重なご意見ありがとうございます。 

十分にそういう点も考慮しながら検討したいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第157号及

び議案第158号の２件は総務常任委員会へ、議案

第159号は厚生常任委員会へ、議案第160号から議

案第163号までの４件は産業建設常任委員会へ付

託いたします。 

 （日程３） 

○議長 

次に、日程第３、議案第164号「西予市特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」か

ら、議案第174号「西予市野村介護老人保健施設

つくし苑職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例制定について」までの11件を一括

議題といたします。 

これより本案11件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第164号、

議案第168号及び議案第169号の３件は総務常任委

員会へ、議案第165号から議案第167号まで及び議

案第172号から議案第174号までの６件は厚生常任

委員会へ、議案第170号及び議案第171号の２件は

産業建設常任委員会へ付託いたします。 

 （日程４） 

○議長 

次に、日程第４、議案第175号「西予市総合セ

ンターしろかわ条例を廃止する条例制定につい

て」及び、議案第176号「西予市宇和游の里健康

センター基金条例を廃止する条例制定について」

の２件を一括議題といたします。 

これより本案に対する一括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第175号は

総務常任委員会へ、議案第176号は厚生常任委員

会へ付託いたします。 

 （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、議案第177号「西予市宇和文

化会館の指定管理者の指定について」から、議案

第180号「西予市野村町エコセンターの指定管理

者の指定について」の４件を一括議題といたしま

す。 

これより本案に対する一括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております議案第177号か

ら議案第180号までの４件は、西予市指定管理施

設調査検討特別委員会に付託することにご異議あ

りませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第177号か

ら議案第180号までの４件は、西予市指定管理施

設調査検討特別委員会に付託することに決定いた

しました。 

 （日程６） 

○議長 

次に、日程第６、議案第181号「令和元年度西

予市一般会計補正予算（第５号）」を議題といた

します。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

議案書の16ページ、教育費、保健体育総務費の

保健体育総務庶務事業70万4000円です。 

ご説明では、東京2020オリンピック聖火リレー

負担金というふうにご説明があったと思うんです

けれども、西予市においてのオリンピック聖火リ

レーの応募状況がわかりましたら教えてくださ

い。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどの聖火ランナーの応募者の人数の関係で

あったと思いますけれども、59人の方が応募をさ

れまして53人の方が有効となっております。６人

の方は書類等の不備のため無効となっておる状況

でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第181号の

うち、指定管理施設管理運営業務委託について

は、西予市指定管理施設調査検討特別委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第181号に

ついては、関係各常任委員会及び西予市指定管理

施設調査検討特別委員会へそれぞれ付託いたしま

す。 

 （日程７） 

○議長 

次に、日程第７、議案第182号「令和元年度西

予市介護保険特別会計補正予算（第３号）」か

ら、議案第185号「令和元年度西予市病院事業会

計補正予算（第１号）」までの４件を一括議題と

いたします。 

これより本案４件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第182号及

び議案第185号の２件は厚生常任委員会へ、議案

第183号及び議案第184号の２件は産業建設常任委

員会へ付託いたします。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後１時12分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後１時14分） 

お諮りいたします。 

ただいま市長から提出されました議案第187号

「西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例制定について」か

ら、議案第194号「西予市みかめ本館の指定管理

者の指定について」までの８件を本日の日程に追

加し、追加日程として議題にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、本案８件を本日

の日程に追加し、追加日程にすることに決定いた

しました。 

 （追加） 
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○議長 

追加日程第１、議案第187号「西予市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」を議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

議案第187号「西予市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、西予市特別職報酬等審議会から

の答申を踏まえ、市議会議員の月額報酬及び費用

弁償の支給について改正するものであります。 

平成31年第１回定例会において、西予市議会議

員定数及び報酬等検討特別委員会委員長から、議

員報酬の増額、常任委員会の委員長の報酬加算、

会議等出席に伴う交通費の支給などに係る調査研

究結果の答申報告があり、その後、議長から特別

委員会の報告内容にかかわる特別職報酬等審議会

への諮問依頼がございました。この依頼を受けま

して、市では、特別職報酬等審議会を設置し、議

会からの諮問事項について、改めて諮問し、慎重

に審議をいただき、先般答申をいただきました。 

答申では、議員報酬の改定状況及び議員定数の

推移、社会経済情勢の変化や市の財政状況など、

当市を取り巻く諸情勢を総合的に勘案し、議会活

性化の重要性が増大する中、求められる議員活動

の範囲や内容に鑑み、月額報酬を引き上げること

が妥当であり、その額は、合併当時の報酬額相当

が妥当と判断されました。また、常任委員会等の

委員長の報酬加算については、全国の状況を踏ま

え、当面は加算しないことが適当と判断されてお

ります。附帯意見としまして、議員活動の多様

化、広域化が進む中、より一層の議会の活性化を

図るため、会議等の出席に対する費用弁償を検討

することを求められました。 

市では、審議会からの答申を踏まえ、これを尊

重することとし、議員の月額報酬を合併時の金

額、現状よりも３％増額し、また、議員の本会

議、委員会及び議会会議規則で定める議会の運営

等に関する協議等の場への出席に対し、車賃相当

の費用弁償を支給するよう本条例の一部を改正す

るものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

森川一義君。 

○19番森川一義君 

市長にお伺いします。 

政治は議員目線でなく、市民目線で行わないと

いけないと思います。市民の立場に立って行動し

てください。仮設住宅に住んでおられる方々のこ

とをよく考えて、仮設住宅に住んでる方は、市民

の報酬を上げるよりか下げてくれっていう考え方

の方が多いのです。33万3000円の報酬なら議員は

毎日市役所へ出勤しないといけないと思います。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま森川議員からのご質問に対してお答え

をさせていただきたいと思います。 

森川議員がおっしゃるとおり、昨年災害から今

日まで、まだ復旧・復興の途上であり、市民の皆

さんも大変、被災に遭われた方、そうでない方も

含めて、いろんなご苦労をされておるということ

は承知をしております。 

しかしながら、合併、平成16年に報酬を決めま

した。その金額は、平成18年に財政事情等により

まして３％減額をされております。その間、議会

は31名の定数から、今回18名の定数への削減とし

て、皆さんそれぞれの協議の熟慮、市民のご意見

もお聞きになられた中で、そういう結論を出され

たものと思っております。そしてそのことによ

り、市議会議員お一人おひとりの活動範囲も広が

っております。そして、合併からの経済の成長、

いろんなものを勘案しますと、議会から、特別委

員会から答申がありました金額には及びませんけ

れども、合併時の金額というのは妥当ではなかろ

うかなと私は考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ただいま市長からも、合併時の報酬が妥当では
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ないかと答弁がございました。平成18年に減額さ

れた分、３％カットになった分を、合併時の報酬

に戻すべきではないかという答申もあり、市長も

そう思われたということですが、ちょっとお尋ね

したいのは、減額は、当時18年の減額改正で、市

長ほか副市長、教育長も減額されているんじゃな

いかと思いますが、その減額はいまだ復元されて

ないんじゃないかという気がするわけですけど

も、その辺のことをお尋ねした上で、あともし仮

にそれが上がってないということであれば、やは

り市三役のバランス上からも、議員だけが片務的

に上がるというのはどうなのか、そういう点。そ

してまた、県内でもいろいろ議論されました。西

条市なんかでも、議員報酬アップについては、今

回見送るというような結果になっておるようでご

ざいますので、南予の西予市で、こういう1万円

程度でございますけれども上げるということが先

鞭をつけますと、非常にイメージダウンになる面

もあるんじゃないかと。また、市が上げれば、県

内の各市、特に南予の各市も追随してくるんでは

ないかと、私は個人的に思うわけですが、その辺

はいかがお考えでしょうか。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

理事者の報酬も議員の皆様が上げるんであれば

上げるべきではないかというご提案をいただいた

わけでございますけれども、西予市の面積も変わ

っておりませんし、業務は多岐にわたってはおり

ますけれども、全体的な市民の皆さんを対象とす

る、そして西予市全体の行政を考える上で、平成

18年と私自身は変わってない。ただ議員は先ほど

も申しましたように、31名が18名に変更をされて

おります。面積は変わっていないということは、

その中で果たされる範囲、そして時間というもの

は増えていると私は解釈をしておりまして、理事

者の分については、据え置きで構わないのではな

かろうかなと思っております。 

そして、このことが全県下に影響をするんでは

なかろうかというようなお話でございますが、そ

れは、各市町の中で、それぞれにご検討をいただ

く項目であると思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第187号は

議会運営委員会へ付託いたします。 

 （追加） 

○議長 

追加日程第２、議案第188号「西予市健康保養

地中核施設の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例制定について」から、議案第190号「西予

市野村農業公園条例を廃止する条例制定につい

て」までの３件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第188号「西予市健康保養地中核施設の設

置及び管理に関する条例を廃止する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

西予市健康保養地中核施設は、健康資源である

温泉水を活用して、市民に健康づくりの場を提供

し、あわせて、保養、休養など、生活の質の向上

や地域間交流の促進に資する施設として、平成

17年から指定管理者による運営を行っておりま

す。 

しかしながら、当該施設の運営につきまして

は、圏域人口の減少、近隣の類似施設等の競合等

により経営を持続することが困難となったため、

公益性と収益性の観点から民間事業者の企画力や

ノウハウを活用し、地域経済の活性化とインバウ

ンドを含めた交流人口の拡大を図るため、施設を

譲渡し、運営事業者を公募することといたしまし

た。 

その結果、先般、西予市観光関連施設等貸付等

選定委員会におきまして、譲渡先候補者が決定し

ましたので、所要の手続を進めるため、令和２年

４月１日を施行日として、西予市健康保養地中核

施設の設置及び管理に関する条例を廃止するもの

でございます。 

以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 
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議案第189号「西予市宝泉坊ロッジの設置及び

管理に関する条例を廃止する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

西予市宝泉坊ロッジは、市民に健全な健康保養

の場を提供し、生活福祉の向上と健康の増進を図

り、あわせて、地域間交流の促進に資する施設と

して、平成17年から指定管理者による運営を行っ

てまいりました。 

しかしながら、当該施設の運営につきまして

は、圏域人口の減少、近隣の類似施設等の競合等

により、経営を持続することが困難となったた

め、公益性と収益性の観点から民間事業者の企画

力やノウハウを活用し、地域経済の活性化とイン

バウンドを含めた交流人口の拡大を図るため、施

設を譲渡し、運営事業者を公募することといたし

ました。 

その結果、先般、西予市観光関連施設等貸付等

選定委員会におきまして、譲渡先候補者が決定し

ましたので、所要の手続を進めるため、令和２年

４月１日を施行日として、西予市宝泉坊ロッジの

設置及び管理に関する条例を廃止するものでござ

います。 

続きまして、議案第190号「西予市野村農業公

園条例を廃止する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

西予市野村農業公園は、西予市の特産品開発、

乳製品の加工販売及び地域食材の提供等を通じた

総合交流ターミナル施設として、平成18年から指

定管理者による運営を行ってまいりました。 

しかしながら、当該施設の運営につきまして

は、社会情勢の変化や観光客の嗜好の変化により

来場者が年々減少し、経営を持続することが困難

となったため、公益性と収益性の観点から民間事

業者の企画力やノウハウを活用し、地域経済の活

性化とインバウンドを含めた交流人口の拡大を図

るため、施設を譲渡し、運営事業者を公募するこ

とといたしました。 

その結果、先般、西予市観光関連施設等貸付等

選定委員会におきまして、譲渡先候補者が決定し

ましたので、所要の手続を進めるため、令和２年

４月１日を施行日として、西予市農業公園条例を

廃止するものでございます。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定いた

だきますようお願いを申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案第188号は

厚生常任委員会へ、議案第189号及び議案第190号

の２件は産業建設常任委員会へ付託いたします。 

 （追加） 

○議長 

次に、追加日程第３、議案第191号「西予市獣

肉処理加工施設の指定管理者の指定について」か

ら、議案第194号「西予市みかめ本館の指定管理

者の指定について」までの４件を一括議題といた

します。 

理事者の説明を求めます。 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議案第191号「西予市獣肉処理加工施設の指定

管理者の指定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

本施設は、西予市で捕獲した有害鳥獣を地域資

源として活用し、イノシシ及びニホンジカの解体

処理作業並びに精肉加工を行い、鳥獣害防止並び

に獣肉の特産品化により、地域の活性化に寄与す

ることを目的として、平成23年度から運営をして

おります。施設の管理運営につきましては、質の

高いサービスの提供とコストの低減に努めるとと

もに、積極的かつ効率的な施設の運営を図るた

め、指定管理者制度により行うこととしており、

先般、指定管理者の公募を実施した結果、２件の

申請があり、西予市産業部指定管理者審査委員会

での審査を経て、株式会社ありがとうサービスを

指定管理者の候補者として選定いたしましたの

で、その指定について議会の議決を求めるもので

ございます。 

選定理由といたしましては、さまざまな形態の

飲食店を経営していることに加え、協力関係にあ

る食品加工業者、小売業者もあり、解体処理した

獣肉の販売、加工が十分に見込めること。また、

施設の職員配置につきましては、市内から適任者

を雇用することを前提にスムーズな施設運営を検
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討されていることから、施設の効用を最大限に発

揮し、管理を安定して行う人的、物的能力を有し

ており、また、将来において安定的な経営が見込

まれると判断したものであります。 

なお、指定管理者候補の概要及び事業計画等に

つきましては、参考資料をご参照ください。 

続きまして、議案第192号「宇和米博物館（旧

宇和町小学校）の指定管理者の指定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

本施設は、展示閲覧型の文化施設から、用途や

機能の一部を変更して、オフィスやインキュベー

ションカフェなどとして活用し、米文化と木造校

舎の歴史等の情報発信等に加え、仕事を生み、人

を呼び込むことを目的とした施設であります。 

今回、指定管理期間満了に伴いまして、指定管

理者候補者を公募したところ、現指定管理者であ

る１社からの応募があり、一般社団法人ゼネコン

ネックスを選定いたしましたので、その指定につ

いて議会の議決を求めるものであります。 

選定に当たりましては、西予市産業部指定管理

審査委員会にて審査を行い、これまでの実績、運

営方針等を審査した上で、蓄積された運営ノウハ

ウ、経営改善に対する取り組みや経営努力などを

総合的に勘案し、この施設の管理を引き続き行わ

せることが適当と判断したものでございます。 

なお、指定管理者候補の概要及び施設運営計画

概要につきましては、別添の参考資料をご参照く

ださい。 

続きまして、議案第193号「西予市みかめ海の

駅の指定管理者の指定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

西予市みかめ海の駅は西予市三瓶地区中心市街

地における商業の振興と地域の活性化を推進し、

あわせて、農水産物の高度利用、地域住民の憩い

と相互交流、都市住民との交流を図るにぎわい拠

点施設として、平成19年４月に開館いたしまし

た。 

今回、指定管理期間満了に伴いまして、指定管

理者候補者を公募したところ、現指定管理者であ

る１社からの応募があり、みかめホールディング

株式会社を選定いたしましたので、その指定につ

いて議会の議決を求めるものでございます。 

選定に当たりましては、西予市産業部指定管理

者審査委員会にて審査を行い、これまでの実績、

運営方針等を審査した上で、当該候補者が地域の

実情に精通しており、民間事業者の発想と手法で

柔軟な運営が期待されること。また、質の高いサ

ービスの提供とコストの低減に努めるとともに、

積極的、効率的な施設の運営が図られることなど

を総合的に勘案し、この施設の管理を引き続き行

わせることが適当と判断したものであります。 

なお、指定管理者候補の概要及び施設運営計画

概要につきましては、別添の参考資料をご参照く

ださい。 

続きまして、議案第194号「西予市みかめ本館

の指定管理者の指定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

西予市みかめ本館は西予市三瓶地区中心市街地

における宿泊施設不足の解消と地域間交流の促進

を図り、あわせて、中心市街地の活性化を推進

し、地域の発展に寄与するにぎわい拠点施設とし

て、平成17年４月に開館した施設であります。 

今回、指定管理期間満了に伴いまして、指定管

理者候補者を公募したところ、現指定管理者であ

る１社からの応募があり、有限会社みかめ本館ト

ータルサービスを選定いたしましたので、その指

定について議会の議決を求めるものでございま

す。 

選定に当たりましては、西予市産業部指定管理

者審査委員会にて審査を行い、これまでの実績、

運営方針等を審査した上で、当該候補者が地域の

実情に精通し、ジオスポットめぐりなど、市内観

光への拠点施設として、積極的な運営が図られて

いること。また、民営手法の観点から効果的な管

理運営を行われており、宿泊客の満足度の向上な

ど、その実績が認められること。公の施設として

の効果を最大限発揮でき、効率化やコスト低減の

面でも、その能力を十分有していることなどを総

合的に勘案し、この施設の管理を引き続き行わせ

ることが適当と判断したものであります。 

なお、指定管理者候補の概要及び施設運営計画

概要につきましては、別添の参考資料をご参照く

ださい。 

以上４議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

酒井産業部長。 
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○酒井産業部長 

議案第192号で、法人名を誤っておりました。

法人ＺＥＮＫＯＮ－ｎｅｘでございます。失礼し

ました。 

○議長 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

194号、これは恐らく指定管理者特別委員会に

付託されると思いますんで、我々の産建の所管で

はないので、それに注視をしたいと思いますが、

194号で、ちょっと２、３点お聞きをしたいので

すが、以前に一般会計で設置をした海水の調整の

機械は現在どうなっているのか。 

２点目に、ややもすると商工会が主体性を持っ

て連携をせないけないのに、どうもその連携不足

ではないかという声が漏れ聞こえるんですけれど

も。これは行政として、商工会とよく連携を保つ

ようにという指導をしていただきたい。 

これは質問ではないです、要望です。 

１点のいわゆる海水の冷却装置いうんですか

ね、調整装置いうんですか、これの現状について

お伺いをします。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午後１時45分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後１時47分） 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

私の最初の質問194号と言いましたので、その

質問は全て取り消していただいて、再度193号の

みかめ海の駅の件について質問をします。 

この件は、恐らく特別委員会に付託をされ、私

は産建常任委員会ですけれども、審査されません

ので、発言をさせていただきますけれども、１点

目は、常設をされました海水の調整器、ちょっと

名称のはっきりした名称は記憶はないんですけれ

ども、それが現在どのようになっているのか。今

後どのように考えられているのか、これが１点。 

それともう１点、商工会の方々との意見をよく

交わしますけれども、あまり海の駅との交流がな

いように、またいろいろな会議にも出てないよう

なご意見があるようですが、これはやはり一体と

なって、商工会と連携をしながら事業を始めてい

ただきたいなと、このように思いますので、その

指導をお願いしたいと思いますが、この２点質問

をいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

１点目の小野議員のご質問でありますが、海水

の調整する機械でございますが、今のところ休止

している状態でございます。ただし今回の指定さ

れる業者には、指定の委員会の折に、あそこのマ

ンボウを飼っていたところも、業績が物すごくい

いみたいなので、自分の会社で何とかしていただ

かないでしょうかというお願いはしているところ

でございます。 

それから、商工会との連携と言われるのは、こ

の会社が商工会と連携していないという意味だろ

うと思って答弁をさせていただきますが、その部

分につきましても指定管理者に商工会等とも十分

相談しながら事業をしてくれというような指導を

していきたいと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

小野正昭君。 

○17番小野正昭君 

１点目の調整機械の件ですけれどもね、当初は

ご存じのようにマンボウだったんですよね。恐ら

くもうこれマンボウの捕獲いうのは、皆無に等し

いんではなかろうかな。これは海水温等の変化等

であると思いますけれども、せっかくある機械設

備ですのでね、マンボウにこだわることなく、い

わゆる海水、自然に強い、いわゆるたこが強いの

か、いかが強いのか私わかりませんけれども、そ

の辺のところをよく精査してせっかくある設備で

すので、子どもたちが来てそういう海の小動物と

触れ合えるような設備に、ぜひ残していただきた

いなと思いますので、その辺、どうされるのか再

度答弁をお願いします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

小野議員は三瓶出身でございますので、蔵貫に

あるメダカを飼っておられるような施設も知って

おられると思うんですけど、この指定管理者から
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は、そういうふうなメダカとか、そういうものの

淡水魚を飼って子どもたちが喜んでいただくよう

なことにしたらどうかというような提案はござい

ましたが、これは補助事業でございまして、やっ

ぱり海水を使った魚にしてほしいというところま

では私のほうも詰めておりますので、事業者がま

た考えていただくものと思いますし、そのように

指導していきますんでよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております議案第191号か

ら議案第194号までの４件は、西予市指定管理施

設調査検討特別委員会に付託することにご異議あ

りませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第191号か

ら議案第194号までの４件は、西予市指定管理施

設調査検討特別委員会に付託することに決定いた

しました。 

議会運営委員会、各常任委員会及び特別委員会

において、各議案について十分審査を行い、最終

日の本会議において、委員会審査の経過と結果に

ついて各委員長の報告を求めることといたしま

す。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

12月20日は午後２時から会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午後１時52分 
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令和元年第４回西予市議会定例会会議録（第５号） 

１．招 集 年 月 日 令和元年１２月２０日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和元年１２月２０日 

          午後 ２時００分 

１．閉     会 令和元年１２月２０日 

          午後 ４時３３分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

    ８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総務企画部長  三 好 敏 也 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長  酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  土 居 眞 二 

   城 川 支 所 長  篠 藤 義 直 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  山 住 哲 司 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

   議  事  係  三 好 祐 介 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

１  議案第１５７号 西予市行政財産使用料徴収

条例制定について 

   議案第１５８号 西予市半島振興対策実施地

域における固定資産税の不

均一課税に関する条例制定

について 

議案第１５９号 西予市環境基本条例制定に

ついて 

   議案第１６０号 西予市公共下水道事業の設

置等に関する条例制定につ

いて 

   議案第１６１号 西予市公共下水道事業の剰

余金の処分等に関する条例

制定について 

   議案第１６２号 西予市簡易水道事業の設置

等に関する条例制定につい

て 

   議案第１６３号 簡易水道事業に地方公営企

業法の規定の全部を適用す

ることに伴う関係条例の整

備に関する条例制定につい

て 

   議案第１６４号 西予市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６５号 西予市宇和福祉センター条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１６６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１６７号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６８号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６９号 西予市乙亥の里条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７０号 西予市営土地改良事業分担

金徴収条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１７１号 西予市県営土地改良事業分

担金徴収条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１７２号 西予市立病院看護師等奨学

資金貸与条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第１７３号 西予市病院事業職員の諸手

当に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１７４号 西予市野村介護老人保健施

設つくし苑職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

  議案第１７５号 西予市総合センターしろか

わ条例を廃止する条例制定

について 

   議案第１７６号 西予市宇和游の里健康セン

ター基金条例を廃止する条

例制定について 

  議案第１７７号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

議案第１７８号 西予市地域共生型交流拠点

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１７９号 西予市明浜観光交流拠点施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１８０号 西予市野村町エコセンター

の指定管理者の指定につい

て 

  議案第１８１号 令和元年度西予市一般会計

補正予算(第５号) 

  議案第１８２号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１８３号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１８４号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

(第３号) 

議案第１８５号 令和元年度西予市病院事業

会計補正予算(第１号) 

 議案第１８７号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制
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定について 

 議案第１８７号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制

定についてに対する修正案 

   議案第１８８号 西予市健康保養地中核施設

の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第１８９号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例を廃

止する条例制定について 

議案第１９０号 西予市野村農業公園条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１９１号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第１９２号 宇和米博物館(旧宇和町小

学校)の指定管理者の指定

について 

   議案第１９３号 西予市みかめ海の駅の指定

管理者の指定について 

   議案第１９４号 西予市みかめ本館の指定管

理者の指定について 

 ２ 委員会の閉会中の継続審査の件 

追加 議案第１９５号 乙亥会館災害復旧建築工事

変更請負契約について 

   議案第１９６号 乙亥会館災害復旧機械設備

工事変更請負契約について 

   議案第１９７号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１９８号 西予市特別職の職員で常勤

のものの給与等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１９９号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２００号 令和元年度西予市一般会計

補正予算(第６号) 

議案第２０１号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第３号) 

議案第２０２号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第３号) 

    議員派遣の件について 
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本日の会議に付した事件 

１  議案第１５７号 西予市行政財産使用料徴収

条例制定について 

   議案第１５８号 西予市半島振興対策実施地

域における固定資産税の不

均一課税に関する条例制定

について 

議案第１５９号 西予市環境基本条例制定に

ついて 

   議案第１６０号 西予市公共下水道事業の設

置等に関する条例制定につ

いて 

   議案第１６１号 西予市公共下水道事業の剰

余金の処分等に関する条例

制定について 

   議案第１６２号 西予市簡易水道事業の設置

等に関する条例制定につい

て 

   議案第１６３号 簡易水道事業に地方公営企

業法の規定の全部を適用す

ることに伴う関係条例の整

備に関する条例制定につい

て 

   議案第１６４号 西予市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６５号 西予市宇和福祉センター条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１６６号 西予市特別会計条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１６７号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６８号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１６９号 西予市乙亥の里条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１７０号 西予市営土地改良事業分担

金徴収条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１７１号 西予市県営土地改良事業分

担金徴収条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１７２号 西予市立病院看護師等奨学

資金貸与条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第１７３号 西予市病院事業職員の諸手

当に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１７４号 西予市野村介護老人保健施

設つくし苑職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

  議案第１７５号 西予市総合センターしろか

わ条例を廃止する条例制定

について 

   議案第１７６号 西予市宇和游の里健康セン

ター基金条例を廃止する条

例制定について 

  議案第１７７号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

議案第１７８号 西予市地域共生型交流拠点

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第１７９号 西予市明浜観光交流拠点施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１８０号 西予市野村町エコセンター

の指定管理者の指定につい

て 

  議案第１８１号 令和元年度西予市一般会計

補正予算(第５号) 

  議案第１８２号 令和元年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１８３号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１８４号 令和元年度西予市公共下水

道事業特別会計補正予算

(第３号) 

議案第１８５号 令和元年度西予市病院事業

会計補正予算(第１号) 

 議案第１８７号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制
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定について 

 議案第１８７号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制

定についてに対する修正案 

   議案第１８８号 西予市健康保養地中核施設

の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第１８９号 西予市宝泉坊ロッジの設置

及び管理に関する条例を廃

止する条例制定について 

議案第１９０号 西予市野村農業公園条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１９１号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 

   議案第１９２号 宇和米博物館(旧宇和町小

学校)の指定管理者の指定

について 

   議案第１９３号 西予市みかめ海の駅の指定

管理者の指定について 

   議案第１９４号 西予市みかめ本館の指定管

理者の指定について 

 ２ 委員会の閉会中の継続審査の件 

追加 議案第１９５号 乙亥会館災害復旧建築工事

変更請負契約について 

   議案第１９６号 乙亥会館災害復旧機械設備

工事変更請負契約について 

   議案第１９７号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１９８号 西予市特別職の職員で常勤

のものの給与等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１９９号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第２００号 令和元年度西予市一般会計

補正予算(第６号) 

議案第２０１号 令和元年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第３号) 

議案第２０２号 令和元年度西予市農業集落

排水事業特別会計補正予算

(第３号) 

   議員派遣の件について 
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  開会 午後２時00分 

○議長 

ただいまの出席議員は21名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

お諮りいたします。 

12月９日に行われた議案質疑の際、小野議員か

ら、議案第193号を議案第194号とした発言を全て

取り消したい旨の発言がありました。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よってこの発言は取り消

すことに決定いたしました。 

本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、議案第157号「西予市行政財産使用

料徴収条例制定について」から、議案第185号

「令和元年度西予市病院事業会計補正予算（第１

号）」までの29件、及び議案第187号「西予市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例制定について」から、議案第

194号「西予市みかめ本館の指定管理者の指定に

ついて」までの８件を一括議題といたします。 

各委員会における審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

まず、議会運営委員会委員長、藤井朝廣君の報

告を求めます。 

藤井朝廣委員長。 

○藤井議会運営委員会委員長 

議会運営委員会審査報告。 

去る12月９日の本会議において、当委員会に付

託されました議案１件について、12月13日に委員

会を開催し審査を行いましたので、その経過と結

果についてご報告を申し上げます。 

議案１件については採決の結果、賛成多数によ

り原案可決決定といたしました。 

これより議案審査の過程において、委員より出

されました意見、担当部課長からの説明等を抜粋

して報告をいたします。 

議案第187号「西予市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」では、今回の条例改正は、西予市特

別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、市議会議

員の月額報酬及び費用弁償の支給について改正す

るもので、平成31年第１回定例会におきまして、

西予市議会議員定数及び報酬等検討特別委員会の

調査結果に基づき、市議会議長から市長へ特別委

員会の報告内容に係る特別職報酬等審議会へ諮問

依頼があり、特別職報酬等審議会を設置し、議会

からの諮問事項について慎重に審議いただきまし

た。 

審議会の答申では、議員報酬の改定及び議員定

数の推移の状況、社会経済情勢の変化や市の財政

状況など、当市を取り巻く諸情勢を総合的に勘案

し、議会活性化の重要性が増大する中で、求めら

れる議員活動の範囲や内容を鑑みると、月額報酬

を引き上げることが妥当であり、その額について

は、物価の変動を含む社会一般の情勢、また、他

団体の議員報酬との均衡もあわせ判断すると、合

併当時の報酬額相当が妥当。 

常任委員会等の委員長の報酬加算については、

委員長の重責は理解されつつも、県下においてま

だ導入の事例がないこと、全国の自治体もまだ４

分の１程度ということで、当面は加算しないこと

が適当。 

また、審議会の附帯意見として、役職に応じた

今後の報酬加算の検討、議員活動の多様化、広域

化が進む中、より一層の議会の活性化を図るため

に、会議等の出席に対する費用弁償を検討するこ

とが求められた。 

市では特別職報酬等審議会での答申を尊重する

こととし、議員の月額報酬を合併時の金額、現状

より３％増加した金額、にするものであると説明

がありました。 

また、議会の本会議、委員会及び議会の会議規

則で定めている議会の運営等に関する協議等の場

への出席に対して、車賃相当の費用弁償、往復で

１キロ当たり37円、を支給するものであるとの説

明がありました。 

委員からは、今回の条例改正は、合併当時の金

額に戻っただけで実質的な増額になっていない

が、西日本豪雨災害などを鑑み、賛成。合併時か

ら定数も削減され、活動範囲が広くなり、なり手

がなくなってきている。自分の仕事をやりながら

本当に議員が出られるのか。今のままであったら

実際にできない環境であるが、審議会が出した結
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論であり賛成。費用弁償について理解いただいた

ことには感謝するが、特別委員会での議論の結論

が、審議会委員に多少は理解していただいている

が、本意としては理解されてなかったという気持

ちである。今後、議会、議員活動などを理解して

もらえるような努力をしていくべきだが、今回の

条例改正に対しては反対など、さまざまな意見が

出されました。 

なお、採決終了後、委員全員より、本案につい

ては、西予市議会議員定数及び報酬等検討特別委

員会での結論を理解し、景気や社会情勢、広範囲

な議員活動などを鑑み、少なくとも市議会議員改

選時期に特別職報酬等審議会において諮られたい

との附帯決議が出され、採決の結果、全員一致を

もって附帯決議をすることに決しました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和元年12月20日、議会運営委員会委員長、藤

井朝廣。 

○議長 

次に、総務常任委員会委員長、佐藤恒夫君の報

告を求めます。 

佐藤恒夫委員長。 

○佐藤総務常任委員会委員長 

総務常任委員会審査報告を行います。 

去る12月９日の本会議において、当委員会に付

託をされました議案７件について、12月11日に審

査を行いましたので報告をいたします。 

審査の結果は、お手元に配信の委員会報告書の

とおりであり、議案７件はいずれも原案のとおり

可決決定をいたしました。 

議案第169号「西予市乙亥の里条例の一部を改

正する条例制定について」では、乙亥会館全体の

建設完了予定が来年３月となっているが、工事の

進捗状況等はとの質疑があり、11月末現在、予定

出来高32％に対し実施出来高29.3％であり、多少

遅れはあるものの、工程の取り戻しを図りながら

ほぼ順調に推移していると工程会議で確認をして

いる。予定どおり４月からの供用開始に向けて進

めていきたいとの答弁がありました。 

議案第175号「西予市総合センターしろかわ条

例を廃止する条例制定について」では、総合セン

ターしろかわの図書交流館もあわせて廃止すると

のことだが、図書交流館自体をなくすということ

かとの質疑があり、城川分館については、総合セ

ンターとあわせて廃止ということになる。城川に

は、公民館の中に図書交流館の分館を設けてお

り、城川支所があるところには、近くに公民館が

ないため、総合センターしろかわに図書交流館分

館があったが、利用率も低く、利用していただい

ている方についてはご理解をいただいているとの

答弁がありました。 

次に、議案第181号「令和元年度西予市一般会

計補正予算（第５号）」の総務常任委員会所管分

について抜粋して報告をいたします。 

財政課所管分では、財政調整基金について、今

回の補正後に残高が23億7900万円程度になるとい

う説明があったが、西予市の適正規模はとの質疑

があり、西予市では、標準財政規模の約２割を基

本としている。単年度で見ると、標準財政規模の

20％以上の赤字が出たら、財政再生計画を定めな

ければならないため、各自治体においては、最低

でも単年度20％以上は基金として保有したいとい

うことで積み立てをしているのが現状である。財

政調整基金は、年度間の調整が目的であるので、

当市においては20％にこだわらず、決算状況と今

後の中長期財政計画により、可能な範囲で積み立

てを考えているとの答弁がありました。 

総務課所管分では、この補正予算は、10月に発

生した台風19号被害に伴い、愛媛県が福島県本宮

市の対口支援団体として指定されたことに伴い、

県内市町と連携し短期職員派遣での支援を行うこ

と。また、宮城県丸森町から直接市長に復旧復興

のマネジメントの協力要請があったことに伴い、

それぞれ市町に派遣する職員18名分の経費を見込

み計上するものであるとの説明がありました。派

遣職員の情報交換はとの質疑があり、派遣をした

職員に対しては、現在、職務上使っているパソコ

ンと同じものを持参されており、本市役所のネッ

トワークにつながるように設定し、現地での活動

等については随時報告が上がり、職員間での共有

は図られているとの答弁がありました。 

危機管理課所管分では、国土強靱化地域計画策

定支援業務委託の委託先はどこになるのかとの質

疑があり、専門性のあるコンサルタント会社にな

ると思うが、西予市の地域事情等、既に実績のあ

るところも含めて検討しているとの答弁がありま

した。また、国土強靱化計画というハード対策、

ソフト対策があるが、ハード対策は、多額の費用
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と時間がかかるが、どちらが中心になってくるの

かとの質疑があり、昨今の計画は、全てソフト・

ハードが両輪となって進めていくということが大

前提となっており、ハード対策はもちろんのこ

と、ソフト対策にも重点を置き、ソフトとハード

とが両輪で進んでいけるような計画にしたいと考

えているとの答弁がありました。 

復興支援課所管分では、災害伝承展示室整備等

委託1243万9000円の債務負担行為であり、災害伝

承展示室は、平成30年７月豪雨被害の記憶と記録

を後世に伝承するため、西予市復興まちづくり計

画に基づき、乙亥会館内に整備するものであり、

発災から２年となる令和２年７月からの供用開始

を目指している。展示のコンセプトは、４つのゾ

ーンに分けて展示を考えており、この基本方針を

もとに整備していく考えであるとの説明がありま

した。委員からは、学校教育の学びの場として、

小学生などへの配慮をしているのかとの質疑があ

り、展示室を子どもたちの防災学習に使っていた

だき、野村町だけでなく西予市全体の被災状況を

お知らせするとともに、それぞれ違った災害や、

その歴史についても展示する計画であるとの答弁

がありました。 

まちづくり推進課所管分では、地域づくり交付

金制度の見直しを行うため、制度改正検討委員会

を開催し、より一層地域力の向上が図られる制度

内容について協議を行った結果、基礎型交付金を

7000万円とし、手上げ型交付金を3000万円として

実施することになった旨説明がありました。委員

から、小規模多機能自治に移行した場合はどうな

るのかとの質疑があり、当面令和３年度までにつ

いては、この内容で進めていくが、令和４年度か

ら新たな配分を考えている。ただ、配分内容につ

いて検討は必要と思うが、以前に比べて企画力が

でき上がってきており、３年後の実績を見て制度

設計は考えていきたいとの答弁がありました。 

教育総務課所管分では、スクールバス運行業務

委託の規定では、運転する前のアルコールのチェ

ックをしているかとの質疑があり、業者を選定す

るときにプロポーザルで、その旨しっかりと業者

に説明した上で採択になっている。再度全業者を

訪問して、改めてその確認と安全運転の周知徹底

をしたいとの答弁がありました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和元年12月20日、総務常任委員会委員長、佐

藤恒夫。 

○議長 

次に、厚生常任委員会委員長、源正樹君の報告

を求めます。 

源正樹委員長。 

○源厚生常任委員会委員長 

ただいまより厚生常任委員会審査報告を行わせ

ていただきます。 

去る12月９日の本会議において、当委員会に付

託されました議案12件について、12月12日に委員

会を開催し審査を行いました。 

議案12件については、お手元に配信のとおり、

原案可決決定いたしました。 

これより議案審査の過程において、委員より出

された質疑並びに部課長の答弁を抜粋して報告い

たします。 

議案第159号「西予市環境基本条例制定につい

て」では、西予市で太陽光発電や風力発電などの

再生可能エネルギー施設が建設されており、市の

許可要件でないことは理解しているが、再生可能

エネルギー施設が計画された際に、市ができるこ

とはないのかという質疑があり、国や県の許可権

限となっている。環境影響評価について、愛媛県

が令和２年４月１日に国より規制が厳しい規則を

改正する予定と聞いている。急傾斜地の危険区域

や土砂災害等の規制など、それぞれの法律の中で

規制があるが、規制がかからないところに設置さ

れた場合、市として、それに対し規制をかけると

いうことは難しい状況であるとの答弁でありまし

た。委員からは、自然エネルギーは必要で大事な

ことはわかっているが、市内では危険なところに

施設が設置され、市民が安心して暮らせないとい

うところも見受けられる。国や県が許可するとし

ても、市がしっかり監視し、市民の意見を伝えて

もらいたいとの意見がありました。 

議案第166号「西予市特別会計条例の一部を改

正する条例制定について」では、地域改善対策特

定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

に基づき、住環境改善対策の一環として、住宅の

新築や改修等をしようとする者に対し、必要な資

金の貸し付けを目的に設けられ、これまでに

317件、8億9546万3000円の貸し付けを行い、地域

における居住環境の整備改善を図ってきた。貸付
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事業が平成９年度をもって終了し、以後、収納業

務のみを行ってきたが、今年度で最終借り受け人

の元利支払い期限が終了することから、西予市住

宅新築資金等貸付事業を廃止し、条例の一部を改

正するとの説明がありました。委員から、現在の

滞納額について質疑があり、平成30年度末時点で

8793万325円あり、滞納分については、一般会計

で引き続き処理していくとの答弁がありました。 

議案第172号「西予市立病院看護師等奨学資金

貸与条例の一部を改正する条例制定について」で

は、奨学金の返還債務の免除期間を５年間から奨

学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に見直

すことについて質疑があり、看護師養成機関によ

り年数は異なるが、例えば２年間奨学金の貸与を

受けた者が、市立病院で２年間勤務すれば奨学金

返還が免除となるとの答弁でありました。委員か

らは、看護師不足となっている現状から、卒業後

直ちに勤務する者のみを奨学金の免除の対象にす

るのではなく、働くまでの猶予期間を検討するよ

う意見がありました。 

議案第173号「西予市病院事業職員の諸手当に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

では、薬剤師に支給する地域手当の金額について

質疑があり、地域手当は基本給の15％を支給する

ことになり、手当を支給することで、薬剤師の初

任給が約25万円となり、民間との給与格差が若干

縮まることになるとの答弁でありました。 

議案第188号「西予市健康保養地中核施設の設

置及び管理に関する条例を廃止する条例制定につ

いて」では、クアテルメ宝泉坊の民間事業者無償

譲渡後の再開時期について質疑があり、本議案議

決後、所要の手続を進め、令和２年４月１日以降

の譲渡となる。譲渡の条件に、１年間以内に再開

することとしているが、現時点で再開の期日は未

定であるとの答弁であり、委員から、休止期間が

長くなれば機械の不具合等が出てくる恐れもある

ことから、譲渡先事業者に対し、早期再開を目指

すよう要望するよう意見がありました。 

議案第181号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第５号）」について、医療対策室所管分で

は、八幡浜地区施設事務組合負担金事業86万

7000円の減額について質疑があり、合併時から負

担割合は変わっていないと思うが、負担割合見直

しの検討はされた上での減額となっているのかと

いう質疑があり、今回の減額は、組合の総会が終

了し、一次救急、休日夜間診療所事業の前年度繰

越金額が確定したこと等による減額である。負担

割合については、規則に合併時の三瓶地区の人口

割合等による12％となっており、今回は検討され

ていないとの答弁でありました。 

子育て支援課所管分では、補助金を活用して設

置される小規模保育事業所について質疑があり、

申請はまだ提出されていないが、定員を９名と

し、令和２年７月開園予定で検討されている個人

事業者から相談を受けている段階であるとの答弁

でありました。 

市民課所管分では、マイナンバーカードの円滑

な取得、更新の推進を図るため、国の補助金を活

用して、窓口カウンターの一部を改修し、マイナ

ンバーカード交付受付カウンターを設置する費用

であるとの説明がありました。委員から、マイナ

ンバーカード活用方法の見直しについて質疑があ

り、令和３年３月を目標として、国がマイナンバ

ーカードを保険証として使用できるようになる予

定であるとの答弁がありました。 

議案第185号「令和元年度西予市病院事業会計

補正予算（第１号）」では、西予市民病院におい

て、外来受診や入院に関する手続、診療行為の料

金化、保険請求、診療費の収納などの医療事務等

を引き続き、令和２年４月１日から実施する必要

があることから、債務負担行為を設定するもので

あるとの説明でありました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和元年12月20日、厚生常任委員会委員長、源

正樹。 

○議長 

次に、産業建設常任委員会委員長、宇都宮久見

子君の報告を求めます。 

宇都宮久見子委員長。 

○宇都宮産業建設常任委員会委員長 

産業建設常任委員会の審査報告をいたします。 

去る12月９日の本会議において、当委員会へ付

託されました議案11件につきましては、12月11日

に委員会を開催し審査を行いました。その経過と

結果についてご報告申し上げます。 

委員会結果は、お手元に配信のとおりであり、

議案11件は原案のとおり可決決定いたしました。 

これにより議案審査の過程におきまして、各委
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員より出されました質疑並びに部課長の答弁を抜

粋して報告いたします。 

議案第160号から議案第163号の４議案につい

て、公共下水道事業及び簡易水道事業について

は、平成27年１月の総務大臣通知により、人口

3万人以上の市町村に対し、経営基盤の強化や財

政マネジメントの向上等に的確に取り組むため、

公営企業会計の移行が求められており、このこと

を受け、当市においても、経営資産等の状況を的

確に把握し、安定した事業運営を行うため、平成

28年度から資産の調査及び評価に取り組み、シス

テム導入等、準備が整ったことから、令和２年度

より地方公営企業法を適用するための制度である

との説明がありました。また、今回の企業法適用

により、水道料負担があった場合に、市や受益者

に負担が増えるのかという質疑に対し、財政的負

担はほぼ影響はないが、会計システムを導入する

費用がかかるため、受益者負担の原則で組合でも

っていただくことになるとの答弁でした。 

議案第181号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第５号）」のうち、建設課所管分では、野

村地域における市道上の崩土除去、倒木撤去、大

雪のときの除雪のための重機借上料2450万円並び

に、台風や集中豪雨により通行に支障を来してい

る市道等の維持管理工事費として、舗装補修、防

護柵設置、そして平成30年７月豪雨により被害を

受け解体した家屋跡地に面した市道の転落防止柵

の設置に要する経費として、工事請負費2084万円

の合計4534万円を計上しているとの説明がありま

した。また、城川地区において、ことし８月の豪

雨及び台風10号により被災した市道並びに河川の

市単独災害復旧工事20カ所分の工事請負費690万

1000円を計上するとの説明がありました。重ね

て、単独事業はどのくらいあるのかとの質疑に対

し、現時点では、国の補助対象となる60万円以上

の工事115カ所の公共土木災害復旧事業を優先し

て対応している状態であり、市単独災害において

は正確に把握できていないので、今後調査しなが

ら対応していきたいとの答弁でした。 

経済振興課所管分、西予市店舗リニューアル補

助金事業の1000万円の増額についてでは、平成

30年７月豪雨で被災された市内に住所を有する中

小企業者等の建物、設備の修繕、機械、工具、器

具、備品等の購入など、復旧に要する経費の一部

を補助するもので、今年度の実績見込みにより増

額計上するとの説明がありました。また、被害を

受けられた事業者はどのくらい再建できているの

かとの質疑に対し、ことし５月末現在で、市内約

150件の事業者が被災をされており、愛媛県のグ

ループ補助金、国の補助金及び市の復興補助金等

を活用いただき、約８割程度の事業者が再開され

ているとの答弁でした。 

農業水産課所管分では、畜産振興対策事業の補

正額1810万7000円の増額について、国内で発生し

ているＣＳＦ（豚コレラ）の侵入を防止するよ

う、国のアフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業

が開始されたことにより、西予市においても、野

生イノシシの侵入防止を図るよう養豚場の周囲に

防護柵等を整備するものとの説明がありました。

委員より、市内の養豚農場数について質疑があ

り、三瓶７、宇和２、城川２、野村２、計13農場

との答弁がありました。また、補正額2億5700万

円の増額の農業用施設災害復旧事業費について、

委員から、主な工事の内容の質疑があり、農業用

の用排水路の復旧、ため池の復旧及び頭首工の工

事費が主なものであるとの答弁がありました。加

えて委員から、今後のため池の工事予定があるか

との質疑があり、今回ため池の災害については、

土砂の流入等が主なものであるが、まだ発注がで

きていない工事もあるため、今後発注状況等も考

慮し、優先的に発注するものについては順次発注

をしていきたいとの答弁でした。 

林業課所管分、緊急自然災害防止対策事業に係

る500万円の増額の補正予算については、台風３

号により被災した宇和町西山田地区の被災地の拡

大防止を図るための林地崩壊防止対策工事である

との説明がありました。 

以上、産業建設常任委員会審査報告といたしま

す。 

令和元年12月20日、産業建設常任委員会委員

長、宇都宮久見子。 

○議長 

次に、指定管理施設調査検討特別委員会委員

長、山本英明君の報告を求めます。 

山本英明委員長。 

○山本指定管理施設調査検討特別委員会委員長 

それでは、指定管理施設調査検討特別委員会の

審査報告を行います。 
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去る12月９日におきまして、当委員会へ付託さ

れました議案９件につきましては、12月13日に委

員会を開催して審査を行いました。その経過と結

果についてご報告を申し上げます。 

委員会審査結果は、お手元に配信のとおりであ

りまして、議案９件は原案のとおり可決決定をい

たしました。 

これより議案審査の過程におきまして、各委員

より出されました質疑並びに部課長の答弁を抜粋

してご報告を申し上げます。 

議案第178号「西予市地域共生型交流拠点施設

の指定管理者の指定について」、施設の指定管理

者の公募を行い、社会福祉法人西予総合福祉会を

選定したという説明がありました。委員からは、

Ｂ型支援事業で、利用者の工賃が日当2,000円と

なっている根拠について質疑があり、パン製造に

関する事業を主に考えて2,000円という設定とな

っており、今後は、パン製造に関する事業を展開

していく中で、工賃についても見直しが行われる

と思われるとの答弁でありました。 

議案第179号「西予市明浜観光交流拠点施設の

指定管理者の指定について」、委員から、この施

設のネーミング募集はしているのかとの質問に対

し、関係課、担当課も含めまして、今後公募とい

う形で名前の募集を行い、早く広く市民の方に認

識していただけるような取り組みをしたいと考え

ているとの答弁でした。また、同施設設立目的の

住民福祉の増進の内容についての質疑があり、市

民の方、特に農業者、高齢者の方に施設利用をし

ていただいており、温浴施設を利用していただく

ことで、健康増進やコミュニティ交流が図られる

ことであるとの答弁でした。また、施設の内容に

ついて質疑があり、洋室４室、和室１室、１日宿

泊最大定員18名であり、最大定員40人の現行施設

稼働率を考慮して設定しているとの答弁でした。

加えて、経常経費の減額については、現施設と比

べて小規模コンパクトな施設になっており、人件

費を削減、光熱水費等も軽減、修繕費用も少なく

なるとの答弁でした。また、委員から、海やキャ

ンプ場の利点を生かして、大学生の合宿などの受

け入れに力を入れてもらうと、リピーターがで

き、毎年ある程度安定した収入が見込めるのでは

ないかとの意見がありました。 

議案第180号「西予市野村町エコセンターの指

定管理者の指定について」、施設の指定管理者を

非公募により、西予市産業部指定管理者審査委員

会にて審査した結果、現指定管理者の東宇和農業

協同組合を選定したという説明がありました。委

員から、野村町内の利用者について質疑があった

のに対し、野村町全体で89戸中、利用農家戸数は

21戸、約24％となっていること。各農業別では、

酪農家が６戸、肉牛の農家が13戸、養豚農家が２

戸の利用状況となっているという答弁がありまし

た。また、飼料の仕入れ、肉牛の販売は農協に全

て通しているのかとの質疑に対し、飼料について

は、それぞれ農家の取引先があり、肉牛について

も系統ではなく、個人で販路を持っているため、

全てではないとの答弁がありました。 

議案第194号「西予市みかめ本館の指定管理者

の指定について」、委員から、自主事業計画書内

のコスト削減についての質疑があり、安価な電力

会社へ移行することにより12％削減になるとの答

弁がありました。 

以上、指定管理施設調査検討特別委員会の審査

報告といたします。 

令和元年12月20日、指定管理施設調査検討特別

委員会委員長、山本英明。 

○議長 

以上で、各委員長の報告は終わりました。 

これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

最初に報告のありました議会運営委員会審査報

告についてお尋ねしたいと思います。 

その中で議員報酬の月額1万円アップに関する

部分についてでございますが、先月26日、新聞記

事も出ておりましたが、西条市議会では議員報酬

の増額について、議論を継続することになったと

いうような記事が出ております。これは、やはり

市民からの賛同を得られないとの理由であるとな

っておりました。西予市においては、先月の11月

におきまして、市内で俵津ほか５カ所、計６カ所

の地区で市民と議会との意見交換会が行われたわ

けでございます。私もその中の２カ所に行ってお

りますが、その記録をつぶさに読みますと、やは

り報酬引き上げ反対の意見が、大変厳しい意見が
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出ております。 

こういうようなことを考えますと、市民からの

貴重な意見を聞く場から出た意見でございますの

で、この意見について、1万円アップについて、

委員会でどのような議論がなされたのか。 

また、この場を借りまして、市民の方が聞いて

おられますので、関心を持っておられますので、

その辺をご説明願ったらと思います。 

以上です。 

○議長 

議会運営委員会委員長、藤井朝廣君。 

○藤井議会運営委員会委員長 

お答えをさせていただきます。 

先ほどの報告の中で中村議員の言われるのは反

対のことばかりですか。私も２カ所か３カ所行き

ましたと。反対の、今上げるべきでないという意

見だったと思いますけど、また、反対に今の金額

安いと言われる意見もあります。その中で、今西

条ですか、そのあたりのことを、ここで例に出し

てですね、西条が言いましたかね、安いからこれ

上げるべきやないと。これは議員全員でつくった

会なんですよね。私は、1万円がどうか、3万円が

どうかとは言っておりません。審議会で審査して

いただいて、その委員が、1万円が妥当か何かわ

かりませんけど、上げていただいたことに関し

て、私は感謝しておりますし、訂正すると言いま

すか、この委員会の中での意見の中では訂正なん

かする気は一切ありません。 

以上です。 

○議長 

ほかにありませんか。 

中村一雅君。 

○５番中村一雅君 

同じく議会運営委員会の審査報告についてお尋

ねをいたしたいと思います。 

今回の条例改正については、反対意見などさま

ざまな意見が出、その結果全会一致で、附帯決議

がつけられたという報告がございました。 

この附帯決議がつけられた経緯とその意図につ

いて、もう少し詳しくお聞かせいただいたらと思

います。よろしくお願いします。 

○議長 

藤井朝廣委員長。 

○藤井議会運営委員会委員長 

先ほどの中村委員の質問に対して答えさせてい

ただきます。 

議案第187号に関しましては先ほど報告でも申

し上げたとおりであります。西予市議会議員報酬

等につきましては、西予市議会議員定数及び報酬

等特別委員会で出した答申をもとに議長から市長

へ出しておりますけど、今の附帯決議、これ全員

が賛成でありました。反対された人は１人もおり

ません。私も含めてですが。 

この今の報酬はいいか安いか基本がありません

のでわかりません。どの辺が妥当なのか。ただ、

今回からは今回と言いますか、これは要望ではあ

りますけど、この改選の時期に一度、可決するか

どうかわかりませんが、全員が賛成で改選時期に

なりますか、改選後になるかわかりませんけど、

いつもこういう状態をつくっていただきたいと、

審議会を開いていただきたいと、上がる上がらん

かはわかりません。ただ全員が今の金額では納得

してないことは事実だと思います。 

以上です。 

○議長 

ほかにありませんか。 

森川一義君。 

○19番森川一義君 

今、西予市で一番大事なことは、昨年の災害の

復旧・復興です。その災害の復旧・復興が終わら

ない状況において、仮設住宅に住んでおられる

方々がまだ住む家も決まっておりません。今、市

議会議員が、議員の報酬を上げることを考える自

体間違っていると思っています。 

○議長 

これは、議会運営委員会の報告についての質疑

でしょうか。 

森川議員。 

○19番森川一義君 

委員長報告に対しては、これは廃案にするべき

だと思っています。 

○議長 

議会運営委員会の報告についての質疑だという

ことで受け取らせていただいておきます。 

藤井朝廣委員長。 

○藤井議会運営委員会委員長 

議長、暫時休憩願いたいと思います。 

○議長 
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暫時休憩いたします。（休憩 午後２時51分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後２時51分） 

○藤井議会運営委員会委員長 

この件に関しましては私個人ではありますが、

先ほどの委員長報告に対しての質疑と受け取りま

した。今の森川議員の発言は、私は質問じゃない

かと思いますが、これは皆さんで諮っていただき

たいと思います。 

以上です。 

○議長 

今の答弁を受けて、森川議員の言われたことは

意見であり、質疑に当たらないと思いますんでこ

こでそれは打ち切りといたします。 

ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより議案第187号を除く議案に対する討論

に入りますが、討論の通告がありませんので、討

論を終結といたします。 

これより議案順に採決を行います。 

まず、議案第157号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第157号「西予市行政財産使用料徴収条例

制定について」は、原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第157号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第158号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第158号「西予市半島振興対策実施地域に

おける固定資産税の不均一課税に関する条例制定

について」は、原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第158号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第159号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第159号「西予市環境基本条例制定につい

て」は、原案のとおり決定することに賛成の議員

の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第159号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第160号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第160号「西予市公共下水道事業の設置等

に関する条例制定について」は、原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第160号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第161号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第161号「西予市公共下水道事業の剰余金

の処分等に関する条例制定について」は、原案の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第161号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第162号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第162号「西予市簡易水道事業の設置等に

関する条例制定について」は、原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第162号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第163号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第163号「簡易水道事業に地方公営企業法

の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整
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備に関する条例制定について」は、原案のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第163号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第164号から議案第174号までの11件

を一括採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第164号「西予市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例制定について」から、議案第174号

「西予市野村介護老人保健施設つくし苑職員の特

殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定について」までの11件は、原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第164号か

ら議案第174号までの11件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、議案第175号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第175号「西予市総合センターしろかわ条

例を廃止する条例制定について」は、原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第175号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第176号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第176号「西予市宇和游の里健康センター

基金条例を廃止する条例制定について」は、原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第176号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第177号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第177号「西予市宇和文化会館の指定管理

者の指定について」は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第177号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第178号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第178号「西予市地域共生型交流拠点施設

の指定管理者の指定について」は、原案のとおり

決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第178号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第179号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第179号「西予市明浜観光交流拠点施設の

指定管理者の指定について」は、原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第179号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第180号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第180号「西予市野村町エコセンターの指

定管理者の指定について」は、原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第180号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第181号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第181号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第５号）」は、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 
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 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第181号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第182号から議案第185号までの４件

を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第182号「令和元年度西予市介護保険特別

会計補正予算（第３号）」から、議案第185号

「令和元年度西予市病院事業会計補正予算（第１

号）」までの４件は、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第182号か

ら議案第185号までの４件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、議案第188号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第188号「西予市健康保養地中核施設の設

置及び管理に関する条例を廃止する条例制定につ

いて」は、原案のとおり決定することに賛成の議

員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第188号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第189号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第189号「西予市宝泉坊ロッジの設置及び

管理に関する条例を廃止する条例制定について」

は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第189号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第190号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第190号「西予市野村農業公園条例を廃止

する条例制定について」は、原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第190号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第191号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第191号「西予市獣肉処理加工施設の指定

管理者の指定について」は、原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第191号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第192号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第192号「宇和米博物館（旧宇和町小学

校）の指定管理者の指定について」は、原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第192号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第193号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第193号「西予市みかめ海の駅の指定管理

者の指定について」は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第193号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第194号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第194号「西予市みかめ本館の指定管理者

の指定について」は、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 



 

- 120 - 

 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第194号は

原案のとおり決定いたしました。 

議案第187号に対する修正の動議が、井関議員

ほか２名から提出されています。 

本動議は、会議規則第17条の規定を満たしてお

り成立しております。 

提出者の説明を求めます。 

井関議員。 

○12番井関陽一君 

議案第187号「西予市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」の修正の理由を申し述べます。 

今回の条例制定は、市長からの諮問を受けられ

ました特別職報酬等審議会からの答申において、

引き上げ額については、市議会議員の職務、職

責、活動内容を踏まえるとともに、情勢適応の原

則、これは被災後復興半ばであるということを示

しているんじゃないかなと思いますが、それや均

衡の原則、これは西予市内の給与の引き上げ状況

に関係していることを言っておられるんじゃない

かなと思います。これらをもとに、総合的に勘案

すると、平成16年の合併当時の報酬額相当が妥当

であるとの結論により、今回の修正案が出されて

いるものと思われます。 

一方、西予市議会議員定数及び報酬等検討特別

委員会から議長へ出された答申の趣旨は、意欲あ

る若い世代や優秀な人材が立候補できる環境づく

りであるという内容になっていると思います。こ

のこととは、異なる議案内容となっていると私は

考えております。 

そこで、再度議会において妥当性の検討をすべ

きと考えることから、議員の月額報酬に関しまし

ては当面据え置きとする。費用弁償につきまして

は、答申におきましても附帯意見として認められ

る内容となっております。西予市議会議員は５町

から選出されており、庁舎までの距離に大きな差

があり、出勤にかかる費用にも差が生じているの

で、職員等の旅費に関する条例に準じて交通費が

支給されることは、平等の観点からも妥当である

と考えます。 

よって、議案第187号は、報酬引き上げに係る

第２条の改正規定を削除し、第６条第３項の費用

弁償のみの改正とする修正案を提出いたしますの

で、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 

以上で、提出者の説明は終了いたしました。 

これより修正案に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

先ほど、訂正案の説明をいただいたんですが、

原案については、附帯決議がついておりますが、

この附帯決議の内容では納得ができないというふ

うなことだろうと思います。具体的に据え置くっ

ていうふうなことを言われておりましたが、もう

少しその据え置きせないかんっていうふうなとこ

ろを説明願ったらと思います。 

○議長 

井関陽一君。 

○12番井関陽一君 

佐藤議員の質問にお答えしたいと思います。 

先ほど、議運の委員長である藤井さんからもあ

りましたが、当然その期ごとに諮問し、その内容

を変えていくということは大事なことであると思

いますけども、今回、先ほど森川議員も言われま

したが、今の現状を考えたときに、この諮問をし

た内容といいますのは、若手の議員とか、あるい

は優秀な人材が出てくるということが、立候補し

やすいということが大事なことであるという内容

でありましたので、今回の審議会からの答申であ

ります約1万円の増額ということで、このことが

満たされているとは私は思いませんので、今回は

据え置きの状態でいいのではないかという考えで

ございます。 

以上です。 

○議長 

ほかにありませんか。 

宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 

今の繰り返しになるかもしれませんが、聞いて

いて言われる意味が非常にはっきり聞きづらい、

わかりづらい、理解しづらいんですが。 

1万円という増額が足りないから要らないとい

うのか。それとも、全く上げる必要がないと言わ

れるのか、それが私らには伝わってこないんです

が。この出された３名の方が本当に同じ意見で、
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どういうつもりで動議出されたのか、もう１回説

明していただきたいと思います。 

○議長 

井関陽一君。 

○12番井関陽一君 

金額のことを言っているんではありませんが、

環境づくりを整えるという報酬等検討委員会から

の議長への提出内容と今回の内容が異なっている

んではないかということで、今の藤井さんから出

されている内容と重複しますが、議会の報酬額に

ついて再度審議をする、この議会において審議す

る必要があるのではないかということで、今回は

据え置きの状態が望ましいと考えたものです。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 

また、全く同じ繰り返しです。本当に今の説明

では、多分テレビ見ている人わからないと思いま

す。不満なのか、どういう意味なのか。繰り返し

何度も言いますが、少ないから不満なのか、上げ

るのに不満なのか、そこのところをはっきり言っ

てもらわなければ動議にならないと私は思いま

す。 

○議長 

井関陽一君。 

○12番井関陽一君 

金額に対する不満を言った覚えは一切ございま

せん。 

このことに関して、今市長に審議会から出され

た答申に関しまして、全員で議会で審議する場が

ありませんでした。そういう中で、ただ、今回

1万円近くの値上げをすることに対して、これで

納得をしていただけるんですかという話を私はし

たいと思います。 

ですから、この議会の中で、この金額について

もそうですが、実際に市長に答申を議長から出さ

れた内容と、今回の内容で、これで本当に議員の

皆さんいいんですかと問いかけたいということ

で、今回は据え置きの状態をお願いしますという

ことを申し上げているところでございます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 

今ほど金額ではないよっていうふうなことも言

われておりましたし、この議案を出されたことも

わかるんですが、ただ原案で、報酬審議会の方っ

ていうのは、市民の代表の方が報酬審議会の方が

決められたことだと思うんですよね。だから、市

民の方の意見も反映して、原案になってると私は

思うんですがそのあたりはどうなんでしょう。 

○議長 

井関陽一君。 

○12番井関陽一君 

当然そのとおりだと思います。しかしその答申

に対して、議会として全体で一度も議論をするこ

となく、これはもう議運にされたんだからそこで

いいじゃないかと言われるかもしれませんが、こ

の議会全体の中でこのことについて話し合いを持

っていない。このことがありますので、これ何回

も繰り返しになりますけど、報酬等審議会の人

が、議会の内容を理解していただきまして、値上

げを決定していただいたことに対しましては、本

当に心から感謝申し上げたいと思います。しか

し、今回、被災直後ということもありますが、今

の時期なんですかということが言いたいというこ

とです。それも１点でありますし、先ほどから何

回も繰り返しますが、議員全員でこのことについ

て本当に討議がされたんですかということをもう

一度申し上げまして答えとさせていただきます。 

○議長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより議案第187号及び議案第187号に対する

修正案の討論に入ります。 

まず、原案に対する賛成討論の発言を許可いた

します。 

酒井宇之吉君。 

○21番酒井宇之吉君 

暫時休憩をお願いいたします。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午後３時17分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後３時30分） 

これより議案第187号及び議案第187号に対する

修正案の討論に入ります。 

まず、原案に対する賛成討論の発言を許可しま
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す。 

山本英明君。 

○８番山本英明君 

それでは、議案第187号の原案に対する賛成の

立場で討論をさせていただきます。 

今までの話にもありましたように、先日、特別

職報酬等審議会におきまして、14年前に下がった

ままの議員報酬を３％引き上げて、14年前の水準

に戻すこと、通勤距離に応じて費用弁償をすると

いう答申が出されました。14年前に３％引き下げ

た報酬が、現在でもそのままの水準になっている

こと。庁舎から遠距離の議員も近距離の議員も費

用弁償は出ていないことは、精神的にも肉体的に

も経済的にもかなり厳しいものがあると思いま

す。 

来年は、議員の改選期にも当たります。市内の

どこに居住されている方が立候補されて議員にな

られるかはわかりません。来年の改選期か、また

将来にわたりまして、優秀な人材を幅広く確保す

るためにも、特別職報酬等審議会において、慎重

に審議していただいた結果である14年間引き下げ

られていたままになっている報酬を元の水準に戻

すこと。市内のどこに住居があっても、議会活

動、議員活動をする際には、格差が出ないように

費用弁償をしていただくことが、議員各自の議会

活動や議員活動の向上心やさらなる自覚に、そし

て責任感にもつながると思います。それが西予市

議会の充実につながり、ひいては西予市の発展に

寄与していくものと思います。 

このような理由から、今回の議案第187号の原

案に関しまして賛成の意見を申し上げて、賛成討

論とさせていただきます。 

○議長 

次に、原案及び修正案に対する反対討論の発言

を許可します。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

次に、修正案に対する賛成討論の発言を許可し

ます。 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

私は、修正案に対して賛成の立場での討論をさ

せていただきます。 

今回の議案第187号に関しましては、提出理由

が出ておりました。その中で、特別職報酬等審議

会の答申では、報酬を上げることが妥当としてい

ただいたことに感謝を申し上げます。また、市長

が、審議会の答申を尊重されて、187号の議案を

上程していただいたことを感謝しております。 

私は、特別委員会で議論をしていた１人として

意見を述べさせていただきます。 

１年前になりますけれども、特別委員会では、

11回に及ぶ議論をいたしました。その議論の中で

は、昨年の豪雨災害を受け、被災者の思いをもっ

と考えて、上げるべきではないのではないか。ま

た、行った公聴会、その中のご意見で、災害復旧

がまだできていないのに時期尚早ではないかと、

そういうご意見もございました。報酬を上げるこ

とに対して、有権者は理解してくれるのか、そう

いうご意見もございました。ただその中で、少子

高齢化、人口減少が確実に進行している中、特に

周辺地域からの議員への立候補が難しい。この環

境を改善しなければならないというご意見があり

ました。未来がある若い世代からの立候補をして

ほしい、そういうご意見もございました。当市

が、今回報酬を引き上げることによって、南予周

辺の各市議会が、報酬を上げることに目を向けて

いただき、またそのことで市民が理解をしていた

だく。そういうことを繰り返すことによって、若

い世代が立候補しやすい環境になるのではないか

と。私はその議論の中でのそういう思いを理解し

ております。 

特別委員会で出した結論は、将来の議会に対す

る危機感と覚悟を持った意見であったと思ってお

ります。報酬審議会の答申、また特別委員会以外

の報酬を上げることに反対と意見がある中、合併

時の報酬に戻すのではなく、現状のままで、もう

一度議会で議論、検討をすることが必要だと思い

ます。今回出した特別委員会の結論は、単なる議

員報酬の値上げが目的ではありません。 

そのことを申し上げて、私は賛成討論とさせて

いただきます。ご賛同をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長 

次に、原案に対する賛成討論の発言を許可しま

す。 

酒井宇之吉君。 
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○21番酒井宇之吉君 

私は、修正案には反対、187号の賛成という形

で討論を行いたいと思います。 

先ほど聞いておりますと、議会がこういう形で

いつも討論がなるように、今の討論は議会内の討

論をしているというような感じがしますけれど

も、理事者側が出した条例案とか予算にこれほど

の討論がありゃいいなというのが私の一番の心境

です。議会はそうあるべきだと思っております。 

私は今回の187号の条例上程につきましては、

理事者、本当に感謝をいたしております。 

議会の中で、理事者が先般の提案をされて、そ

の中で質問された方がおられます。今回の上程が

33万3000円の報酬なら、議員は毎日市役所へ出勤

しないといけない、そういう質問がありました。

現在32万3000円で、1万円上がったら毎日出勤せ

んといけんような感覚でとられるのがおかしいん

であって、今毎日出勤してる議員が１人おられま

す。議長です。それは、議長は土日もかかわらず

いろんな行事に出ております。私は、ここの中で

もう一つお礼を申し上げたいのは、特別職の報酬

審議会委員の皆様に、この災害の、皆さん先ほど

からいろいろ気を配っておられますが、この災害

を負って、その中で仮設住宅に住んでおられる方

の気持ちを考えますと、市民の代表として審議委

員になった方は、大変な責任を負うたという感じ

でとっております。審議委員さんにつきましても

苦渋の決断であっただろうと。この時期に議会か

ら答申を請求されて、そしてこのような答申を出

したということは、本当に、これからは審議会と

言わせていただきますけれども、審議会におきま

しても大変なまとめをされたと。そして市長に答

申したというような苦渋の決断であっただろうと

思います。本当にありがとうございます。 

私は当時議長職でありました。議長職でありま

したので、議会改革の議員定数及び報酬等特別委

員会には参画いたしておりません。そして、議会

の本議会でも、私は採決の中には入っておりませ

ん。ですから、私のほうへ、これから特別委員会

と言いますけども、特別委員会より答申がありま

した件につきましては、いろいろと私なりの考え

方はありましたので、実際はもっと議会の在り

様、将来、議会は、お話ししますけど議会も歴史

があるんです。過去があって、16年前の合併の前

があり、それから31名になって、ずっと議員が減

ってきております。こういう経過もわかった形の

中で、過去を知り、現在を、今の状態をしっかり

認識していただいて、そして将来、来年18人にな

る、来年度の改選期から。これをどうやってつく

り上げると、どういうような議員に出ていただく

か、そのところが一番の眼目でございます。そし

て、私がこの特別委員会を設置したのは、皆さん

何のために特別委員会をつくったかと言います

と、これまで西予市の議会は、県下で一番早く政

治倫理条例をつくりました。そしてまた、一番最

初にタブレットを入れて、アナログからデジタル

になりまして、そういうタブレットの情報化にも

挑戦して、一番最初にしてきました。 

今回、議員報酬につきましても、県下で一番最

初に、やはり市民と、市民を巻き込んで議会がど

うあるべきか、どういう議会にすべきかというこ

とを議論する、市民を巻き込んだ形の中でやる。

それが、改革を通して、西予市の活性化、市民の

幸福に将来つなげていくために議会は動いてる、

そういうように改革しております。ですから、き

ょうのように、皆さんがこうして議論をしていた

だいて、本当にありがとうございます。 

合併のときに私は、合併の委員として16年前、

何年も小野議員と私だけが多分合併協議会の委員

に入ってたと思います。その中で、議員報酬につ

きましては、大洲を中心にした形でやられまし

た。ただ一つだけ、西予市は５つの町が合併し

て、宇和町が20万円ぐらい、三瓶と野村が19万円

ぐらい、城川と私んとこが17万8000円か17万

5000円ぐらいだったと思います。それをどうする

かということは、大洲市に合わした経緯がござい

ます。どこに合わすかという話が出たときに、今

回答申では宇和島に合わしたぞと出てますけど、

実際このときにも、報酬に対して、旧町のその金

額のほうがやりやすかったんですよ、皆さん。今

の32万3000円よりも。広域化はない、動くのは、

私の場合は明浜ですから、高山まで行ったらそれ

で終わる。今は城川行ったり三瓶行ったり広域で

動かなきゃならない。そのときには旅費も出て

た、食糧費も組んでもらってた。日当も出てたん

ですよ。当時のほうが、17万8000円だったと思い

ます。それのほうが税金引いたってやりやすかっ

たんです。 
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それと同時に、議員が78名いたんですよ、皆さ

ん、合併前は。それが合併のときに特例をつくっ

て、小選挙区で31名、明浜は４名でした。城川も

４名でした。そのような中で24名になり、21名に

なり、18名になるわけです。そのような中で、現

況我々がどういうような議会活動をしているか。

私は、1万円が上がるのが高いとか安いとか、そ

うじゃなしに、先ほど言いましたように、この災

害のときによく理事者も上程していただいたな、

審議委員さんも本当に市民の代表でありながら、

自分の身を思わずやってくれたなと思っておりま

す。 

我々は、議員活動、議会活動、そして、生業、

この生業っていうのが問題なんですよね。生業は

生活するための職業、生きるための活動、食べる

ための収入源なんです、家族も養わなきゃだめな

んで。その生業と議会活動、議員活動のバランス

が、旧町のときや31名のときとウェイトが変わっ

てきてるということを皆さんにご理解いただきた

い。と言いますのは、旧町のときは、生業が、大

体７から８でやれたんです。議会活動が１で、議

員活動が２ぐらいでやれたんです。なぜかって言

いますと、私の俵津のとこだけでも、明浜町に

14人いて、俵津だけでも５人いたんです。14人で

したけど、今なんかだったら、宇都宮俊文議員が

町長さんで、私が助役と、２人しかいないんです

から。それを市民の議会で言う役目、市民の代表

制の機能、これがやれるかっていうたらすごい議

員活動の充て職やらなんか大分来ておりまして、

なかなかやりにくいんですよ。 

私が今回、賛成にする根拠はいろいろあります

が、今言いましたように、旧町との定数の問題、

78人でやってたのを来年からは18名でやらなきゃ

だめなんですよ、皆さん。それだけでもエネルギ

ーが要るようになってるんです、皆さん。そし

て、今現在皆さんが一番わかってると思いますけ

れども、議会活動は市民に見える活動なんです、

本議会だとか委員会だとか。そして議員活動って

のは、なかなか見えないんです。例えば、あの７

月の豪雨のとき、私は議長やってましたけど、議

員の中で、もう自分の生業、仕事も何もかも投げ

捨てて、野村へ入ったりいろんなとこでやった。

そして、社会福祉協議会が土嚢がないということ

で、集めたのは皆さん議員なんですよ。その数も

22万袋集めたんですよ、皆さん。これは議員活動

でやっとるんですよ。そういう日数とか、そうい

うものも市民には余り見てもらってません。私は

議長でしたんで、もう市長とお見舞いに行った

ら、暑くてたまんないところに氷がないと言うか

ら、明浜の漁協から氷を毎日運びよったら、ある

議員さんが、議長は議長室におって全体を見て司

令しよと。そう言われて１週間ほど経ってから議

長室に座って、全体の災害状況を見させていただ

きました。 

現在もそういうこともありますし、もう一つ例

を挙げますと、はちのじってのは今やってますけ

ど、あれは正直申し上げまして、議員が付託され

て３名の議員が、その議員が59億7000万円の債務

保証して、そして現在の宇和病院の跡地、これも

はちのじに入ってたんです。それを議員活動の中

で、議会に、少し我々に持って帰って、これはい

けんぞということで、そしてたまたま議会へ上げ

て、総務委員会で、現在の宗副市長と一緒に先進

地に行きました。行って、行政側が英断してもら

って、病院跡地は外してもらいました。それも議

員活動から生まれてるんですよ。それが早くでき

ました。今まだ、最初から計画してたとこは一つ

も、形が少しずつ壊し始めましたから見え始めて

ますけど、こういうものにつきましても議員活動

の一環なんです。 

このような中で、私は、賛成の意味は、先ほど

から出てますけど、３％上げるっていうのは、

31名のときに33万3000円、２年間たったら32万

3000円になったんです、３％落として。そして今

度はそれを値上げして33万3000円にする。先ほど

誰か言いましたけれども、これは値上げじゃない

んだ元に戻したんだという発言がありました。こ

の３％と、31名のときは、消費税が５％だったん

です。次の改選期から、今もそうですけども、

10％になってるんです。５％は目減りしてるんで

すよ、実際は。そのあたりも考えますと、それか

ら、皆さんはわかってますけど、市民の方は、ま

だ議員は、12年務めたら年金ももらえるやないか

とおっしゃられる方が時々あります。もう早く、

６年前か７年前、８年前にこれはなくなってるん

です。私もそのときにやめとったらよかったんで

すけれども、なかなかそういうわけにいかなかっ

たもんで、今はこうして弁を振っておりますが、
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実際のところ、議会活動と議員活動と、全部こう

して、事務局でちょっと簡単な形で調べさせても

らいましたが、実を言いましたら、公的な議員活

動、会期は、大体70日から80日あるわけですよ

ね、１年間。その公的なこういう会議とか出るの

が約40日前後です。私的な、例えば今言ったはち

のじの委員だとか、いろんな形の議員活動に出て

るのが94と書いてありますけど100日ある。これ

だけで140日は出とんですよ、皆さん。その上

に、特に端々になれば、役がほとんど回ってくる

んです、議員に。老人会の何とか、消防団の何と

か、そんな形になってるんです。それで全部やり

ますと、これはいろいろありますけれども、50日

もし入れたとしましても、180日か190日になるん

です。私や多分、宇都宮議員や城川の議員は、地

域の中の役ないから200日以上出てると思います

よ、全部でやりますと、それは延べですけどね。

１時間のときもあれば毎日の時もありますけど。 

そのような現状の中で、私は、今回の理事者が

出してもらって、審議会で答申してもらったもの

をありがたく受けとめたいと思ってます。 

ただ言いますのは、選挙前にこういう話がいつ

も出てくるんです。８年前にも出たんですよ。８

年前は、報酬審議会に委ねるという言葉で出しま

した。そのかわり８年前はゼロ回答でした。今回

は1万円上がったんだ。それを呼び水にして、先

ほど誰かおっしゃいましたけど、一つステップ、

ステップして、いい後継者が出るように頑張って

いこうじゃないですか。何のために、誰のために

議員になっているのか。何をしたいのか。私なん

か一番最初に、30年前に議員になったときは、国

道をつくりたい、あの狭い道を。そしてミカンを

しっかり全国的なものにしたいということで出た

んですけども、国道はできました。ホント、そう

いう情熱で歳費なんか問題なく出てます。 

○議長 

酒井議員、もうそろそろまとめてください。長

時間になりました。 

○21番酒井宇之吉君 

わかりました。 

それでは次に後継者不足の対応ですが、先ほど

から後継者の話出てますけど、出たくても出れな

い人たちがおるんですよ、この人いい人だなと思

っても政治倫理条例にひっかかるような人は出れ

ないんですよ。いい人でも。私も今回、２期前か

らこの人がいいと思って一生懸命やってきました

けども、報酬の内容を聞いたりいろいろします

と、やはり自分の生業、自分だけがつくってるミ

カンつくりについては出れないというのが現状で

す。 

市民の皆さん、議長がああ言いますけんもうや

めますが、今回の議案1万円ですけども、されど

1万円ということで大切にして、これからの議会

活動を、議員活動をしっかり努めたいと思いま

す。 

これは、次の改選期からですから、私が約束し

てもいけないかもしれませんけれども、西予市の

ため、市民の幸福のために、第一歩として、市民

の皆さんのご理解を賜って、これからも市民を巻

き添えにして、こういう議論をみんなでしていき

ましょう。終わります。 

賛成討論として終わります。 

○議長 

次に、原案及び修正案に対する反対討論の発言

を許可します。 

討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

次に、修正案に対する賛成討論の発言を許可し

ます。 

討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

次に、原案に対する賛成討論の発言を許可しま

す。 

ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で討論を終結といたします。 

議案第187号に対する議員３名から提出された

修正案について採決をいたします。 

このたび修正内容は一部修正でありますので、

修正案が可決された場合は、修正部分を除く原案

については表決を行います。 

修正案が否決された場合については、原案につ

いて表決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第187号「西予市議会議員の議員報酬及び
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費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」の修正案に賛成の議員の起立を求め

ます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立少数であります。よって、議案第187号の

修正案は否決されました。 

次に、原案を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第187号「西予市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」は、原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立多数であります。よって、議案第187号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程２） 

○議長 

次に、日程第２「委員会の閉会中の継続審査の

件」を議題といたします。 

産業建設常任委員会委員長から、委員会におい

て審査中の請願第２号「野村町に温浴施設の存続

を求める請願書」について、会議規則第110条の

規定により、お手元に配信しております申出書の

とおり、閉会中の継続審査としたい旨の申し出が

ありました。 

本申し出について、産業建設常任委員会委員

長、宇都宮久見子君の説明を求めます。 

宇都宮久見子委員長。 

○宇都宮産業建設委員会委員長 

去る９月６日の本会議において、当委員会に付

託されました請願第２号「野村町に温浴施設の存

続を求める請願書」については、12月11日に委員

会を開催し慎重に審査いたしました。 

本件に関しましては、委員からは、町民の方々

の熱意は理解できるが、現段階において、本請願

に対し結論を出すことは難しいのではないか。今

後、引き続き議論を深めていく必要性があるとい

う意見が、全会一致で継続審査とすることに決し

ました。 

以上、審査の経過並びに申し出の説明といたし

ます。 

○議長 

委員長の説明は終わりました。 

これより本申し出に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

請願第２号「野村町に温浴施設の存続を求める

請願書」については、委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することにご異議ありませ

んか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、請願第２号につ

いては、閉会中の継続審査とすることに決定いた

しました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後４時04分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後４時06分） 

お諮りいたします。 

ただいま市長から提出されました議案第195号

「乙亥会館災害復旧建築工事変更請負契約につい

て」から、議案第202号「令和元年度西予市農業

集落排水事業特別会計補正予算（第３号）」まで

の８件、並びに「議員派遣の件について」を本日

の日程に追加し、追加日程として議題にいたした

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、本件９件を本日

の日程に追加し、追加日程とすることに決定いた

しました。 

 （追加） 

○議長 

追加日程第１、議案第195号「乙亥会館災害復

旧建築工事変更請負契約について」及び、議案第



 

- 127 - 

 

196号「乙亥会館災害復旧機械設備工事変更請負

契約について」の２件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

議案第195号「乙亥会館災害復旧建築工事変更

請負契約について」及び、議案第196号「乙亥会

館災害復旧機械設備工事変更請負契約について」

関連がございますので一括して提案理由のご説明

を申し上げます。 

本工事は、令和元年西予市議会第２回定例会に

おいて議決をいただき、建築工事につきまして

は、乙亥会館災害復旧建築工事五洋・だいわ共同

企業体 代表者五洋建設株式会社四国支店常務執

行役員支店長片山一氏と工事請負金額7億2600万

円で、機械設備工事につきましては、有限会社清

家水道 代表取締役清家直幸氏と工事請負金額

1億8260万円で、それぞれ契約を締結し復旧工事

を進めているところでございます。 

しかしながら、復旧工事を進める上で、解体後

の床や壁の下地調整や空調室外機のメンテナンス

に必要な鉄骨架台の形状変更等が生じました。ま

た、外壁調査の結果、外壁タイルの補修箇所を追

加するなど、各工種において数量及び仕様の変更

が生じております。 

このことにより、建築工事の工事請負額を

296万8000円増額して、工事請負金額7億2896万

8000円とし、機械設備工事の工事請負額を338万

6000円増額し、工事請負金額1億8598万6000円と

する工事変更請負仮契約をそれぞれ去る令和元年

12月９日に締結しましたので、議会の議決を求め

るものであります。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

まずは、議案第195号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第195号「乙亥会館災害復旧建築工事変更

請負契約について」は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第195号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第196号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第196号「乙亥会館災害復旧機械設備工事

変更請負契約について」は、原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第196号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （追加） 

○議長 

次に、追加日程第２、議案第197号「西予市職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

について」から、議案第199号「西予市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」までの３件を一括議

題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

三好総務企画部長。 

○三好総務企画部長 

議案第197号「西予市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定について」、議案第

198号「西予市特別職の職員で常勤のものの給与

等に関する条例の一部を改正する条例制定につい
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て」及び、議案第199号「西予市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」関連がございますので一括

して提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、人事院及び愛媛県人事委員会の

勧告に準じて、それぞれの条例の一部を改正する

ものでございます。 

主な改正内容でございますが、まず人勧に伴う

ものでは、民間給与との格差を解消するため、職

員の月例給につきまして、昨年度に引き続き、若

年層に重点を置いて引き上げを行うもので、現行

の給料表を愛媛県人事委員会勧告に準じて改定

し、平成31年４月１日にさかのぼって適用させる

ものでございます。平均改定率は0.16％となって

ございます。また、勤勉手当につきましては、年

間0.05月分引き上げ、0.975月分とし、期末・勤

勉手当の年間支給割合を4.5月分といたしており

ます。 

今回の改正では、令和元年度の12月期支給割合

を0.05月分引き上げ、0.975月分とし、令和２年

度以降におきましては、６月期と12月期に振り分

け、それぞれ0.95月分といたしております。ま

た、市の特別職、議会議員の給与につきまして

も、国・県の給与改定に準じ、期末手当を年間で

0.05月分の引き上げを行うものでございます。 

以上３議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第197号から議案第199号までの３件は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第197号「西予市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定について」から、議案

第199号「西予市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」までの３件は、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第197号か

ら議案第199号までの３件は原案のとおり決定い

たしました。 

 （追加） 

○議長 

次に、追加日程第３、議案第200号「令和元年

度西予市一般会計補正予算（第６号）」を議題と

いたします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

議案第200号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第６号）」について提案理由のご説明を申

し上げます。 

今回の補正予算案でございますが、先ほど条例

改正でご説明いたしました、人事院及び愛媛県人

事委員会の勧告に伴います人件費の調整のほか、

災害公営住宅整備事業及び宇和町小学校校舎外部

改修工事において、それぞれ経費を増額するもの

であります。 

まず、人事院勧告に伴う人件費の調整でありま

すが、職員給与及び期末・勤勉手当の支給割合の

引き上げに係る経費、並びに時間外勤務手当のほ

か、諸手当等の調整により、総額2497万7000円を

増額するものであります。 

次に、災害公営住宅整備事業の補正であります

が、頻発する災害復旧事業を要因として、労務単

価が上昇したほか、入居希望者へのヒアリング結

果により、床面積等の拡張を行うため1億7318万

1000円を増額するものであります。 

最後に、宇和町小学校校舎外部改修工事につき

ましては、11月８日に工事請負契約を締結し、屋
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根と外壁部分の改修を行っておりましたが、バル

コニーと非常階段について、当初の見込み以上に

防水面の劣化が進んでいることが判明したことに

より、施設の長寿命化を図るため、1400万円を増

額補正するものであります。 

これらの事業の主な財源につきましては、国庫

補助金を減額し、地方債を増額するほか、財政調

整基金等を繰り入れ、収支の均衡を図るものであ

ります。 

これによりまして、歳入歳出予算の補正は、既

決いただいております歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ2億1215万8000円を増額し、歳入歳出予算の

総額を344億637万6000円と定めるものでありま

す。 

また、地方債の補正といたしまして、災害公営

住宅整備事業債、過疎対策事業債の限度額を変更

するものであります。 

よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第200号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第200号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第６号）」は、原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第200号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （追加） 

○議長 

次に、追加日程第４、議案第201号「令和元年

度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）」及び、議案第202号「令和元年度西予市農

業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）」の

２件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長 

議案第201号「令和元年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、人事院勧告等及び実績に伴う職

員給与費の調整を行うものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算にそれぞれ167万3000円を増額し、歳

入歳出予算の総額を6億3265万4000円と定めるも

のであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第202号「令和元年度西予市農業集落排水

事業特別会計補正予算（第３号）」について提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、人事院勧告等及び実績に伴う職

員給与費の調整を行うものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算にそれぞれ55万8000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を3億6786万5000円と定めるもの

であります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 
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以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第201号及び議案第202号の２件は、会議規

則第37条第３項の規定により委員会付託を省略し

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第201号「令和元年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）」及び、議案第

202号「令和元年度西予市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）」の２件は、原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第201号及

び議案第202号の２件は原案のとおり決定いたし

ました。 

 （追加） 

○議長 

次に、追加日程第５「議員派遣の件について」

を議題といたします。 

お諮りいたします。 

お手元に配信しております本件を承認すること

にご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議員派遣の件に

ついては、本件のとおり承認することに決定いた

しました。 

この際お諮りいたします。 

ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には、

議長に一任を願いたいと思いますがこれにご異議

ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めそのように決定いたしました。 

以上で、全日程を終了いたしました。 

管家市長より閉会の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 

令和元年第４回定例会の閉会に当たり、一言ご

挨拶を申し上げます。 

報道にありましたように、このたび公務外とは

いえ、親睦会費の横領という職員の不祥事が発生

いたしました。昨年３月に準公金の横領事件が発

生し、全庁を挙げて再発防止に取り組んでいる

中、また、７月豪雨災害からの復旧・復興に向け

職員一丸となって取り組んでいる中での不祥事で

あり、市民の皆さんの信頼を著しく損ねるもの

で、まことに遺憾であり深くおわび申し上げま

す。改めまして再発防止の徹底とともに、公務内

外を問わず、職員としての服務規律の徹底を図

り、市民皆様の信頼回復に努めてまいりたいと思

います。 

さて、師走も後半に入り、街の中では、夕暮れ

からクリスマスイルミネーションが点灯し、幻想

的な雰囲気を醸し出しております。ことしも残す

ところあと10日余りとなり、日増しに慌ただしさ

を感じるきょうこのごろであります。 

去る11月29日から22日間の会期で開催されまし

た第４回の定例会は、本日全ての日程が終了の運

びとなりました。会期中、議員各位におかれまし

ては、本議会並びに各常任委員会を通じまして、

慎重なご審議を賜り、条例の制定、改廃、並びに

補正予算などの重要な案件をいずれも原案のとお

り可決いただきました。ここに衷心より厚く御礼

を申し上げる次第であります。 

さて、先日発表されましたことしの世相をあら

わす漢字は「令」でございました。元号が平成か

ら令和へと変わるとともに、豪雨災害や自然災害

により、国内各地で甚大な災害被害が発生し、警

報や避難指示の発令が多かったことなどから、令

に決定したということでありました。来る年は災

害のない平和で穏やかな年であってほしいと願う

ところでございます。 

さて、先日大変うれしいニュースが飛び込んで

まいりました。米のおいしさを競う日本最大の大

会、米・食味分析鑑定コンクールにおきまして、

宇和町の若手米農家４人組、田力本願の梶原雅嗣
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さんが出品されたひめの凛が、全国5,137点の応

募の中から、国際総合部門の最高賞にあたる金賞

に輝きました。愛媛県からの受賞は史上初の快挙

となり、県内随一の米どころ西予市宇和町で、世

界一おいしいお米ができることを、このまちの若

手農家の方に証明いただき、大変うれしく思って

おります。先日、ひめの凛を試食させていただき

ましたが、非常に香りがよく、粒がしっかりして

おり、もちもちとしたおいしいお米でありまし

た。今後、西予市産のお米は、全国的に注目度が

高まることと思いますので、この機会を生かし、

農業の振興につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

ことしの新語・流行語大賞は、ラグビーワール

ドカップにおいて快進撃を続けた日本代表のスロ

ーガン「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」が選ばれました。Ｏ

ＮＥ ＴＥＡＭとは、複数の国籍出身者から成る

日本代表を率いたジェイミー・ジョセフヘッドコ

ーチが、異なる文化や背景を持つ選手たちの心を

一つに目標を共有させるため掲げたテーマであり

ます。本市におきましても、復興まちづくり計画

に基づく復旧・復興にスピード感を持って取り組

むとともに、地域づくり活動の核となる小規模多

機能自治活動を推進するため、市民と行政の協働

によるＯＮＥ ＴＥＡＭで取り組みたいと考えて

いるところであります。引き続きまして、ご支援

とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

終わりに、これからの季節、寒さが一段と厳し

さを増してまいりますが、議員各位におかれまし

ては、ご自愛をいただきまして、来る令和２年が

希望に満ちあふれる幸多き年になりますようご祈

念を申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていた

だきます。 

１年間、まことにありがとうございました。 

○議長 

これをもって令和元年第４回西予市議会定例会

を閉会といたします。 

 

 

 閉会 午後４時33分 

 

 

 

 

 

 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここに

署名する。 

 

 

  西予市議会議長 

 

 

   同   副議長 

 

 

   同   議員 

 

 

   同   議員 



 

 

 

 

付 録 

 

 



－133－ 

令和元年第４回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期11月29日（金）～12月20日（金）    （会期22日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 11月29日 金 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・即決議案採決 

 11月30日 土 休   会  

 12月１日 日 休   会  

 12月２日 月 休   会  

 12月３日 火 休   会  

 12月４日 水 休   会  

 12月５日 木 本 会 議 ・一般質問 

 12月６日 金 本 会 議 ・一般質問 

 12月７日 土 休   会  

 12月８日 日 休   会  

 12月９日 月 本 会 議 

・一般質問 

・理事者提案理由説明 

・質疑・委員会付託 

 12月10日 火 休   会  

 12月11日 水 常任委員会  

 12月12日 木 常任委員会  

 12月13日 金 
特別委員会 

議会運営委員会 

・指定管理施設調査検討特別委員

会 

・議会運営委員会 

 12月14日 土 休   会  

 12月15日 日 休   会  

 12月16日 月 休   会  

 12月17日 火 休   会  

 12月18日 水 休   会 ・討論通告〆切 

 12月19日 木 休   会  

 12月20日 金 本会議（閉会） 

・議会運営委員会 

・全員協議会（午前９時30分開

会） 

・委員長報告 

・修正議案提案理由説明 

・質疑・討論・採決 

・即決議案採決 
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令和元年第４回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  157号 西予市行政財産使用料徴収条例制定について 01.12.20 原案可決 

議案第  158号 
西予市半島振興対策実施地域における固定資産税の

不均一課税に関する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  159号 西予市環境基本条例制定について 01.12.20 原案可決 

議案第  160号 
西予市公共下水道事業の設置等に関する条例制定に

ついて 
01.12.20 原案可決 

議案第  161号 
西予市公共下水道事業の剰余金の処分等に関する条

例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  162号 
西予市簡易水道事業の設置等に関する条例制定につ

いて 
01.12.20 原案可決 

議案第  163号 

簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用

することに伴う関係条例の整備に関する条例制定に

ついて 

01.12.20 原案可決 

議案第  164号 

西予市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

01.12.20 原案可決 

議案第  165号 
西予市宇和福祉センター条例の一部を改正する条例

制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  166号 
西予市特別会計条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
01.12.20 原案可決 

議案第  167号 
西予市隣保館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
01.12.20 原案可決 

議案第  168号 
西予市公民館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
01.12.20 原案可決 

議案第  169号 
西予市乙亥の里条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
01.12.20 原案可決 

議案第  170号 
西予市営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正

する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  171号 
西予市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改

正する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  172号 
西予市立病院看護師等奨学資金貸与条例の一部を改

正する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  173号 
西予市病院事業職員の諸手当に関する条例の一部を

改正する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  174号 

西予市野村介護老人保健施設つくし苑職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

01.12.20 原案可決 

議案第  175号 
西予市総合センターしろかわ条例を廃止する条例制

定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  176号 
西予市宇和游の里健康センター基金条例を廃止する

条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  177号 西予市宇和文化会館の指定管理者の指定について 01.12.20 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  178号 
西予市地域共生型交流拠点施設の指定管理者の指定

について 
01.12.20 原案可決 

議案第  179号 
西予市明浜観光交流拠点施設の指定管理者の指定に

ついて 
01.12.20 原案可決 

議案第  180号 
西予市野村町エコセンターの指定管理者の指定につ

いて 
01.12.20 原案可決 

議案第  181号 令和元年度西予市一般会計補正予算(第５号) 01.12.20 原案可決 

議案第  182号 
令和元年度西予市介護保険特別会計補正予算(第３

号) 
01.12.20 原案可決 

議案第  183号 
令和元年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予

算(第２号) 
01.12.20 原案可決 

議案第  184号 
令和元年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算

(第３号) 
01.12.20 原案可決 

議案第  185号 令和元年度西予市病院事業会計補正予算(第１号) 01.12.20 原案可決 

議案第  186号 野村保育所新築工事請負契約について 01.11.29 原案可決 

議案第  187号 

西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定についてに対する修

正案 
01.12.20 否  決 

議案第  188号 
西予市健康保養地中核施設の設置及び管理に関する

条例を廃止する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  189号 
西予市宝泉坊ロッジの設置及び管理に関する条例を

廃止する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  190号 
西予市野村農業公園条例を廃止する条例制定につい

て 
01.12.20 原案可決 

議案第  191号 
西予市獣肉処理加工施設の指定管理者の指定につい

て 
01.12.20 原案可決 

議案第  192号 
宇和米博物館(旧宇和町小学校)の指定管理者の指定

について 
01.12.20 原案可決 

議案第  193号 西予市みかめ海の駅の指定管理者の指定について 01.12.20 原案可決 

議案第  194号 西予市みかめ本館の指定管理者の指定について 01.12.20 原案可決 

議案第  195号 乙亥会館災害復旧建築工事変更請負契約について 01.12.20 原案可決 

議案第  196号 
乙亥会館災害復旧機械設備工事変更請負契約につい

て 
01.12.20 原案可決 

議案第  197号 
西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  198号 
西予市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  199号 
西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
01.12.20 原案可決 

議案第  200号 令和元年度西予市一般会計補正予算(第６号) 01.12.20 原案可決 

議案第  201号 
令和元年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第３号) 
01.12.20 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  202号 
令和元年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予

算(第３号) 
01.12.20 原案可決 

承認第  ６号 専決処分第６号の承認を求めることについて 01.11.29 原案承認 

報告第  20号 専決処分事項の報告について 01.11.29 報  告 

請願第  ２号 野村町に温浴施設の存続を求める請願書  継続審査 

 委員会の閉会中の継続審査の件 01.12.20 原案可決 

 議員派遣の件について 01.12.20 承  認 
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諸  般  報  告  書 

 

月  日 出 席 者 行   事   名 

９月５日 

全 議 員 令和元年第３回定例会 代表質問・一般質問 

全 議 員 行政報告会 

関 係 議 員 指定管理施設調査検討特別委員会 

９月６日 

全 議 員 令和元年第３回定例会 一般質問 

関 係 議 員 西予市決算審査特別委員会分科会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

９月７日 議 長 
「愛媛西予SEA TO SUMMIT 2019」環境シンポジウムiｎ四国西

予ジオパーク 

９月11日 議 長 西予市森林組合通常総代会 

９月12日 関 係 議 員 厚生常任委員会・産業建設常任委員会 

９月13日 関 係 議 員 総務常任委員会 

９月14日 議長・関係議員 松葉寮敬老会 

９月17日 関 係 議 員 指定管理施設調査検討特別委員会 

９月18日 
関 係 議 員 西予市明浜支所落成記念式典 

関 係 議 員 指定管理施設調査検討特別委員会 

９月19日 関 係 議 員 指定管理施設調査検討特別委員会 

９月20日 

議 長 議員全員協議会 

関 係 議 員 令和元年第３回定例会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

９月22日 議長・関係議員 オールドスターズ夢の球宴 

９月24日 
議 長 東京2020オリンピック聖火リレー西予市聖火ランナー選考会 

関 係 議 員 決算審査特別委員会 厚生分科会 

９月25日 関 係 議 員 決算審査特別委員会 産業建設分科会 

９月27日 関 係 議 員 決算審査特別委員会 総務分科会 

10月１日 議 長 令和元年度愛媛県市長会秋季会議 

10月２日 
議 長 第46回宇和老人クラブ運動会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

10月３日 関 係 議 員 決算審査特別委員会 

10月４日 
議 長 広島県世羅町議会視察受入 

議 長 森と湖に親しむ旬間クロッケー大会 

10月７日 関 係 議 員 議会だより編集委員会 

10月８日 
正 副 議 長 愛媛県市議会議長会秋期定期総会 

議 長 愛媛県市議会観光振興議員連盟役員会 

10月10日 
全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和元年度第３回定例会 閉会 

10月14日 正 副 議 長 愛媛大学協働センター開所式 
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月  日 出 席 者 行   事   名 

10月17日 議長・産建委員長 肱川流域総合整備推進協議会臨時会 

10月18日 議 長 千葉県野田市議会総務委員会 行政視察受入 

10月19日 
議 長 愛媛県総合防災訓練 

全 議 員 土居家観月会 

10月20日 議 長 サイクリングin四国西予ジオパーク 

10月21日 議 長 北海道深川市議会 行政視察受入 

10月23日 
全 議 員 議員全員協議会協議会 

関 係 議 員 市民と議会との意見交換会 班会議 

10月25日 全 議 員 議員全員協議会協議会 

10月27日 議 長 第３８回国際交流の夕べ 

10月28日 議 長 せいよ婦人大会 

10月29日 
議 長 静岡県浜松市議会 行政視察受入 

議 長 森林環境税感謝の集い 

10月30日 正 副 議 長 全国市議会議長会研究フォーラムin高知（～31日） 

10月31日 議 長 全国過疎問題シンポジウム2019in青森（～11月1日） 

11月８日 

議 長 愛媛県明るい選挙推進協議会連合会総会 

全 議 員 行政報告会 

議長・関係議員 市民と議会との意見交換会（二木生地区） 

11月11日 

議長・関係議員 議会運営委員会行政視察（～12日） 

関 係 議 員 議会だより編集委員会行政視察（～12日） 

議 長 秋田県能代市議会 行政視察受入 

11月13日 議長・関係議員 市民と議会との意見交換会（横林地区） 

11月14日 議長・関係議員 市民と議会との意見交換会（蔵貫地区） 

11月15日 議 長 全国過疎地域自立促進連盟第50回定期総会 

11月17日 議 長 西予市ＰＴＡ大会 

11月18日 
議長・関係議員 市民と議会との意見交換会（俵津地区） 

議長・関係議員 市民と議会との意見交換会（魚成地区） 

11月19日 関 係 議 員 指定管理施設調査検討特別委員会行政視察（～20日） 

11月21日 
関 係 議 員 議会運営委員会 

関 係 議 員 市民と議会との意見交換会（宇和町地区） 

11月23日 議長・関係議員 西予市社会福祉大会 

11月24日 議長・関係議員 令和元年度西予市地震・津波防災訓練 

11月26日 
関 係 議 員 議会運営委員会 

議長・関係議員 第168回乙亥大相撲 

11月27日 正 副 議 長 モンゴルドンドゴビ県表敬訪問 

11月29日 
全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和元年第４回定例会 開会 



－139－ 

令和元年12月13日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

議会運営委員会        

委員長  藤 井  朝 廣  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第187号 
西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
原案可決 
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令和元年12月11日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

総務常任委員会        

委員長  佐 藤  恒 夫  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第157号 西予市行政財産使用料徴収条例制定について 原案可決 

議案第158号 
西予市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税

に関する条例制定について 
原案可決 

議案第164号 
西予市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第168号 西予市公民館条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第169号 西予市乙亥の里条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第175号 西予市総合センターしろかわ条例を廃止する条例制定について 原案可決 

議案第181号 令和元年度西予市一般会計補正予算(第５号) 原案可決 

 

 

 

  



－141－ 

令和元年12月12日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

厚生常任委員会        

委員長  源  正 樹  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第159号 西予市環境基本条例制定について 原案可決 

議案第165号 
西予市宇和福祉センター条例の一部を改正する条例制定につい

て 
原案可決 

議案第166号 西予市特別会計条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第167号 西予市隣保館条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第172号 
西予市立病院看護師等奨学資金貸与条例の一部を改正する条例

制定について 
原案可決 

議案第173号 
西予市病院事業職員の諸手当に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
原案可決 

議案第174号 
西予市野村介護老人保健施設つくし苑職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第176号 
西予市宇和游の里健康センター基金条例を廃止する条例制定に

ついて 
原案可決 

議案第181号 令和元年度西予市一般会計補正予算(第５号) 原案可決 

議案第182号 令和元年度西予市介護保険特別会計補正予算(第３号) 原案可決 

議案第185号 令和元年度西予市病院事業会計補正予算(第１号) 原案可決 

議案第188号 
西予市健康保養地中核施設の設置及び管理に関する条例を廃止

する条例制定について 
原案可決 
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令和元年12月11日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

産業建設常任委員会          

委員長  宇 都 宮  久 見 子  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第160号 西予市公共下水道事業の設置等に関する条例制定について 原案可決 

議案第161号 
西予市公共下水道事業の剰余金の処分等に関する条例制定につ

いて 
原案可決 

議案第162号 西予市簡易水道事業の設置等に関する条例制定について 原案可決 

議案第163号 
簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに

伴う関係条例の整備に関する条例制定について 
原案可決 

議案第170号 
西予市営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制

定について 
原案可決 

議案第171号 
西予市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例

制定について 
原案可決 

議案第181号 令和元年度西予市一般会計補正予算(第５号) 原案可決 

議案第183号 令和元年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算(第２号) 原案可決 

議案第184号 令和元年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算(第３号) 原案可決 

議案第189号 
西予市宝泉坊ロッジの設置及び管理に関する条例を廃止する条

例制定について 
原案可決 

議案第190号 西予市野村農業公園条例を廃止する条例制定について 原案可決 
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令和元年12月13日 

 

西予市議会議長 

  菊 池  純 一 様 

 

指定管理施設調査検討特別委員会    

委員長  山 本  英 明    

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

議案第177号 西予市宇和文化会館の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第178号 西予市地域共生型交流拠点施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第179号 西予市明浜観光交流拠点施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第180号 西予市野村町エコセンターの指定管理者の指定について 原案可決 

議案第181号 令和元年度西予市一般会計補正予算(第５号) 原案可決 

議案第191号 西予市獣肉処理加工施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第192号 宇和米博物館(旧宇和町小学校)の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第193号 西予市みかめ海の駅の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第194号 西予市みかめ本館の指定管理者の指定について 原案可決 

 

 

 

 


